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川崎市教育振興基本計画 かわさき教育プラン第１期実施計画素案に対する 

パブリックコメント手続の実施結果について 

１ 概要 

本市の教育施策を総合的かつ体系的に推進し、今後目指すべき基本理念や目標などを実現するための

教育に関する総合計画として「川崎市教育振興基本計画 かわさき教育プラン第１期実施計画素案」を

策定し、広く市民の皆様の御意見を募集しました。 

  その結果、７１通（意見総数１６５件）の御意見をいただきましたので、御意見の内容及び御意見に

対する本市の考え方を次のとおり公表いたします。 

２ 意見募集の概要 

題名 川崎市教育振興基本計画 かわさき教育プラン第１期実施計画素案 

意見の募集期間 平成 27 年１月８日（木）～平成 27年２月６日（金）（30 日間） 

意見の提出方法 ホームページ、ＦＡＸ、郵送、持参 

意見募集の周知方法 ・本市ホームページへの掲載 

・市政だより（１月１日号）への掲載 

・各区役所 

・かわさき情報プラザ（市役所第３庁舎２階） 

・教育文化会館、各市民館・市民館分館 

・各図書館・図書館分館 

・教育委員会事務局総務部企画課（明治安田生命川崎ビル３階） 

結果の公表方法 ・本市ホームページへの掲載 

・各区役所 

・かわさき情報プラザ（市役所第３庁舎２階） 

・教育文化会館、各市民館・市民館分館 

・各図書館・図書館分館 

・教育委員会事務局総務部企画課（明治安田生命川崎ビル３階） 

３ 結果の概要 

意見提出数（意見件数） 71 通(165 件) 

内訳 ホームページ 46 通( 77 件) 

ＦＡＸ 23 通( 83 件) 

郵送  1 通(  3 件) 

持参  1 通(  2 件) 

資料１ 
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４ 御意見の内容と対応 

   パブリックコメント手続の実施により、「川崎市教育振興基本計画 かわさき教育プラン第１期実

施計画素案」の趣旨に沿った御意見、今後の取組を推進する中で参考とさせていただく御意見のほか、

内容を充実させる御意見がありましたことから、一部の御意見を反映し、「第２次川崎市教育振興基

本計画 かわさき教育プラン第１期実施計画」を策定します。 

【御意見に対する市の考え方の区分】 

Ａ 御意見の趣旨を踏まえ、計画に反映させるもの 

Ｂ 御意見の趣旨が既に計画に反映されているもの 

Ｃ 御意見の趣旨を踏まえ、今後検討するもの 

Ｄ 計画に対する質問・要望であり、計画の内容を説明・確認するもの 

Ｅ その他 

【意見の件数と対応区分】 

項      目 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 計 

（１）プランの基本理念、基本目標及び計画全般に

関すること 

6 5  7  18 

（２）基本政策Ⅰに関すること   2 2  4 

（３）基本政策Ⅱに関すること 1 25 15 22  63 

（４）基本政策Ⅲに関すること  1 7 3  11 

（５）基本政策Ⅳに関すること 1  1 2  4 

（６）基本政策Ⅴに関すること 1 4 8 14  27 

（７）基本政策Ⅵに関すること  1 7 1  9 

（８）基本政策Ⅶに関すること 1 1  16  18 

（９）基本政策Ⅷに関すること 1   1  2 

（10）その他     9 9 

合      計 11 37 40 68 9 165 

※「具体的な意見の内容と本市の考え方」については、意見要旨において、同様の意見を集約することに

より、全１３２の意見要旨にまとめ、これに対する本市の考え方を示したものです。 
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具体的な意見の内容と本市の考え方【詳細】 

（１）プランの基本理念、基本目標及び計画全般に関すること（１８件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

1 

「心のよりどころとしてのふるさと川崎

への愛着をもち、将来の川崎の担い手とな

る人材」を育成していくためにも、川崎市

の魅力的なモノ、コト、バショと連携し、

子どもたちが川崎の魅力に触れながら育っ

ていくような取組を随所に行って頂くよう

お願いしたい。 

本市では、これまでも「研究開発都市」

「スポーツのまち」「音楽のまち」「読書

のまち」「映像のまち」など、「まち」の

強みを活かした取組を展開してまいりまし

た。本計画においても、「理科教育推進事

業」や「読書のまち・かわさき事業」、「子

どもの音楽活動推進事業」等の事業を位置

付けており、今後も、各学校が川崎の地理

的、歴史的、文化的特長を活かした教育を

推進してまいります。 

Ｂ 

2 

プランの基本理念について「どのような

社会状況においても、夢や希望を抱き、自

ら考え、行動し、社会の変化に対応しなが

ら、いきいきと躍動する市民の姿」とある

が、憲法と教育基本法を中心に考えれば、

全く理解ができない。憲法と教育基本法の

各条項を吟味し直し、「かわさき教育プラ

ン」を抜本的に見直しすることが求められ

ると考える。 

社会が激しく変化し、多くの課題が存在

するこの時代において、１０年先を見据え

願うことは、どのような社会状況において

も、夢や希望を抱き、自ら学び、自ら考え、

主体的に判断・行動しながら、いきいきと

躍動する市民の姿があることであり、その

ための「人・社会の発展の礎を築く」こと

が、今後教育が果たすべき役割として重要

であると考えております。 

そのような考えを踏まえ、本プランの基

本理念を「夢や希望を抱いて生きがいのあ

る人生を送るための礎を築く」と定めます。

Ｄ 

3 

教育を受ける権利をもつ子ども・生徒の

意見表明権が、このプランの策定過程から

一貫して除かれているのはなぜか。子ど

も・生徒の意見を丁寧に聴きとり反映させ

る、その上で丁寧な議論を重ねて練り上げ

ることが、プランの神髄ではないか。 

プラン策定にあたっては、川崎市学習状

況調査及び全国学力・学習状況調査の結果

から実態を分析しながら、検討を進めてま

いりました。また、検討の過程においては、

子どもの声に耳を傾けることが大切と考

え、児童生徒から直接意見を聴き取る機会

を設け、プラン策定の参考といたしました。

Ｂ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

4 

「プランの基本目標」では、理念として

「夢や希望を抱いて生き甲斐のある人生を

送るための礎を築く」としているが、それ

を妨げている現実について、ほとんどふれ

られていない。 

教育に関する現状や課題については、「第

２章 １ 今後教育が果たすべき役割及びプ

ランの「基本理念」」及び「第３章 １ 第

１期実施計画における基本的な考え方」、

「４ 第１期実施計画期間の取組」の各基本

政策の項で記載しているほか、本市の教育

の現状については、平成２６年３月に策定

した「かわさき教育プラン～第３期実行計

画の延長及び次期教育プラン策定に向けた

考え方～」の「Ⅱ かわさき教育プランこれ

までの取組と今後の課題」の中で、詳しく

記載しています。 

Ｄ 

5 

「自立した個人が、多様な価値観を認め

合い、互いに支え合い、高め合いながら、

生きがいのある社会を協働して作り出して

いく精神を持つこと」とあるが、「精神を

持つ」ではなく、行動できる力こそが求め

られていると思う。 

「資料３」Ｐ６に「高め合いながら、生

きがいのある社会を協働してつくりだして

いく精神を持つこと」と記載しておりまし

たが、御意見を踏まえ、「高め合う精神を

持ち、生きがいのある社会を協働してつく

りだしていくこと」に修正しました。

Ａ 

6 

プランの基本理念について、「どのよう

な社会状況においても…社会の変化に”対

応”、しかも、”適切に対応”」という言

い方は問題がある。希望をもって、よりよ

い社会にしていくことを続けていくこと、

積極的に関わり、よりよい方向へ向かって

いくことが市民に求められていることであ

ろう。基本理念という大事なフレーズなの

で、文言を変更するべきである。 

「主体的に社会の形成に参画し、その発

展に寄与する態度を養う」という、教育基

本法が定める「教育の目標」などを踏まえ、

より市民の姿が適切に表現できるように、

「資料３」Ｐ５に「自ら学び、」を追加、

「社会の変化に対応」と記載していたもの

を「主体的に判断・行動」に修正しました。

また、Ｐ６「社会の変化に適切に対応し」

と記載しておりましたが、「生涯にわたっ

て学び続け」に修正しました。

Ａ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

7 

「川崎市の担い手となる人材の育成」と

言う点から見た時に、今回の「かわさき教

育プラン」に「新しい川崎の未来」とある

が、「未来の姿」が描かれていない。「教

育の力」で「どの様な川崎の未来」を期待

しているのか。 

「第２章 プランの基本理念及び基本目

標」にありますように、期待する未来は、

「どのような社会状況においても、夢や希

望を抱き、自ら学び、自ら考え、主体的に

判断・行動しながら、いきいきと躍動する

市民の姿」及び「市民一人ひとりがお互い

を尊重し、支え合い、高め合いながら共に

生きる社会の姿」であり、このような未来

への願いも込めて基本理念を定めておりま

す。 

Ｄ 

8 

長期（10 年間）の展望が示されつつ、変

化に柔軟に対応するために４年ごとで見直

しのできる政策体系となっていることは好

ましい。常に変動のある分野については、

より柔軟な体制づくりをお願いしたい。ス

ムーズな対処ができるシステムや組織や予

算面等についてお願いしたい。 

本計画は、基本政策、施策、事務事業に

ついて、概ね４年ごとに見直しを行うこと

としております。計画期間ごとに、新しい

課題や状況の変化に対応した実施計画を定

めてまいります。また、計画を実行するた

めに必要となる効果的・効率的な予算や体

制のあり方について、計画の推進と併せて

検討してまいります。 

Ｂ 

9 

今回の教育プランは、競争主義を煽り、

強者が弱者を支配するような構造を前提と

する内容であり、認められない。全国学力

調査の結果を指標として教育施策を組み立

てようとすることは、結果としていじめを

助長し、不登校を増やすことに繋がること

は様々な有識者からも指摘されている。こ

のような教育施策を今後10年間もやろうと

する川崎市の姿勢を認められない。 

全国学力・学習状況調査は、児童生徒の

学力や学習状況を把握・分析し、教育施策

の検証・改善を図ること、学校における児

童生徒への教育指導の充実や学習状況の改

善等に役立てること等を目的とするもので

す。調査結果については、調査目的の範囲

で、適切かつ有効に活用できるよう学校と

連携しながら取り組んでまいります。 

Ｄ 

10 

プラン素案を一般市民へ読んでもらうこ

とや周知することへの努力が不足してい

る。川崎市の教育に関心を持ち、教育行政

のあり方に注文をつけるだけでなく、協力

を惜しまぬ川崎市民は少なくないことを忘

れないでほしい。 

プラン素案につきましては、ホームペー

ジ掲載の他、区役所、市民館、図書館など

で閲覧できるようにしたほか、市政だより

での広報などを行ってまいりました。策定

後のプランにつきましても、素案と同様に

周知活動等に努めてまいります。 

Ｄ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

11 

子どもの施策については、子どもの権利

条約に基づき、生きるため、教育のために

子どもにとって最善の策が用意されるよう

にあらゆる面から検討すること。そのため

に、実態の分析、当事者である子ども自身

の声を聴く必要がある。 

プラン策定にあたっては、川崎市学習状

況調査及び全国学力・学習状況調査の結果

から実態を分析しながら、検討を進めてま

いりました。また、検討の過程においては、

子どもの声に耳を傾けることが大切と考

え、児童生徒から直接意見を聴き取る機会

を設け、プラン策定の参考といたしました。

Ｂ 

12 

内容が抽象的でわかりにくい。具体的な

事柄が見えてこないため意見を書くこと

が、困難。市民に対してもっときちんとし

た説明会を行うことを希望する。 

各事務事業の計画期間(平成２７年度～

平成２９年度)の主な取組について、素案で

は３年間まとめて記載していたものを、本

計画では、取組内容がより具体にわかるよ

う、年度ごとに記載しました。（「資料３」

４ 第１期実施計画期間の取組（Ｐ１６～ 

７６）内の各事務事業の表を修正）

Ａ 

13 

１０年のスパンは長すぎる。もっと短い

スパンで考えるべき。 

概ね１０年間の計画期間全体を通じて実

現を目指すものを基本理念・プランの基本

目標として掲げながら、基本政策、施策、

事務事業の各階層につきましては、概ね４

年ごとに見直しを行う実施計画とすること

で、新しい課題や状況の変化に、より柔軟

に対応できるような政策体系とすることを

考えております。 

Ｄ 

14 

公立の職員、公立学校に通う保護者から

のヒアリングだけでは私立を希望する生徒

が混在する学校教育現場の改善は難しいと

思う。プラン作成には公的機関だけでなく、

私的機関（民間企業や塾など）にも協力を

得て、連携を計る必要があるのではと思う。

計画策定にあたりましては、公教育に携

わる者の意見に偏ることがないよう、有識

者や公募の市民委員等が構成員となってい

る「川崎市教育改革推進協議会」から意見

を聴くほか、広く市民意見の募集を行いな

がら、策定を進めてきました。 

Ｄ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

15 

至る所に「数値目標」が記されている。

「目標」が絶対化する危険をはらむものは、

決めるべきではないと思う。 

参考指標は、基本政策の目標の達成度を

評価する際に参考とするものです。よりわ

かりやすい表現とするため、「資料３」の

各基本政策の参考指標の説明（Ｐ１７、２１、

３７、４４、５２、５８、６５、７２）を、

「基本政策の目標の達成度を評価する際に

参考とする指標」と記載しておりましたが、

「基本政策の目標の達成度を評価する際に

参考とするための数値であり、この数値の

みをもって基本政策の成果とするものでは

ありません。基本政策の評価は、事業の進

捗状況等を踏まえて総合的に行います。」

へ修正しました。 

Ａ 

16 

どれも重要な施策であり、優先順位をつ

けるのは困難をきわめる。限りある予算を

有効に使ってほしい。 

必要な教育施策を着実に推進するため、

事業の効果的な執行に向けた見直しに継続

して取り組み、事業に必要な財源の確保に

努めてまいります。 

Ｂ 

17 

平成１７年に、最初に「かわさき教育プ

ラン」が作成されたが、今回も同じく「か

わさき教育プラン」となっており、間違い

易い。しかも、「概要版」では「新たに策

定します」と書いてある（本案では「はじ

めに」で経過を記述してある）。「かわさ

き教育プランⅡ」とかで混乱の無いように

すべき。 

「かわさき教育プラン」は、本市の教育

に関する基本計画として、平成１７年には

じめて策定され、法的には、教育基本法に

基づく教育振興基本計画として位置付けら

れています。 

この度策定したプランは、同じく教育振

興基本計画に位置付けながらも、教育の現

状と課題を踏まえて、新たに基本理念及び

基本目標を定め、政策体系を再構築したも

のです。 

これまでのプランとこれからのプランと

の区別をより明確にするため、本計画の名

称を「第２次川崎市教育振興基本計画 かわ

さき教育プラン」と定めます。

Ａ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

18 

全般的にＰＤＣＡ的取組が不足している

様に思う。本案の「はじめに」にでは、取

り組んだ「実行計画の表」は示してあるが、

各施策の評価が欲しい。その結果と社会環

境の変化を考慮して今回のプラン案を作成

したことが明確になって欲しい。 

毎年度、教育プランの重点施策について、

点検・評価を行ってまいりました。また、

平成２６年３月に策定した「かわさき教育

プラン～第３期実行計画の延長及び次期教

育プラン策定に向けた考え方～」の「Ⅱか

わさき教育プランこれまでの取組と今後の

課題」の中でも、主な取組を振り返り、現

状と課題を示しております。これらを踏ま

えて今回のプランを策定しております。

策定経過をよりわかりやすくするため、

「資料３」Ｐ８７の内容欄に、「かわさき

教育プラン～第３期実行計画の延長及び次

期教育プラン策定に向けた考え方～」の目

次項目を追加しました。

Ａ 
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（２）基本政策Ⅰに関すること（４件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

19 

「キャリア教育」については、推進校に

対し、行政からの積極的な支援により、無

理なく取組ができるようお願いしたい。キ

ャリア教育で「地域とつなぐ」のであれば、

そのためのフォローや条件整備をお願いし

たい。「指導計画」や使用するキャリア「ノ

ート」が強制や負担となったりしないよう

に、当該校全職員への説明をお願いしたい。

「キャリア在り方生き方教育」について

は、各学校が、子どもたちの実態や学校の

特色、地域の実態を把握し、それに応じて

取り組んでいくことがポイントになりま

す。そのため、「地域との連携」、「指導

計画の作成」や「ノートの活用」などにつ

いて、推進協力校をはじめとする各学校が、

主体的に取り組めるよう、研修、学校訪問

などの機会を活用し、積極的に支援してま

いります。 

Ｃ 

20 

支援学校高等部分教室では、いわゆる「職

業訓練」のみに特化してしまいがちだが、

高校生の時期にこそ学べる授業を大切にし

た教育課程編成をしてほしい、という子ど

もや保護者の声も聞かれる。キャリア教育

イコール職業教育とならないように市民や

教職員への周知に積極的に取り組んでほし

い。 

高等部分教室や田島支援学校のコース制

における教育については、働く意欲や態度

の育成に加え、自己肯定感や豊かな対人関

係の育成など社会的自立に向けた力の育成

をめざしており、高等部での３年間の充実

した学校生活が、生徒の将来に大きな支え

になると考えます。 

また、「キャリア在り方生き方教育」は、

「職業教育」に特化されるものではなく、

学校のすべての教育活動を通して、学ぶこ

と、働くこと、生きることの尊さを実感し、

学ぶ意欲を育てることも大切にしていま

す。「キャリア在り方生き方教育」の意義

を正しく理解していただけるように、啓発

用リーフレットを作成し、広報に努めてい

きます。 

Ｃ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

21 

「自分にはよいところがあると思う」と

いうグラフは何を示そうとしているのか。

また、どの様な施策が功を奏し、何故この

様に改善してきているのか。何が不足して

いるので今回の施策となったのかＰＤＣＡ

的な思考が不足しているのではなかろう

か。 

 御指摘のグラフにつきましては、児童生

徒の自尊感情を示すものと捉えており、基

本政策の説明にあたり参考となるデータと

して掲載したものです。 

 これまでの施策の検証につきましては、

平成２６年３月に策定した「かわさき教育

プラン 第３期実行計画の延長及び次期プ

ラン策定に向けた考え方」の中で「これま

での取組と今後の課題」としてまとめてお

り、本プランは、これに基づき検討を進め

てまいりました。 

Ｄ 

22 

「キャリア在り方生き方教育」について。

近頃の子どもたちには、せっかくの学校と

いうさまざまな人が集まる場を十分に生か

した遊びや取組ができる機会と時間が、ほ

とんどない。教育をする、というのではな

く、そのような失われてしまった場を作る

ことに目を向けるべきだと思う。 

 「キャリア在り方生き方教育」は、各学

校における教育活動を幅広く見直し、これ

までの取組を価値づけ、改革していくため

の取組です。各学校が、児童生徒の実態を

把握し、効果的な取組を行えるよう、検証・

支援をしてまいります。 

Ｄ 



11 

（３）基本政策Ⅱに関すること（６３件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

23 

基本政策ⅡはＨ１７年作成の「かわさき

教育プラン」とあまり変わっていないと見

受けられる。Ｈ１７版に示されている「川

崎式で『生きる力』をつける」を何故変え

たのか。 

学習指導要領の目指す「生きる力」は、

生涯にわたる学習・生活の基礎となる力で

もあり、引き続きその育成を図ってまいり

ます。一方、教育プランは、新たな課題等

に対応するため、数年ごとに見直しを行っ

ています。10 年ぶりの今回の見直しにあた

っては、本市の状況や国の動向等を考慮し

改めて政策体系の再構築を行いました。 

Ｄ 

24 

学力把握のために学力テスト（全国・川

崎市）をもとにしているが、そのように数

値化できるもののみで多面的な学力を測れ

るのか。話し合いなどによって考え方や見

方が変わっていくといった過程も大切だと

思う。 

全国学力・学習状況調査および川崎市学

習状況調査によって、測定できるのは、各

教科の学力の一部だと考えております。 

ご意見のように、話し合いなどによって

考え方や見方が変わったり、友達と問題を

一緒に解決したりする力は、これから求め

られている重要な学力であると考えており

ます。調査結果からわかること、学校生活、

家庭生活、地域生活などからこそわかるこ

とを合わせて、多面的に子どもたちの確か

な学力を育んでまいりたいと考えておりま

す。 

Ｃ 

25 

自分で計画を立てて学習することの大切

さが分からなければ、親や先生がいくら言

っても子どもは自主的に行動するようにな

らない。自分で計画を立てて実行すること

の楽しさを見つける動機づけが、授業や学

校での活動の中にあると良い。 

子どもたちが自分で計画を立てて学習し

ていくことは、学力向上に資するものであ

り、そのような習慣が身に付けられるよう

な指導の工夫が重要であると考えておりま

す。 

Ｃ 

26 

世の中の流れがわかるような学習など、

難しい事を、分かりやすく、やさしい言葉

で教えてほしい。 

学校生活の中で、子どもたちの発達段階

に応じて、様々な社会問題等を話題として

取り上げることは重要であると考えており

ます。 

Ｃ 

27 

出来る子は、１人でもどんどん学習を進

めていき、わからない子はおきざりになる。

子ども同士のグループ学習や先生の多忙化

解消などにより、わからない子に理解させ

る授業をきっちりとお願いしたい。 

一人ひとりの子どもたちの習熟の程度に

応じた学習を進め、子どもたちがわかる授

業を進めていくことは大切で、指導方法や

指導体制等について実践研究を進めてまい

ります。 

Ｂ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

28 

「市学習診断テスト」が実施されている

ところに「全国学力学習状況調査」も行わ

れ、子どもたちにとっては負担がかかって

いる。結果報告書の作成や数値目標は今後

も「各学校における授業改善のためのもの」

としての徹底をお願いしたい。点数の公表

や順位などが学校ＨＰで公開されてしまう

など、教員や子どもや保護者が「点数では

かる学力」だけで判断をしてしまわないよ

う今後も取組をお願いしたい。 

全国学力・学習状況調査の調査結果の公

表に関しては、保護者や地域住民に対して

説明責任を果たすことが重要である一方、

調査により測定できるのは学力の一部分で

あること、学校における教育活動の一側面

であることなどを踏まえるとともに、序列

化や過度な競争が生じないようにするなど

教育上の効果や影響等に十分配慮すること

が重要であると考えております。今後も、

十分に配慮しながら、保護者や地域住民に

調査結果を説明するとともに、授業改善に

努めてまいります。 

Ｃ 

29 

学力とはもともと数値化出来る学力テス

トなどで把握出来るものではないと思う。

一概に学力テストの数値などを重視するや

り方には反対。 

30 

福祉活動を、授業の中で取り入れてほし

い。 

福祉に関する学習は大切であり、「施策

１．確かな学力の育成」における取組の一

つに位置付けています。各学校で状況にあ

わせて、総合的な学習の時間において、社

会福祉協議会の協力のもと、福祉体験教材

を使用した学習活動や福祉施設の訪問など

が行われております。今後も他機関とも連

携しながら、より一層福祉の学習を進めて

まいりたいと考えております。 

Ｂ 

31 

授業の中で、地域の文化財や歴史につい

て学習し、その場に出かけて行き、自分の

目で見て、体験してほしい。自分が住んで

いる地域の歴史を学んでほしい。もっと老

人会や町内会の力を借りてもよいと思う。 

学校が、地域や学校の実態等に応じ、地

域の文化財や歴史について学び、自分たち

が住むまちに愛着や誇りをもつことは重要

であると考えます。「キャリア在り方生き

方教育」においても「わたしたちのまち川

崎」を愛する気持ちや誇りを育んでまいり

ます。そのためには、老人会や町内会など

地域の方との連携が一層重要であると考え

ております。 

Ｃ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

32 

「施策１．確かな学力の育成」について。

学力向上において、基礎的知識は必要であ

るが、すべてのことを教え、学ぶことは不

可能である。人は、教わってないこと、学

んでいないことも、持ちあわせている知識

をもって、”想像”したり、”推論”した

りすることで総合的な学力はあがってい

く。その視点も文章化してほしい。 

学校教育法等により、確かな学力の育成

のために、①基礎的な知識・技能の習得、

②課題解決に必要な思考力・判断力・表現

力等、③主体的に学習に取り組む態度の３

つの要素をバランスよく育成していくこと

が求められております。 

このような学力観に基づき、すべての子

どもたちがわかることをめざして、教育課

程を編成し、授業づくりを進めており、ご

意見にあります「推論したり、比較したり

すること」は、子どもたちの思考力・判断

力・表現力等の育成に欠かせないものとし

てこれに含まれるものであると考えており

ます。 

Ｄ 

33 

学力テストの数値化し易いものだけを根

拠にしているが、学びあう力が無視されて

いるのは大きな問題だと思います。 

学校教育法等により、確かな学力の育成

のために、①基礎的な知識・技能の習得、

②課題解決に必要な思考力・判断力・表現

力等、③主体的に学習に取り組む態度の３

つの要素をバランスよく育成していくこと

が求められております。 

特に、思考力・判断力・表現力等の育成

においては、言語活動の充実が求められて

おり、子ども同士がお互いの考えを学び合

うことで、その育成に取り組んでおります。

Ｄ 

34 

「英語教育推進」に関しては、他の授業

時数を確保した上でできるのか、評価に関

する負担が増すのではないかなど、懸念が

残るまま、教員研修だけが先行していくこ

とには疑問がある。 

英語の授業時数については、次の学習指

導要領改訂に向けて、国で検討が行われて

おります。英語教育の大きな改革が予想さ

れますので、教員研修については、次期学

習指導要領改訂の動向や基本的な考え方等

を踏まえながら、丁寧に進めてまいりたい

と考えております。 

Ｃ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

35 

理科支援員の配置について。理科実験の

様にスキルが求められる課題に対して、ス

キルのある地域市民が多忙な教師を支援す

ることは極めて有効な施策で大賛成。この

様なボランティア活動は英語や柔道・剣道

にも絶対に必要なので、寺子屋事業と同様

に、この様な仕組みが出来る施策を打つべ

きと思う。 

 各区に学校支援センターを設置し、支援

員として退職教職員を４名ずつ配置してお

ります。各支援員は、学校のニーズに合わ

せて、学校を支援していただける地域の方

を紹介するコーディネーターとしての活動

をしております。また、支援員自らが学校

支援の活動を行うとともに、退職教職員の

人脈を活かして学校に人材を紹介している

例も多くあります。 

 今後も、地域人材による支援が促される

よう、あらゆる仕組みを活用してまいりま

す。 

Ｄ 

36 

関連計画に環境基本計画が含まれていな

い。環境基本計画の中には環境教育・環境

学習があり、多様な主体との連携等が書き

込まれている。環境教育ないしは持続可能

な開発のための教育に関する内容を教育プ

ランに入れ込んでほしい。 

環境教育につきましては、これまでもプ

ランの重点施策中の事業として位置付けら

れ、地域、企業と連携した取組が進められ

てきました。そのため、本計画においても

「基本政策Ⅱ.施策１ 確かな学力の育成」

の取組のひとつとして位置付けています。 

引き続き環境基本計画との連携した取組

を進めていくことを表すため、「資料３」

Ｐ３の関連計画に「川崎市環境基本計画

環境局」を追加しました。 

Ａ 

37 

「子ども主体で」「学校全体で取り組む」

「サービス学習」という点を検討してほし

い。子どもに力をつけさせるのではなく、

すでに子どもにある力を引き出すことを教

育の場で試みることができるような内容を

盛り込んでいただきたい。 

学校教育法等により、確かな学力の育成

のために、①基礎的な知識・技能の習得、

②課題解決に必要な思考力・判断力・表現

力等、③主体的に学習に取り組む態度の３

つの要素をバランスよく育成していくこと

が求められております。 

そのため、これまでも子どもたちが、主

体的に学習に取り組む態度を育てる授業づ

くりに努めており、引き続き、そのような

学力観に基づき、教育課程を編成し学校全

体で取り組んでまいります。 

Ｄ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

38 

全ての子どもたちが本来持っている「好

奇心」を育てる視点、人と人とのつながり

の重視、「待つ」大切さについて、盛り込

んでほしい。 

学校生活や学習においても、子どもたち

は人とのつながりを培いながら学び、成長

していきます。これは、学校教育における

大きな役割であると考えます。授業におい

ても人とのつながりを大切にした体験学習

やグループ学習、また、じっくり考える時

間を保障することはたいへん重要な視点で

あると考えております。 

Ｄ 

39 

学校司書が学校図書館を中心に展開する

教育的役割は、はかりしれない。学校司書

の常駐により、利用者である児童・生徒や

教員の状況や課題に応じた本や資料の提供

が可能になり、多様化した子どもたちの居

場所を広げることにつながる。基本政策Ⅰ

からⅣの重点事業に大きな支援と効果をも

たらす学校図書館、学校司書の教育力がも

っと考慮され、教育プランの中に積極的に

組み込むよう、強く要望する。 

（同様意見他９件） 

学校司書の重要性は認識しており、平成

２７年度は、２１名で各校を巡回する総括

学校司書の配置に加え、学校司書を７校の

小学校の学校図書館にモデル的に配置し、

学校司書の効果的な配置等について検証し

てまいります。 

今後も、学校図書館の充実に努め、児童

生徒の読書環境の整備を図ってまいりま

す。 

Ｂ

40 

学校司書は、委託業者を介さず、直接雇

用としてほしい。委託業者に中間マージン

を支払うのは税金の無駄遣いになる上、子

どもたちと接する人間が委託業者の看板を

背負っているという体制は、教育現場には

なじまない。教員との協力関係が重要であ

ることを考えても、直接、教育委員会が雇

用することを望む。 

業務形態につきましては、費用対効果を

考え、最善の方法で実施してまいります。 

Ｃ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

41 

「男女平等教育推進事業」を基本政策Ⅱ

の施策２.「豊かな心の育成」に入れてほし

い。主な取組としては男女平等に関する講

演会等の開催。 

上記に関して、中学３年生の「技術・家

庭科」の時間増を国に働きかける。又、高

校では、教科「家庭科」では、科目「家庭

総合(4 単位)」を履修(必修)とする。家庭科

教育を充実させている学校では男子生徒の

女性社会への理解力が高まり、技術力も向

上している。 

男女平等教育推進につきましては、これ

までも、子どもの権利学習を含む、人権尊

重教育の中で、大切に扱われてまいりまし

た。また、各教科等の学習においても、学

習指導要領に基づいてその趣旨を適正に学

習しております。特に、家庭分野の学習は，

身近な生活において具体的に工夫し創造す

る喜びを体験する中で、男女が協力して生

活することの重要性や家庭観などについて

の確かな考え方を醸成するものであり、こ

れからの社会で主体的に生き、自立を支え

る力の育成を目指して展開されておりま

す。今後も、男女平等観に基づいた一人ひ

とりを大切にする教育を「人権尊重教育推

進事業」の中に位置付け、学校教育全般を

通して培うとともに、研修の充実や啓発に

努めてまいります。 

Ｄ 

42 

豊かな心の育成のために、音楽とともに

映像文化や芸術についても取組を推進する

よう、追加をお願いしたい。 

各学校が、夢教育２１推進事業等を活用

し、特色ある教育活動を行う中で、映像・

芸術活動を取り入れております。今後も文

化芸術の所管局との連携を図りながら取組

を進めてまいります。 

Ｄ 

43 

豊かな心の育成のために、「川崎市動物

愛護センター」と連携した情操教育の取組

について追加をお願いしたい。 

動物とのふれあいについては、川崎市獣

医師会に御協力をいただきながら実施して

おりますが、動物愛護センターとの連携も

検討してまいります。 

Ｃ

44 

「道徳教育の抜本的改善・充実」につい

ては慎重な事業展開を望む。道徳教育だけ

を切り分けして取り組むのではなく、人権

尊重教育を基盤として進めてほしい。道徳

教育の「抜本的改善」とその「支援事業」

については現場教職員の意見が取り入れら

れるようにお願いしたい。 

人権尊重教育は長年、川崎市が教育の基

盤として推進してまいりました。道徳教育

においても、人権尊重教育と密接に関連を

もたせながら、子どもたちの豊かな心を育

むものと考えてります。今後、道徳教育の

抜本的な改善については、国の動向を注視

しながら、教職員に丁寧に説明を行ってま

いります。 

Ｃ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

45 

「人権尊重教育推進事業」に関しては、

若手教職員や教員スタート時点にこそたく

さん学べる機会を設けてほしい。人権尊重

教育をしっかりと学んだ後に、様々な教科

指導に対する研修が行われるという流れを

つくることで、学校教育活動全般の向上に

つながるものと考える。 

各学校では、一人ひとりの子どもの人格

を尊重し、すべての子どもの人権が守られ、

子どもたちが安心して楽しく学校生活を送

ることをめざしております。そのためにも

日々の授業時間をはじめとして、休み時間

や放課後、様々な行事や委員会、部活動な

ど、あらゆる場面で人権尊重教育を進める

ことが求められています。また、こういっ

た学習環境をつくるためには、教職員の人

権意識の向上は欠かせません。今後も、初

任者研修をはじめとして、各学校の人権尊

重教育推進担当者の研修等を充実させ、教

職員自身の意識の向上と、学校教育におけ

る人権尊重の精神の涵養をめざしてまいり

ます。 

Ｂ 

46 

人権尊重教育は「川崎市子ども権利条例」

を中心としているが、「権利と義務」の概

念の教育が偏っており不足。道徳教育推進

事業と人権尊重教育推進事業と分かれてい

るが、一体として取り組むべき事業にすべ

き。 

 「川崎市子どもの権利に関する条例」に

おける「子どもの権利」は、「子どもの人

権」を意味するものです。人権尊重教育の

一環として行われている「子どもの権利学

習」は、「子どもは権利の主体者であり、

自らの権利を大切にし、同様に他者の権利

を尊重する力や責任を身につける」という

条例前文の趣旨となる「権利と責任」を視

点とした学習に取り組むものです。 

また、道徳教育と人権尊重教育とは、密

接に関連をもたせながら、教育課程に位置

付けられることが大切であると考えており

ます。今後も、引き続き横断的な学習によ

り、子どもたちの豊かな人間性を育むため

の取組を推進していきます。 

Ｄ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

47 

中学校給食のみならず、現状の小学校の

食育や給食の充実も十分とはいえない。小

中９年間に亘る食育の推進と安心、安全な

給食の実施をお願いしたい。 

（同様意見他７件） 

学校における食育の推進につきまして

は、これまで「学校における食に関する指

導プラン」を作成するなど、各学校におけ

る食育の推進に向けた取組を進めてまいり

ました。 

小中９年間にわたる食育の推進は、大切

なことと考えておりますので、引き続き、

子どもたちが食に関する正しい知識と望ま

しい食習慣を身につけられるよう、食育の

推進に取組んでまいります。 

Ｂ 

48 

現在、小学校では栄養教諭、学校栄養職

員が全校に配置されてなく、給食管理や食

育の推進はもとより、食物アレルギーの対

応等、学校現場では不安を抱えながら細心

の注意をはらっている。学校間の差がない

給食や指導ができるように栄養教諭、学校

栄養職員の１校１名配置を希望する。 

（同様意見他７件） 

栄養教諭または学校栄養職員の配置につ

いては、神奈川県の定める配置基準に基づ

いて行っていますが、一定規模以下の学校

については４校に１人の基準となっている

ため、１人の教職員が２校を担当している

場合もあります。また、一部の学校には、

本市が独自に非常勤栄養職員を配置してい

ます。 

栄養教諭または学校栄養職員を１校に１

人の配置とするためには、国や県における

定数の改善が必要であり、継続して要望を

行っているところですが、本市におきまし

ても、国や県における定数改善の動向や学

校の状況を勘案しながら、非常勤栄養職員

等の配置について検討してまいります。 

学校や関係職員の連携を強化する取組や

食に関する指導プラン、アレルギー対応マ

ニュアル等の充実を図るなど、引き続き、

食育の推進と学校給食の充実に取組んでま

いります。 

Ｄ 

49 

田島支援学校は再編整備により、今年度

から本校（高等部）と桜校（小学部、中学

部）に校舎が分かれた。場所は結構離れて

いるが、給食の管理栄養士は１人のままで

毎日行き来している状況。増員をお願いし

たい。 

（同様意見他１件） 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

50 

食器や厨房機器などの食環境も含めた充

実を進め、安全でおいしい給食のさらなる

充実を目指してほしい。 

食器や給食調理施設・設備を改善してい

くことは、食育の面、衛生管理の面からも

大切なことと考えておりますので、今後も

給食の調理や提供の環境改善に努めてまい

ります。 

なお、学校給食の食材については、厚生

労働省等の定めた基準をもとに、「学校給

食用物資規格基準」を定め、物資の選定を

行っております。加工食品については、国

内工場において加工されたものとし、事前

に「成分配合表」などを提出させ、厳しい

精査をしております。 

Ｂ 

51 

「健康教育の充実・・・・」の内容は、

運動に偏った表記になっている。健康教育

は、運動だけでなく。バランスの良い食事

が不可欠なので、食の充実も含めた内容が

必要。食育の文言を加えてほしい。 

学校においては、給食を生きた教材とし

て、各学校で給食時間や総合的学習の時間、

家庭科、保健体育科など関連教科の時間、

特別活動の時間に、学年に応じた食に関す

る指導を行っております。 

学校給食を活用した食育の推進について

は、学校給食運営事業として、本プランの

事務事業に位置付けているところです。 

Ｄ 

52 

子どもが増えている川崎市では、幼稚

園・保育園・小学校・中学校と、食育に力

を入れて、推進していってほしい。 

幼稚園・保育園につきましては、現在「第

３期川崎市食育推進計画」に基づき取組が

進められています。 

また、学校における食育の推進につきま

しては、これまで「学校における食に関す

る指導プラン」を作成するなど、各学校に

おける食育の推進に向けた取組を進めてま

いりました。 

引き続き、子どもたちが食に関する正し

い知識と望ましい食習慣を身につけられる

よう、食育の推進に取組んでまいります。 

Ｂ 

53 

「体力向上推進事業」では、配慮を要す

る子どもたち（障害等）への視点をもって

内容の検討を行ってほしい。 

誰もが運動する心地よさを味わい、生涯

にわたって運動に親しむことができるよ

う、小学校の体育の授業に地域のスポーツ

指導者を派遣する等、個に応じたきめ細や

かな指導ができるよう努めております。 

Ｃ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

54 

「施策３．健やかな心身の育成」健康教

育推進事業については、地域の福祉関係者、

施設、機関との協力連携関係を作ることに

よって、充実をしていってほしい。 

 健康教育の推進にあたっては、福祉関連

の機関との連携は重要であると認識してお

りますので、今後検討してまいります。 
Ｃ 

55 

免許を持つ教員が川崎市の教育を担って

いるのではないのか？子ども達が生きるた

めに必要な教育って何なのか？その為の環

境整備は出来ているのか？ 

 専門的な知識や資格を持つ人材と教材が

あり、具体的な教育プランがあれば川崎市

の子ども達は豊かな心を持てると思う。ほ

とんど変化のない教育プランは納得出来な

い。 

変化の激しい時代において、教員は、免

許という資格だけでなく、常に専門的な知

識を更新していく学び続ける教員であるこ

とが求められております。そのために、一

人ひとりに対してライフステージに応じた

教職員研修を進めるとともに、各学校にお

いて教員同士の学び合いを促進し、日常の

授業研究の充実や校内研修の活性化を図っ

てまいります。 

ご意見のように、子どもたちにかかわる

専門性の高い人材を育てること、学校全体

で授業における教材をよりよいものにして

いくことはたいへん重要な視点であると考

えております。今後も、子どもたちの健や

かな成長のため、保護者や地域住民と協力

をしながら学校生活全体で取り組んでまい

ります。 

Ｄ 

56 

将来的には川崎市が、都市のあるべき理

想的な姿を体現し、好循環を生み出し続け、

国内はもとより世界からも規範となるよう

な都市となっていくために、温かくモラル

やマナーの意識も高く善良な世の中の規範

となるような人を育み、そうした人が川崎

市のもとで一体感をもって愛着や誇りの気

持ちを抱き、幸せや満足感を感じることが

できる、そんな教育環境をつくり上げてほ

しい。 

本計画においては、人と社会の発展の礎

をつくることを、教育の大切な役割と捉え、

プランの基本理念として「夢や希望を抱い

て生きがいのある人生を送るための礎を築

く」、基本目標として「自主・自立」「共

生・協働」と定めております。この実現を

目指し、教育施策を総合的かつ計画的に推

進めることで、川崎の未来を担う市民を育

てていきたいと考えています。 

Ｂ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

57 

基本政策Ⅱの「少人数指導」と基本政策

Ⅴの「教職員の配置」について、教職員数

の増をお願いしたい。また、そのための移

譲時の取組をお願いしたい。 

（同様意見他１件） 

多様な子どもたちの学習状況に対して、

よりきめ細やかな対応を図るため、加配教

員や非常勤講師を活用して、少人数学級・

少人数指導等の取組を推進します。加配教

員については配置定数が限られているた

め、配置の充実を図るためには国や県にお

ける教員定数の改善が必要であり、他の指

定都市等とも協調して定数改善要望を続け

ていきます。 

平成２９年度には県費負担教職員給与費

の指定都市への移管に伴い、教員定数の設

定権限も移譲されることとなっていますの

で、国における定数改善の動向を注視しつ

つ、より効果的な教員配置について検討し

ていきたいと考えています。 

Ｃ 

58 

「教育の情報化」においては、「児童生

徒の情報活用能力」とともに、情報モラル

の指導について、明記するなり徹底をお願

いしたい。 

情報活用能力の育成には、「情報活用の

実践力」「情報の科学的な理解」「情報社

会に参画する態度」の３観点が重要であり

ます。情報モラルは３観点のうちの「情報

社会に参画する態度」にあたり、情報活用

能力に含まれるものとして、その育成に取

り組んでまいります。 

Ｂ 

59 

「特色ある高等学校の推進」で「特色あ

る教育を進めることで、多様なニーズに対

応」とあるが、先にこれを推進した県立高

校では、多様な講座を、それ程専門知識を

持たない教員が担当させられたあげく、ほ

とんどが失敗している。もし「多様な学習

ニーズに対応する」なら、充分な教員の補

充と時間を現場に与えてほしい。 

市立高等学校の教職員配置は、いわゆる

高校標準法に準拠しながら行われておりま

す。今後も教職員定数の標準に基づく、適

正な職員配置に努めるとともに、非常勤講

師等も配置しながら、生徒・保護者・市民

のニーズに応じた魅力ある高等学校づくり

を推進してまいります。 

Ｄ 

60 

「特色ある高等学校教育の推進」につい

て、市立高等学校教育推進計画に基づく取

組を進め、「第２次計画」の策定に向けた

検討を進めるとあるが、「１次計画」につ

いての検証をいつどこでどのように行うの

か。 

 第２次計画策定時には、第１次計画にお

ける取組の評価・検証が必要であると考え

ております。今後、その手法も含め、検討

してまいります。 
Ｃ 
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（４）基本政策Ⅲに関すること（１１件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

61 

「児童支援コーディネーター専任化」に

ついては、計画的な配置をお願いしたい。

３年後、５年後などを明記し、計画を立て

て取り組んでほしい。 

児童支援コーディネーターの専任化によ

る効果については確認されているところで

すので、着実な推進に努めてまいります。 
Ｃ 

62 

「いじめ防止基本方針」が実行あるもの

となるためには、具体的方策を各学校に示

すことが必要。共生＊共育プログラムの実

施、相談体制の充実だけでは、各学校が立

てた基本方針へ十分に対応ができない。い

じめを未然に防ぎ根絶するための踏み込ん

だ方策が必要。 

 市基本方針の内容を踏まえて改訂したい

じめ防止リーフレットを全教職員に配付し

て、各学校での研修等で活用していただく

よう啓発に努めております。いじめを未然

に防止するためには、いじめの発生しにく

い学校の風土づくりが基本となります。各

学校では、教職員が児童生徒の理解を深め、

信頼関係を築くとともに、一人ひとりを大

切にした授業を実践するように努め、あら

ゆる教育活動を通じて、他人を思いやる心

や正義を重んじる心などの豊かな人間性を

育む取組を行っております。いじめの疑い

がある情報があったときには、ケース会議

を立ち上げ、いじめの情報の迅速な共有、

関係のある児童生徒への事実関係の聴取、

指導や支援の体制・対応方針の決定と保護

者との連携を組織的に実施しております。

今後も、いじめ問題の情報共有を図り、未

然防止に努めてまいります。 

Ｃ

63 

「海外帰国外国人生徒相談事業」に関し

ては、「高校の進路保障」を盛り込むよう

お願いしたい。進学のためのガイダンス、

奨学金制度、受験や入学手続きへの手助け

など、川崎市の教育政策として積極的に進

められるべき。 

外国につながる生徒の進学のためのガイ

ダンスでは希望者には通訳をつけ、奨学金

制度、受験や入学手続きなどの説明を行っ

ております。また、各学校に帰国・外国人

児童生徒担当を設置し、学校での受け入れ

とともに、受験などに関する情報を周知す

る等、今後とも、進路を考慮した支援に取

り組んでまいります。 

Ｃ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

64 

帰国外国人児童生徒においては、保護者

支援が重要であり、そのための他機関への

連携や人材の充実を望む。 

帰国外国人児童生徒においては、保護者

支援がたいへん重要であると考えておりま

す。各学校に日本語指導等協力者および学

習支援員を派遣しておりますが、今後とも、

関係機関や市民団体などと支援の在り方を

検討していきたいと考えております。 

Ｃ 

65 

個別の対応・指導を充実し、特別な支援

をていねいにすればするほど、子どもはそ

れぞれの持ち味ゆえにバラバラにされてい

くという結果を招く。個別対応を充実させ

るために熱心に働く専門家や専従者を増や

す本プランの方向は、インクルーシブな場

とは逆のものだと案じる。 

特別支援、個別支援を強めていこうとす

る本プランの姿勢を再検討し、多様な姿が

長期に一緒に過ごせる場としての学校を保

ち続けられることを希望する。 

特別支援教育は、障害のある子どもの一

人ひとりの教育的ニーズを把握し、適切な

指導・支援を行う教育です。本市では、特

別支援教育の充実を図ることで障害のある

子どもと障害のない子どもが共に学び合

い、育ち合う仕組み（インクルーシブ教育

システム）が構築できると考えております。

さらにインクルーシブ教育システムが機能

することで、障害のある子どもとない子ど

もができる限り同じ場で学ぶことを通じ

て、相互理解を深め、多様性を尊重する心

を育んでいくことができると考えておりま

す。こうした考えのもと、本市では障害の

有無にかかわらず、すべての教育的ニーズ

のある子どもを対象とする支援教育を推進

してまいります。 

Ｄ 

66 

支援教育の推進について、「障害者」ま

たは「障害」と記述されているが、「障が

い者」「障がい」と、記述を改めるべきと

考える。医療・社会福祉の分野でのオピニ

オン・リーダーからは、「障碍者」または

「障碍」と記述すべきとの意見もある。 

 「障害」の表記につきましては、文部科

学省が使用し、かつ学校現場において広く

用いられているため、使用しています。今

後も、国や他自治体などの動向を踏まえて

まいります。 

Ｄ 

67 

「第２期特別支援教育推進計画に基づ

き、特別支援教育を推進します」と記載し

ているが、第２期特別支援教育推進計画

（案）についての案内がない。パブリック

コメントも同時期に募集しているのだか

ら、きちんと案内して読んでもらえるよう

にすべきだと思う。 

 「第２期特別支援教育推進計画」につき

ましては、教育プランと同一の広報手段を

取って周知してまいりました。今後も、関

連する計画等の周知に努めてまいります。 Ｃ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

68 

「施策２．教職員の資質向上」の中に、

支援教育やインクルーシブ教育システム構

築の考え方の周知が記載されていない。支

援教育やインクルーシブ教育システム構築

の考え方、また障害者の権利に関する条約

や障害者差別解消法について徹底周知して

いただきたい。 

 支援教育、インクルーシブ教育システム

構築の考え方などの周知徹底につきまして

は、基本政策Ⅲ「施策１．支援教育の推進」

の中で取り組んでまいります。 Ｂ 

69 

総合教育センターにおいて、海外帰国生

に対する教育相談事業がある旨、転入時な

どに区担当者や現場教職員から当該者に周

知するシステムが整えば、運用率も今以上

に高まるのではと思う。 

 海外帰国・外国人児童生徒に対しまして

は、これまでも教育相談制度などの周知を

してまいりました。各学校に帰国・外国人

児童生徒担当を設置し、当該児童生徒・保

護者に各情報が伝わるように努めてまいり

ます。 

Ｃ 

70 

人権教育や家庭教育支援、他の施策でも、

「障害」について学んだり考えるきっかけ

となる内容を入れてほしい。 

 基本政策Ⅲ「施策１．支援教育の推進」

において、共生社会の形成をめざした支援

教育の推進に向けたインクルーシブ教育シ

ステムの構築を掲げております。その実現

に向けて、今後、具体的な取組を検討して

まいります。 

Ｃ 

71 

各学校の「いじめ防止基本方針」を公開

して頂き、地域が協働して防止を推進した

い。また、この問題の討議には地域市民の

参加が出来る施策を希望する。 

 各学校が策定する「学校いじめ防止基本

方針」の公開につきましては、学校ごとに

行っており、地域での取組も重要であると

考えております。問題の討議につきまして

は、学校が設置する「校内いじめ防止対策

会議」において、地域住民からの意見を求

めることも想定しております。 

Ｄ 
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（５）基本政策Ⅳに関すること（４件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

72 

安全安心で快適な教育環境のため、そし

て健やかな心身の育成の観点からも、学校

施設の校庭の芝生化推進を取組項目に入れ

てほしい。 

芝生は、砂ほこりの防止や地球温暖化の

抑制等、環境面の効果だけでなく、はだし

で歩いたり、寝そべったりすることで、子

どもたちの心理面や運動能力の向上といっ

た効果への期待も大きく、校庭の芝生化に

向けた取組は大切なものと認識しており、

学校の状況を踏まえながら校庭の一部で芝

生化を進めております。 

御意見の趣旨を踏まえ、「資料３」Ｐ４８

に「緑のカーテンや校庭の一部芝生化によ

るエコスクール化」を追加しました。 

Ａ 

73 

「防災教育推進」のためには、「近隣他

市や他地区との連携」も考え、計画に盛り

込めないか。 

東日本大震災の教訓を踏まえ、本市の防

災教育の充実を図っております。今後は、

近隣他市や他地区との連携を含め、一層の

充実を検討してまいります。 

Ｃ 

74 

災害や地震の時に、教室はもちろん体育

館が耐えられるのか心配。耐震補強工事は、

多くの学校で進んでいるが、一日も早くす

べての学校で完了する事を願っている。 

昭和５６年以後に建築された学校施設

は、新耐震基準に基づき建築されており、

昭和５６年以前に建築した学校施設につい

ては、耐震診断を実施し、平成２４年度末

に全て耐震改修が完了しております。 

Ｄ 

75 

学校の施設、特にトイレについては、子

どもたちの使用には適さない様なところが

多くある。体育館や特別教室への空調設備

の設置も早期に実現してほしい。 

トイレの快適化や特別教室の空調設備の

設置につきましては、単独の整備事業と併

せて校舎の再生整備により計画的に進めて

まいります。 

また、体育館につきましては、避難場所

の中心的な役割を担うことから、平常時の

教育環境のみならず災害時にも役立つよう

に、体育館の再生整備の中で断熱化や再生

可能エネルギーの導入等により温熱環境の

向上に努めてまいりますが、空調設備の設

置については整備する予定はございませ

ん。 

Ｄ 
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（６）基本政策Ⅴに関すること（２７件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

76 

教育に関する課題は把握しているようだ

が、ボランティア頼みのように受け取れる。

骨子、柱となる方針が無いままバラバラな

考えを持つ地域ボランティアに教育の一端

を担わせるのか。もっと根っこの部分で川

崎市の教育方針を考えて頂きたい。 

学校・家庭・地域が、それぞれ適切な役

割分担をしつつ、相互に連携して学校教育

を展開していくことが重要であると考えて

おります。 

 内容についても、今後の本市の教育の指

針となるものとして、本計画の関係者で共

有してまいります。 

Ｄ 

77 

大学との連携においては、学校ボランテ

ィア募集やそのための支援も積極的に進め

てほしい。学校ではボランティアの手が多

いことは大変助かるし、学生にとってもよ

い経験を積める場にして欲しいと考える。 

学校支援の充実を図るため、これまでも

ボランティアや教育活動サポーター、理科

支援員など様々な支援の担い手として学生

の協力を得てまいりました。今後も地域の

教育の担い手として大学との連携のあり方

を検討してまいります。 

Ｃ 

78 

各区「こども支援室」との連携強化は推

し進めてほしい。学校ではこども支援室の

周知がされていない。活用されることで学

校援助につながると考える。 

各区・教育担当を区役所こども支援室に

配置している利点を生かし、きめ細やかな

学校支援に向け、より一層の連携強化を図

ってまいります。あわせて、こども支援室

につきましても、引き続き学校への周知を

図ってまいります。 

Ｃ 

79 

「各学校の創意工夫を活かした」とある

が、特色を作ることが目標になって、教師

がかえって多忙になり、子どもと向き合う

時間が少なくなるのではないか。 

教職員の負担を軽減することによって、

教科指導や児童生徒指導等の時間を確保

し、学校運営の活性化と効率化を図ること

は、重要なことであると考えております。

今後も、必要な事務の精査や情報機器の活

用等により児童生徒に向き合う時間の確保

に努めてまいります。

Ｃ 
80 

業務の効率化について、児童・生徒に向

き合う時間の確保は第一義であるが何を持

って効率化というのか。現状の多忙化の原

因分析をしっかりやり、学校規模・学級規

模・1 学級人数等と共に報告事務処理の簡

略化、取捨選択し、時間的余裕を持たせる

ことが大事である。 

81 
研究や報告、成果を文書で教員に求めな

いでほしい。 

82 

現場の先生が忙しすぎる。子どもたちが

出来るまでやるための時間を確保してほし

い。 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

83 

教職員の研修については、自主研、民研、

官研の参加の選択は自由を保障し、その研

修のための時間、出張を保障・支援するこ

とが大事である。 

本市が学校外において実施している教員

研修は、採用から経験年数等に応じたライ

フステージ研修、また教科の授業力向上を

めざした授業力向上研修などがあり、研修

の受講は業務の一環として位置づけており

ます。また、これ以外に、教員が校外の研

究会に参加して授業研究を行うなど自発的

に行う研修については、教育公務員の資質

向上の確保を定めた法令の趣旨を踏まえ、

研修の内容や効果を見極めながら、業務に

支障のない範囲で服務の取扱を判断してお

ります。 

Ｄ 

84 

中堅職員の育成については、職階を作り

指導強化させるのではなく、職場での人間

関係の構築が大事である。行政上からも考

え、支援する必要がある。 

学校全体の教育力の向上を目指して、教

職員のライフステージに応じた研修の充実

に努めるとともに、ミドルリーダーとして

学校の中核を担う中堅職員を育成するほ

か、職場での良好な人間関係の構築を含め、

学校の組織力を強化してまいります。

Ｄ 

85 

「施策２．教職員の資質向上」について、

教職員が、自由な発想のもとに生き生きと、

持っている力を発揮できるように、研修と

労働条件の環境整備をするべきである。 

教職員の資質向上には、ライフステージ

研修を進めておりますが、一人ひとりが専

門性を高めようとする主体的な意識が重要

です。そのような主体的な意識づくりのた

めにも、労働条件の整備に努めてまいりた

いと考えております。 

Ｃ 

86 

大学・大学院他研修機会の希望がある時

は勤務軽減、海外留学を希望するときは一

時休業扱いとして、戻って来たときは復職

を確保する。そして、なんらかの給与等に

も反映できるように考慮するべきである。 

 専門的な免許の取得など自己啓発を目的

とした大学院での修学、海外留学等につい

ては、所要の要件を満たす場合については、

一定期間職務を離れることができる「自己

啓発等のための休業、休職制度」を活用す

ることが可能となっております。 

 また、職場復帰にあたっては、習得した

専門知識や経験等を活用できるような配置

についても検討しております。

Ｄ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

87 

「キャリア在り方生き方教育」「豊かな

心の育成」には、これを教える教員の資質

が重要と思う。教員の資質の向上の研修を

充実して貰いたい。また、経験豊かな地域

市民の活用にも積極的にトライすべきでは

なかろうか（基本政策Ⅴの施策２の充実）。

学校教育の一層の充実のためには、教職

員の資質向上や地域との連携が大切である

と考えております。本計画においても、ラ

イフステージ別研修や校内研修の充実な

ど、資質向上のための取組や、地域人材の

積極的な活用に向けた取組を位置付けてお

ります。 

Ｂ 

88 

学校の実情に即した教職員配置について

は、現場教職員の意見・考えを十分反映で

きるよう検討・工夫をし、要望に応えられ

る実行が求められる。 

教職員の配置については、定められた教

職員定数を学校の実情に応じて配分してお

りますが、各学校が課題の解決や特色のあ

る教育活動が推進できるよう、引き続き、

学校事情の把握に努め、効果的な教職員配

置を行ってまいります。 

Ｄ 

89 

施策１で「学校運営の自主性、自律性の

向上」を掲げているが、「教育プラン」の

どこにも現在のクラスサイズの縮小や教職

員の増員につながるような文言は見あたら

ない。教職員の大幅な増員こそが現在の最

も大きな課題であると思う。 

90 

学校評価について 

・担当交代にあってはプライバシーに十分

配慮の上、スムーズな継続的な支援ができ

るようにすること。 

・自主・自立的改善のための評価とあるが、

評価が自主・自立を拘束し、自由な発想を

狭めることになり、評価することは馴染ま

ない。 

・学校の取組の評価を誰が評価するかが問

題である。 

・教育事業の評価は馴染まないし、枠決め

により、関心・活力を半減することになる。

学校評価は、 

①学校運営について、自ら設定した目標の

達成状況や達成に向けた取組の適切さ等に

ついて評価することにより、学校として組

織的・継続的な改善を図ること 

②保護者、地域住民等から理解と参画を得

て、学校・家庭・地域の連携協力による学

校づくりを進めること 

③学校評価の結果に応じて、教育委員会等

が学校に対する支援や改善措置を講じるこ

とにより、教育の質の保証・向上を図るこ

と 

を目的として、学校教育法に基づき各校に

実施が求められております。 

 本市においては、各学校が自己評価を行

うとともに、保護者や地域住民、有識者な

どによる学校関係者評価を行っており、そ

の結果を家庭や地域に公表しております。 

Ｄ 

91 

学校評価として推進するとなっている

が、誰が、どのような観点で評価するのか

疑問である。 

92 

「学校評価の推進」となっているが、誰

がどのように評価するのか。学校の自由な

教育活動を縛るものにならないか。 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

93 

コミュニティ・スクールの推進が遅滞し

ている様に思われる。推進を阻害している

課題に取り組み、今回のプランでも推進を

継続すべきと思う。 

これまで８校を指定してきたコミュニテ

ィ・スクールにより、保護者及び地域住民

の学校運営への参画・連携が促進されてき

ました。平成２７年度には新たに２校を指

定する予定です。今後も各校の取組状況を

考慮しながら、地域の実情に応じた学校と

地域の連携のあり方を検討・推進してまい

ります。 

Ｂ 

94 

学校運営協議会については、重要な役割

を担うことから以下に留意することが大事

である。 

・委員の選出にあたっては、公正、平等で

在ることと公募を一定数含むこと。 

・いろいろな会の地域・保護者代表として

任にあたる際、本人の目標や教育観・児童・

生徒観を書いてもらうことが大事であり、

公表をするべき。公募の場合も同じとする

こと。 

・運営に当たっては民主的に議事運営をし、

会議は公開とする。議事録・テープ等は 

速やかに出せるよう努め、透明・公正であ

ること。 

委員の選出につきましては、「川崎市学

校運営協議会規則」ならびに「川崎市学校

運営協議会運営要綱」に則り、公正かつ平

等に行われているものと考えております。

公募委員の定数化や地域委員・保護者委員

の書類作成につきましては、各学校の実態

に応じて検討されており、現時点では一律

に定めるべきものではないと考えておりま

す。 

各学校運営協議会の運営につきまして

も、同規則ならびに同要綱に則り、適正に

行われているものと考えております。

Ｄ 

95 

教員公募制について、どういうことをイ

メージしているのか。また、教員の教科性・

専門性、教員免許についてどう考えるのか。

教育の根本を論議した上でなされることが

必須条件である。 

教員公募制は、各学校の特色と学校経営

計画に沿った教員を学校相互で公募するこ

とにより、特色ある教育活動の推進、教員

の意欲向上等をめざしており、学校の地域

性、教員の教科や専門性などを踏まえてマ

ッチングを行っています。 

Ｄ 

96 

「特色ある学校づくり」が単なる競争・

比較になってはならない。 

各学校の自主性・自律性のある教育活動

を支援し、特色ある教育活動を支援してま

いります。 

Ｄ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

97 

低学年ほど、授業づくりの場の設定が重

要であり、実習、実験、作業、モノづくり、

視聴覚機器・教材、掲示品等のための予算

付けが必要である。また、教材については

業者のカタログだけでなく、出張や研修先

での実習・実践で良い教材・教具が購入で

きる配慮が必要である。 

各学校で必要とされる教材等について

は、各学校長の裁量が可能な予算調整制度

を活用して、計画的に予算管理をし、物品

調達のルールに基づいて購入をしていま

す。 

Ｄ 

98 

Ｈ１７年版の「かわさき教育プラン」に

は「地域に開かれた学校」が重点施策に挙

げられていたが、今回は見当たらない。 

学校の教師も多忙な中で、地域のサポー

トが必要と考えられるので、教職員の意識

改革も含め「連携事業の推進」をテーマと

して追加願いたい。 

学校教育の一層の充実のために、地域と

の連携が大切であると認識しております。

本基本政策では、「施策１．学校運営の自

主性、自律性の向上」において、地域に開

かれた特色ある学校づくりを推進するこ

と、学校・家庭・地域社会が連携してより

良い教育の実現をめざすことを取組内容と

して位置付けております。 

Ｂ 

99 

問題の早期発見を目指すためにも、また、

新たな取組を推進するためにも、退職教職

員への働きかけや地域人材の活用など、外

部で借りられる地域の力を発掘する方向へ

方策を設けるようにしてほしい。 

本市では、各区に学校支援センターを設

置し、支援員として退職教職員を４名ずつ

配置しております。各支援員は、学校のニ

ーズに合わせて、学校を支援していただけ

る地域の方を紹介するコーディネーターと

しての活動をしております。また、支援員

自らが学校支援の活動を行うとともに、退

職教職員の人脈を活かして学校に人材を紹

介している例も多くあります。 

今後も、地域人材による支援が促される

よう、あらゆる仕組みを活用してまいりま

す。 

Ｂ 

100 

学校支援センターは、地域で活躍出来る

人材バンクとして大事な機能であるが、十

分に機能していないと見受けられる。推進

を阻害している課題に取り組むべき。ＰＤ

ＣＡ的取組が足りないのではなかろうか。 

学校支援センターにつきましては、開設

から５年が経過し、徐々に学校や地域でそ

の活動が知られるようになり、年々、活動

が活発になってきているところです。学校

のニーズに合わせて多様なボランティアを

紹介することにより、学校と地域を結ぶ橋

渡しの役割を担っております。今後、地域

の寺子屋事業等とも連携しながら、学校支

援センターの活動を充実させてまいりたい

と考えております。 

Ｃ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

101 

施策２「教職員の資質向上」について。 

「●人事権者と給与負担者が異なるねじ

れ状態を・・・★重点事業」とあるが、こ

の概要版では、どこに（誰に）どのように

移管されるのか分からない。普通の市民に

もわかるように書いてほしい。重点事業な

のだから、概要版にも明記するべき。 

素案概要版Ｐ９に「人事権者と給与負担

者が異なるねじれ状態を解消し」と記載し

ておりましたが、よりわかりやすい表現と

するため、「資料２」概要版Ｐ７のとおり

「学級編制基準や給与負担等の県から政令

指定都市への事務・権限の移譲に伴い」へ

修正しました。

Ａ 

102 

高校定時制または不規則勤務等において

は研修確保のためと夜勤等ということを考

慮して、授業前、始業に必要な時間登校と

するなど、きめ細やかな配慮をするべきで

ある。 

高等学校定時制課程や不規則勤務職場に

勤務する教職員についても、定められた勤

務時間内で職務を行うことを基本としてい

ます。研修などが勤務時間外に設定された

場合には、業務に支障がない範囲で勤務時

間の割り振りを変更するなど、実情に応じ

た服務の取扱をしています。 

Ｄ 
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（７）基本政策Ⅵに関すること（９件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

103 

「地域の寺子屋」事業は、教育計画上「推

進」となっていくのか、今後の見通しを示

してほしい。地域の多様な大人との関わり

や、シニア世代の生きがいの場としてはよ

い試みだと考える反面、様々な検証が必要

だと思う。 

地域の寺子屋事業につきましては、地域

や保護者の皆さまの関心やニーズが高い事

業であると考えております。平成２６年度

は８ケ所で開講いたしましたが、今後、よ

り多くの地域で寺子屋を開講できるよう推

進してまいりたいと考えております。また、

事業の検証や評価につきましては、運営推

進会議を中心に行ってまいります。 

Ｃ 

104 

寺子屋事業は、手を挙げたところから、

色々な形態でスタートしている。他の市で

進めている様に、文部科学省からの助成金

等も要望し、ある程度の画一したものとす

べきではなかろうか。 

また、川崎市特有の「わくわく」との関

連も考慮が必要ではないか。 

地域の寺子屋事業につきましては、文部

科学省の「学校・家庭・地域連携協力推進

補助金」も活用しながら、事業を進めてお

り、子ども達の学習や活動を支援してくだ

さる方や、寺子屋の運営を担っていただく

方へのボランティア謝礼等の予算も確保し

ております。 

モデル事業としてスタートしたばかりの

寺子屋でございますので、ご紹介いただき

ましたような各都市の事例も参考にしなが

ら、充実に向けて取り組んでまいります。 

わくわくプラザとの連携は非常に重要で

あると考えておりますので、今後とも事業

の充実や児童の安全確保に向けて情報共有

と連携を進めてまいります。 

Ｃ 

105 

「地域の寺子屋事業」がわくわくプラザ

等と連携を図り、学力の向上と共に、安全・

安心な地域作りの拠点となってほしい。 

地域の寺子屋事業では、放課後の学習支

援と土曜日等の体験活動を展開しておりま

す。特に放課後の学習支援については、寺

子屋の開催日時や寺子屋に参加している児

童の情報などをわくわくプラザと共有し、

子ども達の安全確保に努めております。 

Ｃ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

106 

「地域の寺子屋事業」の継続に賛成する。

「経済的な格差」「いじめ・不登校・引き

こもり」を抱える家庭と子どもたちに対し

ても「地域の寺子屋事業」が果たす役割が

大きくなると考える。 

地域の寺子屋事業は、毎週１回の学習支

援と月１回の体験活動を通して、週 1 回で

も大人がゆっくりと向き合って勉強を見て

くれる時間を持つことや、親や教員以外の

大人と接すること、他のクラスや他の学年

の児童と一緒に学習や活動をすることの楽

しさを通して、子ども達の学びや活動への

意欲につなげてまいりたいと考えておりま

す。引き続き事業の充実に向けて努めてま

いります。 

Ｃ 

107 

寺子屋事業は、学校との連携が必要。現

場の先生の大変さは理解できるが、負担を

増やさない配慮より、少しの負担で大きな

成果を上げる道を選べないか。 

地域の寺子屋事業は、主に放課後の学習

支援を通じて、子ども達の学ぶ意欲の向上

や、積み残した課題の解決などを図ること

を目的に実施しておりますが、学校との連

携は非常に重要であると考えておりますの

で、学校が求める学習支援のあり方などを

寺子屋ごとに共有してまいりたいと考えて

おります。 

Ｃ 

108 

「家庭教育支援の充実」は、今後１０年

の川崎の教育を考える上で大変重要な政策

となってくるものと思う。本当に支援を必

要としている家庭への事業提供をお願いし

たい。 

企業等との連携による家庭教育事業の実

施など、仕事をもつ父親や母親のほか、こ

れまで平日の昼間に開催している学級や講

座を受講できなかった家庭の方々が学べる

機会や場を提供していきたいと考えており

ます。 

Ｂ 

109 

「子ども会議」の参加希望や委員継続の

子どもたちは減少傾向にある。市からの支

援により子ども会議の活性化をお願いした

い。そのためにはこの活動の大切さについ

て宣伝が必要である。「権利の日のつどい」

等も通じ、さらに方策を講じることが必要

だと思う。 

今年度は「権利の日のつどい」「子ども

集会」等を通じて川崎市と行政区の子ども

会議の連携を図り、子どもたち一人ひとり

が自信をもって活動できるよう取り組んで

まいりました。今後、さらに活動が充実す

るよう、川崎市、行政区、中学校区の各子

ども会議の連携を推進するとともに、様々

な活動を通して自分たちの活動の大切さや

共に活動する仲間が増えるような広報をし

ていくことができるよう、支援してまいり

たいと考えております。 

Ｃ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

110 

地域教育会議は「教育を語る集い」と「子

ども会議」が必須行事として進めているが、

形骸化していないか。特に、行政区地域教

育会議は、もっと、教育委員会や校長会と

の連携が取れる仕組みに改革が必要と思

う。 

地域教育会議は、その長い活動の中で、

担い手が不足してきていることや、ご指摘

のように活動が形骸化しているといったご

意見もいただいております。行政区地域教

育会議を中心として中学校区地域教育会議

相互の交流や連携を通した活動の充実を推

進していただいているところでございます

が、さらに、地域教育会議の活性化に向け

た支援に取り組んでまいります。 

Ｄ 

111 

地域教育会議の中には「地域の防災」と

いう観点から学校防災教育について真剣に

考え、地域の実情に沿った構想を持った方

もいる。学校との連携の場を広げていくこ

とで有効な手立てになると考えるので、行

政からの支援も大切だと思う。 

防災教育研究推進校を指定し、それぞれ

の学校や地域の実情に応じた防災教育の実

践研究に取り組んでおります。学校によっ

ては地域と連携した合同防災訓練や備蓄物

資を活用した避難所体験訓練などにも取り

組んでおりますので、今後は、このような

事例等を市内全学校に紹介し、地域と連携

した防災教育の充実に努めてまいります。 

Ｃ 
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（８）基本政策Ⅶに関すること（１８件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

112 

素案によると、無条件に民活をはかると

解釈できる。あくまでも民活は、効果的・

効率的な運営のための手段に過ぎないの

で、効果・効率という目的に必要な範囲で

民活を進めることが必要である。 

御意見の趣旨を踏まえ、素案Ｐ６７に「民

間活力を活用した、社会教育施設の効率的

かつ効果的な施設運営を推進します」と記

載しておりましたが、「資料３」Ｐ６９の

とおり「社会教育施設の市民サービスの向

上を図る効果的・効率的な運営のため、民

間活力の適正な活用について検討します」

に修正しました。また、素案Ｐ６８に「民

間活力を活用した社会教育施設の管理運営

手法の検討」と記載しておりましたが、「資

料３」Ｐ７０のとおり「社会教育施設の管

理運営における民間活力の適正な活用方法

の検討」に修正しました。 

Ａ 

113 

公共図書館は、利用に関しての無料の法

則や後世に残す資料の収集・保存という民

間には託せない重要な役割が課せられてい

る。「民間活力を活用した、社会教育施設

の効率的かつ効果的な施設運営を推進しま

す」とあるが、そこに、公共図書館は除く

と明記してほしい。 

地域の課題や市民の生活課題が多様化す

るなど、行政だけでそのニーズに応えるに

は限界がある中で、社会教育施設におきま

して、現行の市民サービス水準を維持し、

向上を図っていくことは重要な課題である

と認識しております。 

そのため、社会教育施設の市民サービス

の向上を図る効果的・効率的な運営を行う

ための民間活力の適正な活用について検討

してまいりたいと考えています。 

Ｄ

114 

「民間活力を活用した社会教育の管理運

営手法の導入」とは、図書館への指定管理

者制度導入を意味するのか。そうであれば、

これまでに導入した自治体でいくつかの問

題があることを十分精査してから考えるべ

きと思う。 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

115 

「民間活力を活用した、社会教育施設の

効率的かつ効果的な施設運営を推進しま

す」について。民間活力の活用はあくまで

も「施設」の管理面での範囲に限定し、社

会教育施策の推進は、従前どおり、否それ

以上に、社会教育主事・主事補・社会教育

委員の連携を軸に広く市民を巻き込んだ活

動として展開して頂きたい。 

地域の課題や市民の生活課題が多様化す

るなど、行政だけでそのニーズに応えるに

は限界がある中で、社会教育施設におきま

して、現行の市民サービス水準を維持し、

向上を図っていくことは重要な課題である

と認識しております。 

そのため、社会教育施設の市民サービス

の向上を図る効果的・効率的な運営を行う

ための民間活力の適正な活用について検討

してまいりたいと考えています。 

また、社会教育施策の推進にあたりまし

ては、職員の専門性の確保や適切な講座の

提供は重要であると考えておりますので、

引き続き推進してまいります。 

Ｄ 
116 

市民館・図書館などの社会教育施設はき

ちんと市が運営することを望む。そして職

員の配置は、専門性をもった質の高い職員

の配置が必要であると感じる。市民館が長

年行ってきた講座・学級の存続を、市民へ

の学習支援の継続を望む。 

（同様意見他８件） 

117 

市民館の指定管理化に反対する。 

「民間活力を活用した社会教育施設の管

理運営手法の導入に向けた取組の推進」と

いう文言は、市民館等の管理運営に民間活

力（指定管理）を導入すると読める。裏で

こういう方針を進めながら、パブリックコ

メントが活かされるとは思えないのが市民

感情。真に「かわさきの教育」を考えてい

く取組をしてほしい。 

118 

社会教育は「専門職」である。専門職か

どうかを勘案せずに、人事をシャッフルし、

職員は３年間で異動する。市民にとっては

役に立たないので、もう止めてほしい。社

会教育主事資格を持つ職員に、生涯学習（社

会教育）を任せてほしい。 

計画的な人材育成や能力開発の観点か

ら、職員の意向やキャリア観を重視すると

ともに、能力・実績に基づいた適材適所の

人事配置を人事異動の基本方針としていま

す。社会教育関係職員の専門性を確保する

ことは重要なことと考えておりますので、

引き続き職員研修等を通じて専門性を高め

てまいります。 

Ｄ 

119 

社会教育関係職員が各自の専門性を生か

せるような、あるいは専門性を深められる

ような環境を整備してほしい。 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

120 

基本政策Ⅶの生涯学習という面から考え

れば、学校図書館を土日に市民開放するこ

とも考えられる。図書館総合システムを活

用すれば貸し出しもできるし、貸出予約本

を受け取ることもでき、図書館まで出掛け

ることが困難な人へのフォローにもなる。 

本市では、学校教育に支障のない土・日

曜日を中心に市民の読書の場、子ども達の

学習の場として学校図書館を開放し、開放

用図書の貸出、閲覧サービスを実施してお

ります。平成２６年度は、１１校で開放（う

ち、1校は閲覧のみ）しておりますので、御

利用ください。 

Ｂ 

121 

他の自治体では親子読書や公共図書館で

のワークショップなと、家庭における教育

の向上に役立つ取組が聞かれる。川崎市は

学校図書館も公共図書館も子ども達にとっ

て有効な施設であるとは思えない。 

川崎市立図書館では、各館ごとに原則毎

週曜日を決めて、子どもおはなし会を実施

しています。また季節に合わせて子ども向

けのイベントも実施しています。さらに、

おはなしボランティアの育成を目的とした

講座や研修会も随時実施しています。 

学校図書館においては、約 3,200 名（Ｈ

25）の方々が、図書ボランティアとして学

校図書館の運営に御尽力いただいておりま

す。今後も学校司書等と連携しながら地域

の教育力を活用していくことは、重要であ

ると認識しております。 

Ｄ
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（９）基本政策Ⅷに関すること（２件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

122 

博物館施設の活用・連携が謳われている

が、素案に記載されている「日本民家園」

「かわさき宙と緑の科学館」だけではなく、

「川崎市市民ミュージアム」は明記される

べき。また、「東芝未来科学館」も民間施

設ではあるが、活用・連携を行う位置づけ

としてほしい。 

「日本民家園」「かわさき宙と緑の科学

館」では、「市民ミュージアム」「岡本太

郎美術館」、そして、民間博物館施設を含

むその他関連施設と、これまでも相互連携

を図ってきました。引き続き市域の博物館

活動の推進を図ってまいります。 

いただいた御意見を踏まえ、「資料３」

Ｐ７１、７５に「市民ミュージアム」「岡

本太郎美術館」を明記するなど、追加及び

修正をしました。 

Ａ 

123 

川崎駅周辺のように「歴史を感じられる

ような街づくり」のパネルの設置・解説板

を小杉駅周辺の高層ビル群の緑地等に設置

してほしい。 

 川崎市では、旧街道、寺院や神社、伝統

芸能、産業遺産など、地域の歴史、発展の

歩みを知るうえで重要な文化遺産につい

て、現地における解説板の設置、文化財公

開事業、散策用ガイドマップの配布などの

事業を行っております。また、中原区の川

崎市市民ミュージアムでは、川崎市の歴

史・文化について総合的な展示を行ってお

ります。 

 引き続き情報提供に努め、市民の皆様に

地域の歴史・文化についての理解を深め、

愛着を持っていただけるよう取り組んでま

いります。 

Ｄ 
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（10）その他（９件） 

番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

124 

「『現場主義』をキーワードに」、「『教

職員』から直接意見を聞く」とありながら、

現場教員が選んだ教科書を不採択にした。

これは全く矛盾した行為ではないのか。今

からでもこの不採択を取り消して欲しい。

そうでなければ「教育プラン策定に向けた

考え方」はウソを書いている事になる。 

地方教育行政の組織及び運営に関する法

律第２３条において、「教科書その他の教

材の取扱いに関すること」は、教育委員会

の職務権限と規定されております。 

今後も本市の学校教育の充実において最

も適した教科用図書を採択するとともに、

教科用図書採択を公正かつ適正に実施して

まいります。 

Ｅ

125 

「地域に開かれた特色ある学校づくり推

進」とあるが、現状の教科書選びのやり方

を見ていると、それに逆行していると思わ

ざるを得ない。 

126 

ＰＴＡ活動に参加されている父兄が少な

いように思える。全員参加して何らかの活

動が出来るように、曜日時間帯等工夫して

ほしい。 

ＰＴＡは保護者と教職員による社会教育

関係団体であり、その活動についても会員

の皆様方の相互協力に基づく自主的な活動

であると考えております。御意見は、市の

ＰＴＡ協議会にお伝えいたしますが、当該

学校のＰＴＡともよくご相談していただき

たいと思います。 

Ｅ 

127 

こども会では、学校・家だけでは学べな

いことを体験することができ、世代の異な

る縦のつながりが生まれ、社会性の広がり

も感じられ、また、周囲の方々に見守られ

ているという安心感もでてくる気がする。 

ただ、学校の生徒数からすると、入会者

が少ないことが残念。少しでも参加者が増

加すると、会ももっと盛り上がり、地域も

活気がでて、充実した人間関係が生まれ、

心の豊かな子供、大人が増えていくと思う。

子ども会など青少年教育団体の活性化を

図ることは大切なことであると認識してお

りますので、関係局と連携して活動を支援

してまいります。 

Ｅ 
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番号 意見要旨 本市の考え方 区分 

128 

「子ども・子育て支援事業」等とも連携

して、障害児の幼児期の集団生活に、市を

あげて取り組み、保障できる環境を整えて

ほしい。 

障害のある子ども一人ひとりの力を伸ば

していくためには、個々の子どもの状況と

成長の段階に見合った適切な支援が大切で

す。幼児期の障害児への支援は本計画の対

象分野ではありませんが、必要な支援が総

合的に提供される体制を目指し、幼児期の

支援を所管するこども本部と連携しながら

障害のある子どもと家庭への支援の充実に

取り組んでまいります。 

Ｅ 

129 

平間地区で思うのは、平間公園ならびに

プールの老朽化。メンテナンスは行われて

いる様だが、せっかくの広い敷地なので、

もっと効率よくなればと考える。 

平間公園、平間配水所等の活用は、教育

プランの対象領域ではありませんが、今後

も多様な市民の学びの場が充実するよう生

涯学習環境の整備に取り組んでまいりま

す。 

Ｅ 

130 

平間配水所の有効活用については、生涯

学習環境の整備、充実という点で、公園や

運動施設、図書館など、市民の学ぶ力を支

援する様な場所となる様、期待している。 

131 

生涯学習環境という観点からいえば、多

摩川河川敷の有効活用は不可欠ではない

か。自然豊かな場所であり、ランニングや

野球、サッカーのグラウンド、公園など施

設の充実度は対岸の東京都と比べると寂し

く感じる。 

 多摩川河川敷の活用は、教育プランの対

象領域ではありませんが、今後も、サイク

リングコースや運動施設などのきめ細やか

な管理を進めるとともに、多様な市民ニー

ズに対応しながら利用しやすい施設づくり

に取り組んでまいります。 

132 

かわさき教育プラン第３期実行計画の事

務事業「⑨多文化共生教育の推進」につい

て。 

文言について異論はないが、実際にどん

な具体的内容になるかが重要と考える。朝

鮮初等学校への川崎市の補助金が打ち切ら

れたが、まさに、異文化の子どもたちへの

いじめであり、まず、この市政の態度を改

めることが、「すべての子どもたちが異文

化を理解し、尊重することで、共に生きる

豊かな社会を築いていこうとする意識と態

度を育む」ことにつながるのだと考える。 

朝鮮学校への補助金は、神奈川県が平成

２５年度の朝鮮学校経常費補助金の予算計

上を見送ったことを踏まえ、これまで県を

補完する立場で補助してきた当該補助金を

廃止したところです。 

平成２６年度から、市内の外国人学校に

おける児童等の健康・安全を確保するため

の事業に要する経費の一部を補助する「川

崎市外国人学校児童等健康・安全事業補助

金」及び市内の外国人学校における公立学

校等の児童等との文化的・体育的交流事業

に要する経費の一部を補助する「川崎市外

国人学校児童等多文化共生・地域交流事業

補助金」を創設し、市内外国人学校へ通学

する児童への支援を行っております。 

Ｅ 



概ね１０年間の計画期間全体を通じて本市の教育の指針となる考え方として、プランの基本理念と

基本目標を掲げ、その実現を目指した施策を実施計画に位置づけ、推進していきます。 
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平成２７(2015)年 月 

川 崎市教育委員会

個人や社会の多様性を尊重し、それぞれの強みを生かし、 
ともに支え、高め合える社会をめざし、共生・協働の精神を 
育むこと

プランの基本理念 

プランの基本目標 

川崎市の教育が目指すもの

（案）

変化の激しい社会の中で、誰もが多様な個性、能力を伸ばし、 
充実した人生を主体的に切り拓いていくことができるよう、 
将来に向けた社会的自立に必要な能力・態度を培うこと 

共生
きょうせい

･協働
きょうどう

第１期実施計画（2015～2017)【概要版】 

第２次川崎市教育振興基本計画

自主
じ し ゅ

･自立
じ り つ

資料２ 
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施策１．キャリア在り方生き方教育の推進

★｢キャリア在り方生き方教育」に関する研修の実施

やリーフレットによる啓発、推進協力校における

検証など、平成28年度からの全校実施に向けた

取組を進めます。 

★教師用資料である「キャリア在り方生き方教育の

手引き」を活用しながら、児童生徒のための「キ

ャリア在り方生き方ノート」を作成し、「キャリ

ア在り方生き方教育」を推進していきます。

「キャリア在り方生き方ノート」 

小学校１、２年 ふれあい 
小学校３、４年 ひろがり 
小学校５、６年 中学校１年 つながり 
中学校２、３年 はばたき教師用「キャリア在り方生き方教育の手引き」

学校から社会への移行が円滑に行われていない子ども・若者の実態が指摘されている背景として、

コミュニケーション能力の不足、低い自己肯定感、他者意識や他者への配慮の不足、規範意識の低

下など、「社会的自立」に必要な能力や態度に関わる子どもたちの様々な課題が存在しています。 

このことから、子どもたちのキャリア発達（社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生

き方を実現していく過程）を促すために、これまで取り組んできた本市の学校教育を「キャリア在り

方生き方教育」の視点から幅広く見直し、子どもたちの社会的自立に向けて必要な能力や態度を、

成長段階に応じて系統的・計画的に育む教育を推進します。 

人間としての在り方生き方の軸をつくる 基本政策
Ⅰ

第１期実施計画期間(平成27年度～平成29年度)の 
８つの基本政策及び主な取組 

関連するデータ 

■「自分にはよいところがあると思う、 
どちらかといえばあると思う」と回答した 
生徒の割合（中学校３年生）

50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0

H21 H26

川崎市

全国

（％）

資料：全国学力・学習状況調査

50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0

H21 H26

川崎市

全国

■「自分にはよいところがあると思う、 
どちらかといえばあると思う」と回答した 
児童の割合（小学校６年生）

資料：全国学力・学習状況調査

（％）

★
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施策１．確かな学力の育成

★総合的な学力向上策として、少人数学級・少人

数指導等きめ細やかな指導方法や指導体制の

充実を図るとともに、教員の授業力向上、学力

の状況の的確な把握と数値目標を有効に活用

しての授業改善など、学力向上の取組を推進し

ます。 

★積極的に外国人と英語でコミュニケーション

する児童生徒を育成するなど、英語教育の充実

を図るとともに、国際的な先端産業・研究開発

都市である本市の強みを活かした魅力ある理科

教育を展開します。 

積極的に英語でコミュニケーションしようとする態度を育む
外国語指導助手(ALT)との小学校外国語活動

 義務教育９年間の教育課程の内容は、本来すべての子どもたちが身に付けなくてはならないもの

です。また、学習指導要領の目指す「生きる力」は、生涯にわたる学習・生活の基礎となる力でも

あります。 

 学ぶ意欲を高め、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな心身」をバランスよく育み、一人ひとりが

社会を生き抜くために必要な「生きる力」を確実に身に付けることを目指します。 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

H21 H26

どちらかとい

えばわかる

わかる

■「授業がわかる、どちらかといえばわかる」 
と回答した児童の割合（小学校５年生） 

資料：川崎市学習状況調査 
※国語、算数、理科、社会の平均値 

（％）

学ぶ意欲を育て、「生きる力」を伸ばす 基本政策
Ⅱ

関連するデータ 

習熟の程度に応じた少人数指導

0
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80
90

H21 H26

どちらかとい

えばわかる

わかる

■「授業がわかる、どちらかといえばわかる」
と回答した生徒の割合（中学校２年生） 

※国語、数学、理科、社会、英語の平均値 
資料：川崎市学習状況調査 

（％）

重点事業 総合的な学力向上策の実施 ★
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施策２．豊かな心の育成

●思いやり・公徳心・生命尊重等の「道徳教育」、

子どもの権利学習、多文化共生教育等の「人権

尊重教育」等の総合的な推進を図り、他者や社

会とのよりよい関係を築きながら、命の大切さ

を実感させる『いのち・心の教育』をすべての

教育活動の基盤とし、豊かな心を育む教育の推

進を図ります。 

●学校司書の適正配置を進めるとともに、図書担

当教諭や学校図書館ボランティアの資質向上

を図るための研修を実施するなど、学校図書館

の充実を図ります。 

●音楽の素晴らしさや楽しさを味わい、豊かな感

性等を育むため、オーケストラ鑑賞や子どもの

音楽の祭典等の取組を推進します。 

施策３．健やかな心身の育成

●健康教育の充実を図るとともに、誰もが運動す

る心地よさを味わい、生涯にわたって運動に親

しむことができるよう、学校、家庭、地域、行

政が連携を図りながら、子どもの体力向上を図

ります。 

★安全・安心で温かい中学校完全給食の早期実施

に向けた施設整備や学校給食を活用したさら

なる食育の充実に取り組みます。 

施策４．教育の情報化の推進

●児童生徒の情報活用能力の育成を目指す学習

活動の推進や、ICT を活用した分かりやすく理
解の深まる授業の推進などを図ります。

●教員が児童生徒とふれあう時間や教材研究の

時間が確保できるよう、校務の情報化の推進を

図ります。

施策５．特色ある高等学校教育の推進

●各校の特色を生かした多様な学習ニーズに対

応する教育活動を推進し、魅力ある市立高等学

校づくりに向けた取組を推進します。 

●川崎高校及び同附属中学校においては、中高一

貫教育の特色を活かし、６年間を見通した総合

的な学習の時間における特色ある取組や、ICT
を活用した新たな学習を推進するなど、６年間

の体系的・継続的な教育活動を展開します。 

PTA 代表、校長会代表、教職員
代表、教育委員会事務局で意見
交換を行う中学校給食推進連
絡協議会

中高一貫教育校の中高合同の
体育祭 

橘高校国際科生徒と大学生の
ワークショップ（国際理解）

小学校のキラキラ長縄 
チャレンジの様子

重点事業 中学校完全給食の早期実施に
向けた取組★

子どもの音楽の祭典
ジョイフルバンド 
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施策１．支援教育の推進

★小学校における包括的な児童支援体制を構築

するため、児童支援コーディネーターの専任化を

推進します。 

●「第2期特別支援教育推進計画」に基づき、発

達障害を含めた特別支援教育の対象である子

どもへの支援を充実させるとともに、さらに、

障害の有無にかかわらず、教育的ニーズのある

すべての子どもを対象に、一人ひとりに応じた

適切な支援を行います。 

●いじめ・不登校の未然防止、早期発見・解決を

図るため、「川崎市いじめ防止基本方針」に基

づく取組を進めるとともに、「かわさき共生＊

共育プログラム」の実施、教育相談体制の充実

などを図ります。 

児童との毎朝のあいさつの
中で、子どもの様子や変化に
気を配る児童支援コーディ 
ネーター

一人ひとりの教育的ニーズに対応する 基本政策
Ⅲ

 本市においては、特別支援学校や特別支援学級に在籍する児童生徒が増加しており、通常の学級

においても、発達障害の他、いじめや不登校、経済的に困難な家庭環境など、様々な教育的ニーズ

のある子どもが増加している現状があります。 

 そのような状況の中、すべての子どもがいきいきと個性を発揮できるよう、障害の有無にかかわ

らず、一人ひとりの教育的ニーズに適切に対応していく教育「支援教育」を学校教育全体で推進し

ます。

■市内特別支援学校の児童生徒数の推移

資料：川崎市教育委員会調べ
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資料：学校基本調査
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資料：市立小・中学校における児童生徒の
問題行動等の状況調査結果

■いじめ認知件数及び解消率
（%）（件）

■不登校児童生徒数

資料：学校基本調査
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210 238

1,091 1,140 1,036 1,010 1,048

0

500

1,000

1,500

H21 H22 H23 H24 H25

小学校 中学校

（人）

関連するデータ 

重点事業 ｢児童支援コーディネーター｣
の専任化の推進★
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施策１．学校安全の推進 

●防災教育研究推進校を指定し、先導的な研究を

推進するとともに、各学校の防災担当者への研

修等を通じた啓発を行うことにより、学校や地

域の実情に応じた防災教育を充実させ、学校の

防災力や子どもたちの防災意識の向上を図り

ます。 

●スクールガード・リーダーや地域交通安全員を配

置し、地域の各種団体などと連携をとりなが

ら、登下校時の安全確保をはじめ、地域におけ

るさまざまな危険から子どもたちを守る取組

を進めます。 

施策２．安全安心で快適な教育環境の整備

★「学校施設長期保全計画」に基づき、学校施設

の老朽化対策、質的向上、環境対策等を改修に

よる再生整備と予防保全により実施し、長寿命

化を推進します。 

●学校施設利用者のニーズの高いトイレの快適

化やエレベータ設置によるバリアフリー化を図

ります。 

●天井等の非構造部材の耐震化等、避難所機能強

化に向けた取組を関係局と連携の上、推進しま

す。 

施策３．児童生徒増加への対応  

●児童生徒数の動向等に応じて、地域ごとに必要

な対応策を検討し、計画的に増築等を実施しま

す。 

●大規模な集合住宅の開発が進展している武蔵

小杉駅や新川崎駅周辺の地域において、小学校

の新設に向けた取組を進めます。 

トイレの快適化

再生整備による内装改修

防災教育研究推進校でのブル
ーシートテントの設営及び体
験訓練

地域交通安全員による登下校の
見守り 

 近年、登下校時に犯罪に巻き込まれる事件や交通事故、地震や津波などの自然災害の発生等、子

どもたちの安全を脅かす事案があとをたたない現状があることから、地域におけるさまざまな危険

から子どもたちを守る取組や防災教育研究推進校の取組を支援する等、学校安全を推進します。 

 また、本市の学校施設は、全体のおよそ７割が築年数20年以上を経過し、老朽化が進んでいるこ

とから、「学校施設長期保全計画」に基づく取組を進め、より多くの学校の教育環境を早期に改善す

る等、安全・安心で快適な教育環境を整備します。

良好な教育環境を整備する 基本政策
Ⅳ

重点事業 学校施設長期保全計画の推進★
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施策１．学校運営の自主性、自律性の向上

●特色ある教育活動に取り組めるよう、学校業務

の効率化を促進するとともに、学校教育推進会

議や学校運営協議会（コミュニティ・スクール）

制度、学校評価、夢教育２１推進事業等の活用

の推進を図ります。 

●区・教育担当が、地域の子ども支援に関わる諸

団体、保健・福祉部門等の関係機関と連携する

とともに、学校の抱える様々な課題に組織的に

対応する校内体制づくりを支援することによ

り、困難を抱える子どもの小さな SOS も見逃
さない支援体制づくりを推進します。 

施策２．教職員の資質向上

●教職員に対して採用時からの経験年数等に応

じた体系的なライフステージ研修を実施し、教

職員の資質や指導力の向上を図ります。 

★学級編制基準や給与負担などの県から政令指

定都市への事務・権限の移譲に伴い、より一層、

学校の実情に即した教職員の配置を推進して

いくため、移譲後の学校教育・学校運営体制の

在り方の検討など、円滑な移管に向けた準備を

進めます。 

拡大要請訪問 
学校全体での授業の振り返り 

初任者研修 
八ヶ岳少年自然の家での
4日間の宿泊研修

コミュニティ・スクールの取組成果をまとめた 
パンフレットを全校に配布

学校の教育力を強化する 基本政策
Ⅴ
 学校が保護者、地域と連携しながら、地域の教

育資源や人材を活用し、子どもや保護者、地域の

実態に応じた創意工夫ある教育活動を進め、特色

ある学校づくりを推進します。 

 ライフステージに応じた研修や教育実践等を通

じて教職員一人ひとりの資質能力を高めるととも

に、その力を組織的に機能させ、学校の教育力を

高めます。 

0～5年
28.9%

6～10年
19.5%

11～15年
10.3%

16～20年
6.8%

21～25年
10.6%

26～30年
8.9%

31～35年
9.8%

36年以上
5.1%

■平成 26年度在職年数別教員数（総数 5,627 人）

資料：川崎市教育委員会調べ

関連するデータ 

重点事業 県費教職員の移管に伴う学校
運営体制の構築★
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施策１．家庭教育支援の充実 

●これまで各種家庭教育事業を受講できなかっ

た家庭へのアプローチを行うなど、家庭教育事

業の推進に取り組み、家庭の教育力の向上を図

ります。

施策２．地域における教育活動の推進

★シニア世代をはじめとする地域の幅広い世代

の方々と協働して、子どもたちの学習や体験を

サポートする「地域の寺子屋事業」を推進しま

す。地域の多様な大人との関わりの中で、子ど

もたちの学力向上や豊かな人間性の育成を図

るとともに、多世代で学ぶ生涯学習の拠点づく

りを進めます。 

●各行政区・中学校区地域教育会議の活性化に向

けた支援に取り組みます。

PTAによる家庭教育学級
臨床心理士に、子どもの心の
健康について学ぶ

 各家庭における教育や、地域による子どもや若者の育ちを支える取組を支援するとともに、地域

の様々な大人が子どもたちの教育や学習をサポートする仕組みづくりを進めることによって、大人

も子どもも学び合い、育ち合うための環境づくりや、子どもたちが地域の一員として夢や希望を持

って豊かに育つことができる環境づくりに取り組んでいきます。

家庭・地域の教育力を高める 基本政策
Ⅵ

（※１）「男性雇用者と無職の妻からなる世帯」とは、夫が非農林業雇 

用者で、妻が非就業者（非労働力人口及び完全失業者）の世帯 

（※２）「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦とも非農林業雇用者の世帯 

（※３）平成 22 年および平成 23 年の（ ）内の実数は、岩手県、宮城 

県及び福島県を除く全国の結果 

988 977 1,013 1,011 995 (973) (987)
1,054 1065

863 854 851 825 831
(771) (773) 787

745
600

700

800

900

1000

1100

1200

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

雇用者の共働き世帯

男性雇用者と無職の妻からなる世帯

■共働き等世帯数の推移（全国） 

資料：内閣府男女共同参画白書

（万世帯）

関連するデータ 

放課後、寺子屋先生と一緒に
学習する子どもたち

地域教育会議交流会での
パネル展示交流

■｢地域の教育力」は自身の子ども時代と比べてど
のような状態にあると思われるか

以前に比べて

低下している

55.5%

以前と

変わらない

15.1%

以前に比べて

向上している

5.2%

わからない

22.7%

不明

1.5%

資料：文部科学省「地域の教育力に関する実態調査」
   （平成 17 年度）

重点事業 地域の寺子屋事業の推進 ★
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施策１．自ら学び、活動するための支援の充実

●市民自主学級・市民自主企画事業の開催など、

自ら学び、学んだ成果を地域づくりや市民活動

に活かすことができる生涯学習を展開し、市民

自治の実現を担う人材を育成します。 

●多文化共生や社会参加促進への取組、市民自治

などの学びあい、様々な主体との協働、連携、

ネットワーク化を促進します。 

★市民自らの手で学習や活動をコーディネート

していく人材を育成し、地域活動のネットワー

ク化を図ることで、様々な市民の社会参加と知

縁づくりを促進します。 

施策２．生涯学習環境の整備

●市民の主体的な学びを支援するため、学校施設の有効活用を促進するとともに、社会教育施設の長

寿命化を推進し、生涯学習環境の充実を図っていきます。  

 市民の「学ぶ力」を育み、市民の自治力の基礎を培うため、自ら課題を見つけ、自主的に学び、

その成果を活かす学びの機会提供を促進します。 

 社会教育の展開を通じて、市民の学びを通じた出会い（「知縁」）を促進し、それが新たな「絆」「つ

ながり」を生み出すよう支援するとともに、地域における社会教育の担い手を育成していきます。 

 社会教育施設の長寿命化の推進など生涯学習環境の充実を図ります。 

いきいきと学び、活動するための環境づくり 基本政策
Ⅶ

36.2

36.0

34.4

25.7

16.6

11.2

9.2

6.5

5.9

4.2

1.6

10.7

8.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

近所づきあいや、町内会・自治会活動への参加を促すこと

住民同士が話し合ったり、知り合う機会をつくること

様々な世代の人が交流する機会をつくること

地域の防災や防犯などについて考える機会を提供すること

家庭教育や子育ての支援に力を入れ、子育て中の家庭を元気にすること

趣味や特技を持った人に活躍してもらう機会をつくること

福祉やボランティア活動に関する学習機会を提供すること

様々な文化活動や市民活動を活発にするために、活動の中心となる人材を養成すること

地域の文化財や歴史を学ぶ機会を提供して、地域への愛着を深めること

地域の文化や芸術を継承していくこと

その他

特になし

無回答

■あなたは、地域の絆づくりのために、どのようなことが特に必要だと思いますか

（％）

資料：平成 25年度かわさき市民アンケート報告書

関連するデータ 

市民館での男女平等推進学習
第２回すがお手つなぎまつり

重点事業 地域の生涯学習の担い手を
育てる仕組みの構築★
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施策１．文化財の保護・活用の推進

●「川崎市文化財保護活用計画」に基づき、文化

財の調査・保護・活用を推進するとともに、新

たな文化財保護制度の整備等に取り組みます。 

★国史跡に指定された橘樹官衙遺跡群の保存管

理計画を策定するとともに、史跡整備計画の手

法等の検討を行い、活用を図ります。 

施策２．博物館の魅力向上

●「日本民家園」「かわさき宙と緑の科学館」で

は、「市民ミュージアム」「岡本太郎美術館」、

その他の関連施設と相互に連携しながら、各施

設の特性や専門性の充実を図るとともに、学

校・地域等との連携等により、博物館活動を推

進し、各施設の魅力向上を図ります。

かわさき宙と緑の科学館
天体観測スペース「アストロ
テラス」での天体観察会

日本民家園
旧古民家所在地 越中五箇山
（富山県南砺市）の伝統芸能
「こきりこ」公演

橘樹官衙遺跡群の現地見学会

橘樹官衙遺跡群の確認調査

 「川崎市文化財保護活用計画」に基づき、市民が文化財に親しむ機会を充実させ、文化財に対す

る市民意識を高め、文化財を活かした魅力あるまちづくりを目指します。 

 教育委員会所管施設である「日本民家園」及び「かわさき宙と緑の科学館」では、市民・こども

局所管施設である「市民ミュージアム」及び「岡本太郎美術館」、その他関連施設と相互に連携しな

がら、各施設の特性や専門性の充実を図るとともに、学校・地域等との連携等により博物館活動を

推進し、各施設の魅力向上を図ります。

文化財の保護活用と魅力ある博物館づくり 基本政策
Ⅷ

資料：川崎市教育委員会調べ

■指定・登録文化財の件数（国・県・市）

151 152
154

156 157 158 158

145

150

155

160

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

（件）

資料：川崎市教育委員会調べ

■民家園、科学館の入館者数の推移

114,350 123,453 109,710

261,223

367,238

301,399

0

100,000

200,000

300,000

400,000

H20 H24 H25

民家園

科学館

（人）

関連するデータ 

重点事業 橘樹官衙遺跡群の史跡整備の推進 ★



11 

第１階層 

基本理念 「夢や希望を抱いて生きがいのある人生を送るための礎を築く」 

基本目標 

「自主・自立」 変化の激しい社会の中で、誰もが多様な個性、能力を伸ばし、充実した人生を主体的に 
 切り拓いていくことができるよう、将来に向けた社会的自立に必要な能力・態度を培うこと 
「共生・協働」 個人や社会の多様性を尊重し、それぞれの強みを生かし、ともに支え、 
 高め合える社会をめざし、共生・協働の精神を育むこと 

第２階層 第３階層 第４階層 

基本政策（８） 施策（18） 事務事業（53） 所管課 

Ⅰ 人間としての在り方生き方の
 軸をつくる 

1 キャリア在り方生き方教育の 
  推進 

1 キャリア在り方生き方教育推進事業 ★ 教育改革推進担当 

Ⅱ 学ぶ意欲を育て、 
 「生きる力」を伸ばす 

1 確かな学力の育成 1 学力調査・授業改善研究事業 ★ 総合教育センター 

2 きめ細やかな指導推進事業 ★ 総合教育センター 

3 英語教育推進事業 ★ 総合教育センター 

4 理科教育推進事業 ★ 総合教育センター 

5 小中連携教育推進事業 教育改革推進担当 

6 学校教育活動支援事業 総合教育センター 

2 豊かな心の育成 1 道徳教育推進事業 総合教育センター 

2 読書のまち・かわさき推進事業 指導課 

3 子どもの音楽活動推進事業 指導課 

4 人権尊重教育推進事業 人権・共生教育担当 

5 多文化共生教育推進事業 人権・共生教育担当 

3 健やかな心身の育成 1 子どもの体力向上推進事業 健康教育課 

2 健康教育推進事業 健康教育課 

3 中学校給食推進事業 ★ 中学校給食推進室 

4 学校給食運営事業 健康教育課 

5 学校給食会補助事業 健康教育課 

4 教育の情報化の推進 1 教育の情報化推進事業 総合教育センター 

5 特色ある高等学校教育の推進 1 魅力ある高校教育の推進事業 教育改革推進担当 

2 中高一貫教育推進事業 教育改革推進担当 

Ⅲ 一人ひとりの教育的 ニーズ
 に対応する 

1 支援教育の推進 1 児童支援コーディネーター専任化事業 ★ 指導課 

2 特別支援教育推進事業 指導課 

3 共生・共育推進事業 教育改革推進担当 

4 児童生徒指導・相談事業 総合教育センター 

5 適応指導教室事業 総合教育センター 

6 海外帰国・外国人児童生徒相談事業 総合教育センター 

7 就学援助・就学事務 学事課 

8 奨学金認定・支給事務 学事課 

Ⅳ 良好な教育環境を整備する 1 学校安全の推進 1 学校安全推進事業 健康教育課 

2 安全安心で快適な教育環の
整備 

1 学校施設長期保全計画推進事業 ★ 教育環境整備推進室 

2 学校施設環境改善事業 教育環境整備推進室 

3 学校施設維持管理事業 教育環境整備推進室 

3 児童生徒増加への対応 1 児童生徒増加対策事業 企画課 

Ⅴ 学校の教育力を強化する 1 学校運営の自主性、自律性の
向上 

1 地域等による学校運営への参加促進事業 教育改革推進担当 

2 区における教育支援推進事業 教育改革推進担当 

3 地域に開かれた特色ある学校づくり推進事業 指導課 

4 学校の管理運営支援事業 学事課 

2 教職員の資質向上 1 教職員研修事業 総合教育センター 

2 県費教職員移管業務 ★ 県費教職員移管準備担当

3 教職員の人事・定数配置業務 教職員課 

4 教職員の選考・任免業務 教職員課 

5 教育研究団体補助事業 指導課 

Ⅵ 家庭・地域の教育力を高める 1 家庭教育支援の充実 1 家庭教育支援事業 生涯学習推進課 

2 地域における教育活動の 
  推進 

1 地域の寺子屋事業 ★ 生涯学習推進課 

2 地域における教育活動の推進事業 生涯学習推進課 

Ⅶ いきいきと学び、 
  活動するための環境づくり 

1 自ら学び、活動するための 
  支援の充実 

1 社会教育振興事業 ★ 生涯学習推進課 

2 図書館運営事業 生涯学習推進課 

2 生涯学習環境の整備 1 生涯学習施設の環境整備事業 生涯学習推進課 

2 社会教育関係団体等への支援・連携事業 生涯学習推進課 

Ⅷ 文化財の保護活用と 
  魅力ある博物館づくり 

1 文化財の保護・活用の推進 1 文化財保護・活用事業 文化財課 

2 橘樹官衙遺跡群保存整備・活用事業 ★ 文化財課 

2 博物館の魅力向上 1 日本民家園管理運営事業 文化財課 

2 青少年科学館管理運営事業 文化財課 

１ 基本理念･基本目標 

２    基本政策 

３     施  策 

４    事務事業 

政策体系 

★重点事業に位置づける事務事業 
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●本市の教育施策を総合的かつ体系的に推進し、今後目指すべき基本理念や目標などを実現するた

めの教育委員会の取組内容を記載した行政計画であるとともに、本市の今後約10年間の教育が

目指すものを当事者間で共有し、連携・協力の下に取組を推進するための指針となるものとして、

｢第 2次川崎市教育振興基本計画 かわさき教育プラン」を策定します。

●プランに基づく取組を着実に推進するため、PDCAサイクル「計画（PLAN）－実行（DO）－評価
（CHECK）－見直し（ACTION）」により、進捗管理を行います。評価結果については、次年度以降
の取組内容の見直し・改善に活用するとともに、広く市民の皆様に公表します。

第 2次川崎市教育振興基本計画 

かわさき教育プラン第１期実施計画(2015 2017)【概要版】 
編 集 川崎市教育委員会総務部企画課 
 川崎市川崎区宮本町 6 番地 
 電話:044-200-3244 FAX:044-200-3950 Eメール: 88kikaku@city.kawasaki.jp

この冊子の詳しい内容は、ホームページのほか、かわさき情報プラザ、 
各市政資料コーナー、図書館、市民館で、ご覧いただけます。

●概ね１０年間の計画期間全体を通じて実現を目指すもの

をプランの基本理念及び基本目標として掲げながら、具

体的な取組内容は、基本政策、施策、事務事業の階層で

体系的に整理します。基本政策、施策、事務事業は、概

ね４年ごとに見直しを行う実施計画とすることで、新し

い課題や状況の変化に、より柔軟に対応できるような政

策体系とします。

●教育基本法第１７条第２項に定める教育振興基本計画に位置づけます。 

●本市総合計画をはじめ、本プランと関連する計画との整合を図りながら、教育施策を総合的に推進

します。

●平成２７年度から概ね１０年間を対象期間とします。

●教育委員会が所管する市立の小・中・高・特別支援学校での学校教育と、幼児から高齢者までに

わたる社会教育とします。

かわさき教育プラン 検 索 

１ 策定の趣旨 

２ プランの位置付け 

３ 対象期間 

４ 対象分野 

５ プランの構成及び計画期間 

６ 進捗管理 

●各実施計画期間において、特に重点的に推進する取組を「重点事業」として位置づけます。

１ 基本理念･基本目標 …概ね１０年間

２ 基本政策 

３     施  策 …概ね４年間

４ 事務事業 （第１期実施計画は３年）

計画の概要 



個人や社会の多様性を尊重し、それぞれの強みを生かし、 

ともに支え、高め合える社会をめざし、共生・協働の精神を 

育むこと

変化の激しい社会の中で、誰もが多様な個性、能力を伸ばし、 

充実した人生を主体的に切り拓いていくことができるよう、 

将来に向けた社会的自立に必要な能力・態度を培うこと 
自主
じ し ゅ

･自立
じ り つ

共生
きょうせい

･協働
きょうどう

プランの基本目標 

夢
ゆ め

や希望
き ぼ う

を抱
い だ

いて生
い

きがいのある
人生
じ ん せ い

を送
お く

るための礎
いしずえ

を築
き ず

く 

プランの基本理念 

平成２７(2015)年 月 

川崎市教育委員会 

第２次川崎市教育振興基本計画

第１期実施計画(2015～2017)

（案）
資料３



このたび、本市では、子どもたちの豊かで健やかな成長を願うとともに、市民の皆様の

生涯学習の充実を目指し、平成27年度から今後概ね10年間の教育振興基本計画として、

第2次川崎市教育振興基本計画「かわさき教育プラン」を策定いたしました。 

本プランは、平成 17 年度から平成 26 年度までの第 1 次計画の果たしてきた役割を継

承しつつ、子どもの実態、子どもを取り巻く環境の変化、市民の皆様の学習ニーズの多様

化、その他変化の激しい今日の社会情勢等を踏まえ、教育理念・目標等、今後の本市教育

の指針となる考え方を掲げ、その実現に向けた施策の推進を図るものです。 

人は誰でも、幸せな人生を願っています。ことに子どもは、将来へ限りなく夢や希望を

抱くものですし、その子どもを見守る大人は、子どもが子ども時代を幸せに過ごしてほし

い、そして将来にわたって幸せな人生であってほしいと願うものです。私は、小学校教員

として長年子どもたちと歩んでまいりましたが、子どもの成長する姿には、それだけで感

動を覚えますし、子どもの見せる笑顔に幸せを感じてまいりました。また、市民の皆様が、

市民館・図書館等での生涯学習の機会で向学心を燃やされている姿に輝きを感じてまいり

ました。それ故に人の幸せを支え、人生を豊かにする「教育」という営みは極めて重要で

あると思いますし、その尊さと責任の重さを感じています。 

本市では、人権尊重教育を全ての教育活動の根底に据えてまいりましたが、その根本に

は、「子どもは、かけがえのない価値と尊厳を持っており、個性や他の者との違いが認めら

れ、自分が自分であることを大切にされたいと願っている」という子ども観があります。

これは、子どもを思う大人としての素直な心情であると思えますし、子どもにとどまらず、

人間誰もがかけがえのない存在であるという価値観は、学校教育をはじめ、家庭教育、社

会教育のいずれにおいても重要であると思います。 

私は、未来のあるかけがえのない子どもたちはもとより、誰もが夢や希望を抱いて充実

した生きがいのある人生を歩めるようにすること、また、個々の多様性が尊重され、それ

ぞれの強みを生かし、ともに支え、高め合える社会を構築することが教育の使命であると

考えております。 

 そこで、第2次計画の基本理念には、「夢や希望を抱いて生きがいのある人生を送るため

の礎を築く」と定めるとともに、基本目標に「自主・自立」｢共生・協働｣をキーワードと

しながら、社会的自立に必要な能力・態度、共生・協働の精神と実践力を育むことを位置

づけております。 

 この理念・目標の下で、その実現を目指した各種施策を着実に推進してまいります。今

後とも、子どもたち、市民の皆様の期待に応え、信頼される教育の推進に努めてまいりま

すので、ご理解、ご協力をお願いいたします。 

平成２７年 月 

                           川崎市教育委員会 

                            教育長 渡 邊 直 美

「第２次川崎市教育振興基本計画 かわさき教育プラン第１期実施計画」 
策定に寄せて 
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はじめに 

■「かわさき教育プラン」について 

 「かわさき教育プラン」は、本市の教育に関する基本計画です。 

 「かわさき教育プラン」（平成17年度～平成26年度）は、それまで本市の教育の指針

となってきた「いきいきとした川崎の教育をめざして＊（昭和61年）」が掲げた「教育へ

の市民参加」の考え方を引き継ぎながら、新たな教育改革の方向性を示す本市ではじめて

の教育行政計画として、平成17年 3月に策定されました。 

 本市では、「市民の力が教育を変える」を理念として掲げながら、この10年間、市民と

の協働、本市の教育がこれまで積み重ねてきたものを基盤としながら、教育改革を着実に

進めてきました。「かわさき教育プラン」は、その間、市の総合計画『新総合計画「川崎再

生フロンティアプラン」』における実行計画との連携の下、実行性の高い教育分野の基本計

画として、また、教育改革の指針としての役割を果たしてきました。 

■「かわさき教育プラン」に基づくこれまでの取組 

 子どもから高齢者まで、全ての市民が教育・学習・文化・スポーツなどの各分野にわた

って、いきいきと学びあうことのできる学習社会の実現を目指し、「多様化する価値観の中

で、子どもと大人が共に生き、一人ひとりがいきいきと輝く学習社会を創造する」及び「地

域の学習のネットワーク化を支援し、地域教育力の向上へつなげる」の２つの目標を設定

して、第１期実行計画から第３期実行計画までの10年間（平成17年度から平成26年度）

で様々な教育施策を進めてきました。各実行計画期間における主な取組は次のとおりです。 

第
１
期
実
行
計
画

（
17
年
度
～
19
年
度
）

●小５・中２で本市独自の学習状況調査を実施（H17～） 

●小学校全児童への防犯ブザーの貸与（H17～） 

●教育活動サポーター＊（H17～）、特別支援教育サポーター＊（H19～）の配置 

●学校運営協議会＊制度（コミュニティ・スクール）の導入（H18） 

●土橋小学校開校（H18） 

●学校２学期制の実施（H18～） 

●電子メールを利用した児童生徒の安全に関わる情報の配信（H18～） 

●小・中学校普通教室への冷房の設置（H19～） 
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第
２
期
実
行
計
画

（
20
年
度
～
22
年
度
）

●はるひ野小中学校開校（H20） 

●全校で学校評価システム＊を導入（H20） 

●各区・教育担当＊の設置（H20～）

●インターネット問題相談窓口の設置（H20～） 

●地域交通安全員＊の配置（H20～） 

●学校トイレの快適化改修の実施（H20～） 

●小学校５・６年生の理科授業に理科支援員を配置（H20～） 

●学校支援センター＊の設置（H21～） 

●ＡＥＤ（自動体外式除細動器）を全校へ配置（H21～） 

●中原市民館の移転・オープン（H21） 

●教育文化会館・市民館の区役所への移管（H22） 

●「かわさき共生＊共育プログラム＊」を全校で実施（H22～） 

第
３
期
実
行
計
画

（
23
年
度
～
26
年
度
）

●中央支援学校高等部分教室の開設（H23） 

●学校防災教育の推進（防災教育研究推進校の指定、学校防災マニュアルの作成と

見直し）（H24） 

●災害用備蓄物資の整備（H24～） 

●学校校舎・体育館の耐震化完了（H24） 

●かわさき宙と緑の科学館改築・リニューアルオープン（H24） 

●中原図書館の移転・オープン（H24） 

●ゆうゆう広場（適応指導教室）＊を市内６ヶ所へ設置（H24） 

●既存学校施設再生整備のモデル実施（H24～） 

●「学校施設長期保全計画＊」策定（H25） 

●「川崎市文化財保護活用計画」策定（H25） 

●スクールソーシャルワーカー＊の各区１名配置（H25） 

●学校体育館開放利用の受益者負担適正化のための使用料導入（H25） 

●田島支援学校再編整備完了（H25） 

●通級指導教室＊（小学校は各区、中学校は南部・中部・北部）整備（H25） 

●教員を対象とした新たなライフステージ研修の実施（H25～） 

●児童支援コーディネーター＊の専任化（H25～） 

●中学校完全給食実施方針＊策定（H26） 

●地域の寺子屋＊のモデル実施（H26） 

●川崎高等学校附属中学校開校（H26） 

●川崎高等学校定時制昼間部開設（H26） 

●「川崎市いじめ防止基本方針＊」策定（H26） 

●校務支援システム＊の本格稼動（H26～） 
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第１章 新しい教育プランの基本的な考え方 

１ 策定の趣旨 

  本市の教育施策を総合的かつ体系的に推進し、今後目指すべき基本理念や目標などを

実現するための計画として、新たに「第２次川崎市教育振興基本計画かわさき教育プラン」

を策定します。 

  「かわさき教育プラン」は、教育委員会の取組内容を記載した行政の計画であるとと

もに、本市の今後約10年間の教育が目指すものを当事者間で共有し、連携・協力の下に

取り組みを推進するための指針となるものです。 

２ プランの位置づけ 

  教育の振興を総合的かつ体系的に推進し、今後目指すべき基本理念や目標などを実現

するための計画として、教育基本法第17条第２項に定める教育振興基本計画に位置づけ

ます。 

  また、本市総合計画をはじめ、本プランと関連する個別計画との整合を図りながら、

教育施策を総合的に推進します。 

○教育プランと関連する主な計画 

計画名 所管局 

新たな総合計画（策定中） 総合企画局 

行財政改革に関する計画（策定中） 総務局 

（仮称）国際施策推進プラン（策定中） 総務局 

川崎市子ども・子育て支援事業計画 こども本部 

（仮称）子ども・若者プラン（策定中） こども本部 

第 4次川崎子どもの権利に関する行動計画 市民・こども局 

第 2期川崎市文化芸術振興計画 市民・こども局 

川崎市スポーツ推進計画 市民・こども局 

川崎市環境基本計画 環境局 

川崎市地域包括ケアシステム推進ビジョン 健康福祉局 

川崎市障害者雇用・就労促進行動計画 健康福祉局 

第４次かわさきノーマライゼーションプラン 健康福祉局 

かわさき資産マネジメントプラン 財政局 

など  

３ 対象期間 

  平成 27年度から概ね10年間を対象期間とします。 

４ 対象分野 

  教育委員会が所管する市立の小・中・高・特別支援学校での学校教育と、幼児から高

齢者までにわたる社会教育とします。 
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５ プランの構成及び計画期間 

  概ね 10 年間の計画期間全体を通じて実現を目指すものをプランの基本理念及び基本

目標として掲げながら、具体的な取組内容は、基本政策、施策、事務事業の階層で体系

的に整理します。基本政策、施策、事務事業については、概ね４年ごとに見直しを行う

実施計画とすることで、新しい課題や状況の変化に、より柔軟に対応できるような政策

体系とします。 

  また、各実施計画期間において、特に重点的に推進する取組を「重点事業」として位

置づけます。 

         (年度) H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 

 １ プランの 

    基本理念及び

基本目標

 ２ 基本政策 

 ３ 施策  

 ４ 事務事業 

   事業

  表の第 2期実施計画、第3期実施計画の計画期間は想定とし、市総合計画と整合をと

りながら定めていきます。 

プランの基本理念及び基本目標

基本政策

施  策 

事務事業

事業（予算小事業）

第１階層 

第２階層 

第３階層 

第４階層 

…概ね10年の計画期間 

…概ね４年の計画期間 

特に重点的に推進する取組 

★重点事業に位置付け

…単年度 

○ プランの構成 

○ 計画期間 

概ね 10年の計画期間 

第１期実施計画 第２期実施計画 第３期実施計画 
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第２章 プランの基本理念及び基本目標

 教育プランの基本理念及び基本目標は、今後の本市の教育が目指すものを表しています。

これを、今後約10年間にわたる本市の教育の指針となる考え方として掲げ、その実現を目

指した施策を実施計画に位置づけ、推進していきます。 

１ 今後教育が果たすべき役割及びプランの「基本理念」 

＜新       基本理念 ＞

社会が激しく変化するこの時代において、将来を見据えると、少子高齢・人口減少社会、

グローバル化・情報化の進展、不安定な雇用状況、社会の活力の低下への対応など、多く

の課題が存在します。  

また、平成26年に市制90周年を迎えた本市は、利便性の高い生活環境、将来性のある

産業の振興、市民との協働による文化芸術やスポーツのまちづくりなど、その強みを活か

し、さらなる発展へ歩みを進めながらも、都市インフラの老朽化や社会保障関連経費の増

大、今後到来する人口減少への対応など、乗り越えなくてはならない多くの課題に直面し

ています。 

このような状況の中、これからの社会を見据え、願うのは、どのような社会状況におい

ても、夢や希望を抱き、自ら学び、自ら考え、主体的に判断・行動しながら、いきいきと

躍動する市民の姿です。また市民一人ひとりがお互いを尊重し、支え合い、高め合いなが

ら共に生きる社会の姿です。 

そして、そのような市民を育て、社会をつくることが、人づくりを担う教育の大切な役

割です。 

「教育が人・社会の発展の礎を築く」 

私たちは、これからの人・社会のために教育ができることを真剣に考え、市民と手を携

えながら、教育の力で新しい川崎の未来とそこでいきいきと活動する市民を育てていきま

す。そしてその実現のために、新たな「かわさき教育プラン」の基本理念を、今後教育が

果たすべき役割や未来への普遍的な願いを考慮し、「夢や希望を抱いて生きがいのある人生

を送るための礎を築く」と定め、新しい時代に向けた教育施策を推進していきます。 

夢
ゆめ
や希望

き ぼ う
を抱

いだ
いて生

い
きがいのある人生

じんせい
を送

おく
るための礎を

いしずえ
築
きず
く 
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２ 新しいプランの「基本目標」 

          変化の激しい社会の中で、誰もが多様な個性、 
         能力を伸ばし、充実した人生を主体的に切り拓い 
         ていくことができるよう、将来に向けた社会的 
         自立に必要な能力・態度を培うこと 

          個人や社会の多様性を尊重し、それぞれの強み 
         を生かし、ともに支え、高め合える社会をめざし、 
         共生・協働の精神を育むこと 

変化が激しい社会においても、誰もが夢や希望を抱き、充実した人生を送るため、ま

た社会を持続的に発展させていくためには、「生涯にわたって学び続け、自立した個人と

して生きていく力を一人ひとりが身に付けること」、そして「自立した個人が、多様な価

値観を認め合い、互いに支え合い、高め合う精神を持ち、生きがいのある社会を協働し

てつくりだしていくこと」が大切です。 

人づくりを担う教育の役割を果たし、「人・社会の発展」を実現していくために、今後

10年間を通して教育施策の指針となる考え方を、「自主・自立」「共生・協働」をキーワ

ードとしながら、教育プランの「基本目標」として上記のように定めます。 

自主
じ し ゅ

・自立
じ り つ

共生・協働
きょうせい きょうどう
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第１期実施計画 

計画期間 平成 27年度 平成 29年度 
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第３章 第１期実施計画

 教育施策を総合的かつ計画的に推進し、プランの基本理念及び基本目標を実現するため、

今後３年間（平成27年度から平成29年度まで）の取組内容を、８の基本政策、18の施

策、53の事務事業に体系的に整理した「第１期実施計画」を策定します。 

１ 第１期実施計画における基本的な考え方 

（１）教育をめぐる状況の変化 

  平成 17年 3月に「かわさき教育プラン」が策定されてから10年が経ちました。こ

の間、我が国は、戦後初めての総人口の減少、少子高齢化の急速な進行、団塊の世代の

大量退職、東日本大震災の被害と復興への取組、グローバル化の一層の進展など大きな

時代の変化の中を歩んできました。 

  教育分野においても、平成18年には、教育に関する根本法である「教育基本法」が改

正され、この改正を受けて「学校教育法」等の教育に関連する法律の改正も行われまし

た。また、初めての国の教育振興基本計画の策定、全国学力・学習状況調査＊の実施、教

育委員会制度改革＊など、教育をめぐる大きな動きがありました。 

  この間、本市においては、「かわさき教育プラン」に基づく、実行計画を第3期まで策

定し、教育改革を推進してきました。これまでの計画期間においては、いじめ・不登校

対策の充実による「共に生き、共に育つ環境づくり」、学校評価制度の導入や学校教育推

進会議＊の設置等による「地域に開かれた学校づくり」、校舎の耐震性の確保や普通教室

の冷房化等の「良好な教育環境の整備」、区役所への区・教育担当の配置やライフステー

ジに応じた教職員研修の実施などによる「学校の教育力の向上」、中原図書館や青少年科

学館の再整備による「共に学び、活動する生涯学習環境の整備」等、様々な教育施策を

推進してきましたが、その間も社会状況は変化を続け、今後も引き続き対応し、乗り越

えなければならない多くの教育課題が残っています。 

（２）引き続き対応すべき課題 

＜子ども＞ 

  子どもたちに目を向ければ、急激に変化している社会の中で、産業構造や就労形態な

どの大きな変化に十分な対応ができず、学校から社会への移行が円滑に行われていない

子ども・若者の実態が指摘されています。その背景には、コミュニケーション能力の不
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足、自己肯定感の低下、他者への配慮の不足、規範意識の低下、また学習と将来との関

係が見出せずに学習意欲が低下していることなど、「社会的自立」に必要な能力や態度に

関わる子どもたちの様々な課題が存在しています。そのことから、子どもたち一人ひと

りが、教育的ニーズに応じた適切な支援を受けながら、「生きる力＊」を十分に身に付け、

将来直面するであろう様々な課題に柔軟かつたくましく対応できる力や、他者の人格を

尊重し、支え合いながら関わる態度を育てることが、重要な課題となっています。【基本

政策Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ】

＜学校＞ 

  保護者や地域の方々の意見、子どもの学習状況や生活状況等の多様化により、各学校

は、創意工夫を凝らして、地域に根ざした特色ある教育活動を行うことを求められてい

ます。また、近年の教職員の大量退職等により、この10年間の新規採用者の累計数は

2,800人余りに上り、総教員数のほぼ半数となっています。そのような状況の中で、様々

な課題に適切に対応していくため、教職員の資質及び学校の組織力・チーム力の向上、

家庭・地域との連携や行政による支援を充実させることで、学校が自主的・自律的に学

校運営を行い、自ら課題を解決する力を高めていくことが必要です。【基本政策Ⅴ】 

 ＜家庭＞ 

家庭における教育は、子どもが基本的な生活習慣・生活能力、人に対する信頼感、豊

かな情操、他人に対する思いやりや善悪の判断などの基本的倫理観、自立心や自制心、

社会的なマナー等を身に付けるために大変重要なものです。しかしながら、共働き世帯

が５割を超える現代においては、時間的・生活的な余裕がなく、支援を必要としていな

がら支援の場に参加できない家庭も多くあります。支援の必要な家庭に支援が行き届く

よう、企業との連携など、新たなアプローチ方法等による支援の充実に取り組む必要が

あります。【基本政策Ⅵ】

 ＜地域＞ 

地域社会における人と人のつながりの希薄化や地域全体の支え合い、助け合いの大切

さが指摘されている現代において、活力ある豊かな地域社会をつくるためには、市民が

集い、学び、つながり、成果を活かす仕組を構築し、学びを通じた新たな絆・つながり

を広げていくことが必要です。社会教育が充実した地域社会では、子どもたちが地域の

多くの大人と関わりながら安心して生きる力を培うことができます。また、シニア世代

の地域参加が促進され、地域の活力が充実します。そのため、今後の行政の役割として、

地域の社会教育の担い手となる人材の育成や多様な主体の連携に向けたネットワーク化

の推進が求められています。【基本政策Ⅵ、Ⅶ】
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また、地域の歴史を伝え、市民に誇りと愛着を与えてくれる文化財を地域の教育資源

として活用することも、地域のつながりや学び合いの推進のために有効な方策となりま

す。【基本政策Ⅷ】

＜教育行政＞ 

  厳しい財政状況が続くことが想定される中、山積する教育課題に適切に対応するため

に、事業の効率的かつ効果的な執行に向けた見直しに継続して取り組み、事業に必要な

財源の確保に努める必要があります。 

また、学校や市民館など教育財産として多くの老朽化した施設を管理している教育委

員会では、支出の平準化を図りながら、長期的な視点で計画的な保全を図り、教育環境

の維持・改善に取り組む必要があります。【基本政策Ⅳ】

さらに、教育プランの基本理念及び基本目標の実現のために、計画の実行を確保する

ための進捗管理や新たな課題への迅速かつ柔軟な対応、関係局や関係団体、市民等との

連携・協働、教育行政を担う職員の育成など、教育プラン実現のための執行体制の構築

については、プランの運用が開始してからも継続して取り組んでいく必要があります。

（３）第１期実施計画の策定 

  以上のような教育をめぐる現状に適切に対応していくためには、これまで本市の教育

が積み重ねてきた成果を継承するとともに、さらに発展させながら、現場の実態に目を

向け、残された課題、新たな課題に真摯に向き合い、多様な主体と連携・協働して、計

画的に取組を進めていくことが重要です。 

  そこで、教育委員会では、引き続き対応すべき課題及びプランの基本理念及び基本目

標を踏まえ、課題解決に向けて教育施策を着実に推進するため、「第１期実施計画」を策

定します。 
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２ 第１期実施計画の全体像

■第１期実施計画（平成27年度 平成 29年度）「８つの基本政策」と「１８の施策」

２ 第１期実施計画の全体像

■プランの基本理念・基本目標

夢
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や希望

き ぼ う
を抱

いだ
いて生

い
きがいのある人生
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自主
じ し ゅ
・自立

じ り つ
変化の激しい社会の中で、誰もが多様な個性、能力を伸ばし、充実
した人生を主体的に切り拓いていくことができるよう、将来に向けた
社会的自立に必要な能力・態度を培うこと

基本理念

基本目標

自尊感情や規範意識、人と関わる力等の子どもの
社会的自立に向けて必要な能力や態度を、成長段階
に応じて系統的・計画的に育む「キャリア在り方生
き方教育＊」を推進します。

人間としての在り方生き方の軸をつくるⅠ

基本政策

（18の施策及び主な取組）
Ⅰ‐１ キャリア在り方生き方教育の推進
★キャリア在り方生き方教育の推進

学ぶ意欲を高め、「確かな学力＊」「豊かな心」
「健やかな心身」をバランスよく育み、一人ひとり
が社会を生き抜くために必要な「生きる力」を確実
に身に付けることを目指します。

学ぶ意欲を育て、
「生きる力」を伸ばすⅡ

（18の施策及び主な取組）
Ⅱ‐１ 確かな学力の育成
★総合的な学力向上策の実施
Ⅱ‐２ 豊かな心の育成
●人権尊重教育及び多文化共生教育の推進
●読書のまち・かわさき事業の推進
Ⅱ‐３ 健やかな心身の育成
●子どもの体力の向上
★中学校完全給食の早期実施に向けた取組
Ⅱ‐４ 教育の情報化の推進
Ⅱ‐５ 特色ある高等学校教育の推進

基本政策

学校が保護者、地域と連携しながら、地域の教育
資源や人材を活用し、子どもや保護者、地域の実態
に応じた創意工夫ある教育活動を進め、特色ある学
校づくりを推進します。
ライフステージに応じた研修や教育実践等を通じ
て教職員一人ひとりの資質能力を高めるとともに、
その力を組織的に機能させ、学校の教育力を高めま
す。

（18の施策及び主な取組）
Ⅴ‐１ 学校運営の自主性、自律性の向上
●地域に開かれた特色ある学校づくりの推進
●区における教育支援の推進
Ⅴ‐２ 教職員の資質向上
★県費教職員の移管に伴う学校運営体制の構築

学校の教育力を強化するⅤ

基本政策

各家庭における教育や、地域による子どもや若者
の育ちを支える取組を支援するとともに、地域の
様々な大人が子どもたちの教育や学習をサポートす
る仕組みづくりを進めることによって、大人も子ど
もも学び合い、育ち合うための環境づくりや、子ど
もたちが地域の一員として夢や希望を持って豊かに
育つことができる環境づくりに取り組んでいきます。

（18の施策及び主な取組）
Ⅵ‐１ 家庭教育支援の充実
Ⅵ‐２ 地域における教育活動の推進
●地域教育会議＊の活性化
★地域の寺子屋事業の推進

家庭・地域の教育力を高めるⅥ

基本政策
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共生・協働
きょうせい きょうどう 個人や社会の多様性を尊重し、それぞれの強みを生かし、ともに支え、

高め合える社会をめざし、共生・協働の精神を育むこと

  及び「主な取組」 ●：主な取組 
★：主な取組のうちの重点事業

すべての子どもがいきいきと個性を発揮できるよ
う、障害の有無にかかわらず、一人ひとりの教育的
ニーズに適切に対応していく教育「支援教育＊」を
学校教育全体で推進します。

（18の施策及び主な取組）
Ⅲ‐１ 支援教育の推進
★「児童支援コーディネーター」の専任化の推進
●特別支援教育の推進
●いじめ防止対策の取組

一人ひとりの教育的ニーズに対応するⅢ

基本政策

地域におけるさまざまな危険から子どもたちを守
る取組や防災教育研究推進校の取組を支援する等、
学校安全を推進します。
「学校施設長期保全計画」に基づく取組を進め、
より多くの学校の教育環境を早期に改善する等、安
全・安心で快適な教育環境を整備します。

（18の施策及び主な取組）
Ⅳ‐１ 学校安全の推進
Ⅳ‐２ 安全安心で快適な教育環境の整備
★学校施設長期保全計画の推進
Ⅳ‐３ 児童生徒増加への対応
●新川崎地区、小杉駅周辺地区の小学校新設に
向けた取組

良好な教育環境を整備するⅣ

基本政策

市民の「学ぶ力」を育み、市民の自治力の基礎を
培うため、自ら課題を見つけ、自主的に学び、その
成果を活かす学びの機会提供を促進します。
社会教育の展開を通じて、市民の学びを通じた出
会い（「知縁＊」）を促進し、それが新たな「絆」
「つながり」を生み出すよう支援するとともに、地
域における社会教育の担い手を育成していきます。
社会教育施設の長寿命化の推進など生涯学習環境
の充実を図ります。

いきいきと学び、
活動するための環境づくりⅦ

（18の施策及び主な取組）
Ⅶ‐１ 自ら学び、活動するための支援の充実
★地域の生涯学習の担い手を育てる仕組の構築
●図書館運営事業
Ⅶ‐２ 生涯学習環境の整備
●社会教育施設の長寿命化
●学校施設の有効活用

基本政策

「川崎市文化財保護活用計画」に基づき、市民が
文化財に親しむ機会を充実させ、文化財に対する市
民意識を高め、文化財を活かした魅力あるまちづく
りを目指します。
博物館施設「日本民家園」、「かわさき宙と緑の
科学館」の特性・専門性を活かした博物館活動の充
実や施設間連携等により、各施設の魅力向上につな
がる事業を展開します。

文化財の保護活用と
魅力ある博物館づくりⅧ

（18の施策及び主な取組）
Ⅷ‐１ 文化財の保護・活用の推進
●文化財保護活用計画に基づく取組の推進
●新たな文化財保護制度の整備
★国史跡橘樹官衙遺跡群＊の史跡整備の推進
Ⅷ‐２ 博物館の魅力向上
●日本民家園開園50周年に向けた取組

基本政策
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３ 第１期実施計画の政策体系 

第１階層 

基本理念 「夢や希望を抱いて生きがいのある人生を送るための礎を築く」 

基本目標 

「自主・自立」 

変化の激しい社会の中で、誰もが多様な個性、能力を伸ばし、充実した人生を主体的に切り拓いていくこと

ができるよう、将来に向けた社会的自立に必要な能力・態度を培うこと 

「共生・協働」 

個人や社会の多様性を尊重し、それぞれの強みを生かし、ともに支え、高め合える社会をめざし、共生・協

働の精神を育むこと 

★重点事業に位置づける事務事業

第２階層 第３階層 第４階層 

基本政策（８） 施策（18） 事務事業（53） ページ 所管課 

Ⅰ 人間とし

ての在り方生

き方の軸をつ

くる 

1 キャリア在り方

生き方教育の推進 

1 キャリア在り方生き方教育推進事業 ★ 18 教育改革推進担当 

Ⅱ 学ぶ意欲

を育て、「生き

る力」を伸ばす 

1 確かな学力の育

成 

1 学力調査・授業改善研究事業 ★ 23 総合教育センター 

2 きめ細やかな指導推進事業 ★ 総合教育センター 

3 英語教育推進事業 ★ 総合教育センター 

4 理科教育推進事業 ★ 総合教育センター 

5 小中連携教育推進事業 教育改革推進担当 

6 学校教育活動支援事業 総合教育センター 

2 豊かな心の育成 1 道徳教育推進事業 27 総合教育センター 

2 読書のまち・かわさき推進事業 指導課 

3 子どもの音楽活動推進事業 指導課 

4 人権尊重教育推進事業 人権・共生教育担当 

5 多文化共生教育推進事業 人権・共生教育担当 

3 健やかな心身の

育成 

1 子どもの体力向上推進事業 30 健康教育課 

2 健康教育推進事業 健康教育課 

3 中学校給食推進事業 ★ 中学校給食推進室 

4 学校給食運営事業 健康教育課 

5 学校給食会補助事業 健康教育課 

4 教育の情報化の

推進 

1 教育の情報化推進事業 32 総合教育センター 

5特色ある高等学校

教育の推進 

1 魅力ある高校教育の推進事業 33 教育改革推進担当 

2 中高一貫教育推進事業 教育改革推進担当 
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第２階層 第３階層 第４階層 

基本政策（８） 施策（18） 事務事業（53） ページ 所管課 

Ⅲ 一人ひと

りの教育的ニ

ーズに対応す

る 

1 支援教育の推進 1 児童支援コーディネーター専任化事業 ★ 38 指導課 

2 特別支援教育推進事業 指導課 

3 共生・共育推進事業 教育改革推進担当 

4 児童生徒指導・相談事業 総合教育センター 

5 適応指導教室事業 総合教育センター 

6 海外帰国・外国人児童生徒相談事業 総合教育センター 

7 就学援助・就学事務 学事課 

8 奨学金認定・支給事務 学事課 

Ⅳ 良好な教

育環境を整備

する 

1 学校安全の推進 1 学校安全推進事業 46 健康教育課 

2 安全安心で快適

な教育環境の整備 

1 学校施設長期保全計画推進事業 ★ 48 教育環境整備推進室 

2 学校施設環境改善事業 教育環境整備推進室 

3 学校施設維持管理事業 教育環境整備推進室 

3 児童生徒増加へ

の対応 

1 児童生徒増加対策事業 50 企画課 

Ⅴ 学校の教

育力を強化す

る 

1 学校運営の自主

性、自律性の向上 

1 地域等による学校運営への参加促進事業 53 教育改革推進担当 

2 区における教育支援推進事業 教育改革推進担当 

3 地域に開かれた特色ある学校づくり推進事業 指導課 

4 学校の管理運営支援事業 学事課 

2 教職員の資質向

上 

1 教職員研修事業 55 総合教育センター 

2 県費教職員移管業務 ★ 県費教職員移管準備担

当 

3 教職員の人事・定数配置業務 教職員課 

4 教職員の選考・任免業務 教職員課 

5 教育研究団体補助事業 指導課 

Ⅵ 家庭・地域

の教育力を高

める 

1 家庭教育支援の

充実 

1 家庭教育支援事業 60 生涯学習推進課 

2 地域における教

育活動の推進 

1 地域の寺子屋事業 ★ 62 生涯学習推進課 

2 地域における教育活動の推進事業 生涯学習推進課 

Ⅶ いきいき

と学び、活動す

るための環境

づくり 

1 自ら学び、活動す

るための支援の充実 

1 社会教育振興事業 ★ 67 生涯学習推進課 

2 図書館運営事業 生涯学習推進課 

2 生涯学習環境の

整備 

1 生涯学習施設の環境整備事業 69 生涯学習推進課 

2 社会教育関係団体等への支援・連携事業 生涯学習推進課 

Ⅷ 文化財の

保護活用と魅

力ある博物館

づくり 

1 文化財の保護・活

用の推進 

1 文化財保護・活用事業 73 文化財課 

2 橘樹官衙遺跡群保存整備・活用事業 ★ 文化財課 

2 博物館の魅力向

上 

1 日本民家園管理運営事業 75 文化財課 

2 青少年科学館管理運営事業 文化財課 
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４ 第１期実施計画期間の取組 

基本政策Ⅰ 人間としての在り方生き方の軸をつくる    

日々の学習活動を通して子どもたちが将来に対する夢や希望をもち、将来の社会的自立

に必要な能力や態度を育てていく教育の実践がすべての学校で求められています。本市で

はこれを「キャリア在り方生き方教育」として、新しい教育プランにおける学校教育の重

点施策として位置づけ、子どもたちの自尊感情や規範意識、学ぶ意欲、人と関わる力等を

小学校段階から系統的・計画的に育んでいきます。 

■現状と課題 

グローバル化や少子高齢化など急激に変化して 

いる社会の中で、産業構造や就労形態などの大き 

な変化に十分に対応できず、学校から社会への移 

行が円滑に行われていない子ども・若者の実態が 

指摘されています。その背景には、例えば、コミュ 

ニケーション能力の不足、低い自己肯定感、他者 

意識や他者への配慮の不足、規範意識の低下、ま 

た学習と将来との関係が見出せずに学習意欲が低 

下していることなど、「社会的自立」に必要な能力 

や態度に関わる子どもたちの様々な課題が存在し 

ています。 

このことから、子どもたち一人ひとりが「生き 

る力」を十分に身に付け、しっかりとした勤労観、 

職業観を形成しつつ、将来直面するであろう様々 

な問題に柔軟かつたくましく対応できる力を育て 

ることが重要な課題となっています。そのような 

能力や態度をしっかりと子どもたちに身に付けさ 

せ社会に送り出すことは、学校教育の責務である 

と言えます。 

調査結果にあるように、本市の子どもは、「自尊 

感情」は改善の傾向にありますが、「将来に関する 

意識」については、全国と比べると低い状況が続 

いています。 

50.0
55.0
60.0
65.0
70.0
75.0
80.0

H21 H26

川崎市

全国

■「自分にはよいところがあると思う、 
どちらかといえばあると思う」と回答した 
児童の割合（小学校６年生）

資料：全国学力・学習状況調査

（％）

■「自分にはよいところがあると思う、 
どちらかといえばあると思う」と回答した 
生徒の割合（中学校３年生）

50.0

55.0

60.0

65.0

70.0

75.0

80.0

H21 H26

川崎市

全国

（％）

資料：全国学力・学習状況調査
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 子どもたちのキャリア発達（社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方

を実現していく過程）を促すために、これまで取り組んできた本市の学校教育を「キャリ

ア在り方生き方教育」の視点から幅広く見直し、子どもの社会的自立に向けて必要な能力

と態度を、成長段階に応じて系統的・計画的に育てる教育が求められています。 

■政策目標 

「キャリア在り方生き方教育」をすべての学校で計画的に推進し、すべての子どもに、

社会で自立して生きていくための基礎を育みます。 

■参考指標 
（基本政策の目標の達成度を評価する際に参考とするための数値であり、この数値のみをもって基本政策の成果とする
ものではありません。基本政策の評価は、事業の進捗状況等を踏まえて総合的に行います。） 

指標名 自尊意識 

指標の説明 「自分にはよいところがあると思わない」と回答した児童生徒の割合 

実績値(H26) 
小 6 6.2％ 

目標値(H29) 
小 6 0% 

中 3 10.0％ 中 3 0% 

【出典：全国学力・学習状況調査】

指標名 将来に関する意識 

指標の説明 「将来の夢や目標を持っている、どちらかといえば持っている」と回答した児童生徒の割合 

実績値(H26) 
小６ 85.1％ 

目標値(H29) 
小 6 87% 

中３ 69.7％ 中 3 72% 

【出典：全国学力・学習状況調査】

指標名 「キャリア在り方生き方教育」の推進状況 

指標の説明 
「キャリア在り方生き方教育全体計画」作成校数（「キャリア在り方生き方教育」は、H27から

推進協力校にて実施、H28から全校実施予定） 

実績値(H26) － 目標値(H29) 178校 

【出典：川崎市教育委員会調べ】

67.0

72.0

77.0

82.0

87.0

H21 H26

川崎市

全国

■「将来の夢や目標を持っている、 
どちらかといえば持っている」と回答した 
児童の割合（小学校６年生）

資料：全国学力・学習状況調査

（％）

■「将来の夢や目標を持っている、 
どちらかといえば持っている」と回答した 
生徒の割合（中学校３年生）

67.0

72.0

77.0

82.0

87.0

H21 H26

川崎市

全国

（％）

資料：全国学力・学習状況調査
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施策１．キャリア在り方生き方教育の推進 

 社会の様々な領域において構造的な変化が進行する中、社会人として自立した人材の育成が

強く求められる一方、若者の「学校から社会への移行」が円滑に行われていない状況が課題と

なっています。かつて子どもたちは大家族や近隣の人々で形成された集団の中で、知らず知ら

ずのうちに多様な年齢層の人々と付き合う態度やスキルなどの社会性を身に付けてきました。

ところが、近年の子どもたちは、家庭環境や遊びの変化により、日常生活を通して人間関係の

基礎を身に付けることが少なくなっています。また、将来との関連性が見えないままでの学び

の中、学校での学習の意義が見いだせずに学習意欲が低下したり、子どもたちが将来に不安を

感じたりしていることも課題となっています。 

そこで、本施策では、子どもたちの社会的自立に必要な能力や態度の育成と、共生・協働

の視点から、教育の在り方を幅広く見直し、これまでの取組を価値づけ、改革していくため

の取組「キャリア在り方生き方教育」を推進していきます。小学校から 12 年間の系統的な

「キャリア在り方生き方教育」を通して「自分をつくる」「みんな一緒に生きている」「わ

たしたちのまち川崎」の３つの視点で、「学ぶこと、働くこと、生きることの尊さを実感し、

学ぶ意欲をもった人材」、「共生・協働の精神をもち、共生社会を実現していく人材」、「心

のよりどころとしてのふるさと川崎への愛着をもち、将来の川崎の担い手となる人材」を育

成していきます。 

 ●「キャリア在り方生き方教育」に関する研修の実施やリーフレットによる啓発、推進

協力校における検証など、平成２８年度からの全校実施に向けた取組を進めます。 

 ●教師用資料である「キャリア在り方生き方教育の手引き」を活用しながら、児童生徒

のための「キャリア在り方生き方ノート」を作成し、「キャリア在り方生き方教育」を

推進していきます。 

「キャリア在り方生き方教育」とは 

 一人ひとりの将来の社会的自立に向け、必要な能力や態度を育てる教育です。 

 社会の一員としての役割を果たすとともに、それぞれの個性、持ち味を最大限発揮しな

がら、自立して生きていくために必要な能力や態度を育てる教育であり、子どもたちの社

会的自立や共生・協働の精神を培う視点から、各学校における教育活動を幅広く見直し、

これまでの取組を価値づけ、改革していくための理念です。 

 一般の「キャリア教育」に、共生・協働の精神を培うという視点と、郷土を愛し、

将来のふるさと川崎の担い手を育成する視点を加え、本市では「キャリア在り方生き

方教育」と名付けました。 
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事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

キャリア在り方生き方教育推進事

業 

●教師用「キャリ

ア在り方生き方教

育の手引き」作成 

●「キャリア在り

方生き方ノート」

（試作版）作成 

●推進協力校の募

集・決定 

●啓発のための担

当者研修 

●手引きを活用し

た各学校の実践の

支援 

●「キャリア在り

方生き方ノート」

作成・配布・活用 

●推進協力校での

実践の支援と検証 

●保護者への啓発

用リーフレットの

作成・配布 

●キャリア在り方

生き方教育の全校

実施 

●「キャリア在り

方生き方ノート」

増刷・配布・活用 

教師用「キャリア在り方生き方教育の手引き」

●将来の社会的自立に必要な

能力や態度を育てていく教育

を、平成28年度から全校で実

践するため、手引の配布や研修

により、「キャリア在り方生き

方教育」についての理解を深め

るとともに、指導体制の構築を

図ります。 

●家庭との連携を意識したキ

ャリア在り方生き方教育の推

進を図ります。

    「キャリア在り方生き方ノート」 

小学校１、２年 ふれあい 
小学校３、４年 ひろがり 
小学校５、６年 中学校１年 つながり 
中学校２、３年 はばたき
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  基本政策Ⅱ 学 意欲 育   生  力  伸  

義務教育９年間の教育課程の内容は、本来すべての子どもたちが身に付けなくてはなら

ないものです。また、学習指導要領の目指す「生きる力」は、生涯にわたる学習・生活の

基礎となる力でもあります。一人ひとりの「生きる力」を伸ばしていくため、学ぶ意欲・

態度を育むことを大切にしながら、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな心身」をバランス

よく育てていきます。 

■現状と課題 

 平成 26年度全国学力・学習状況調査の結果を見ると、本市の平均正答率は、全国とほぼ

同程度、もしくはやや良好な結果となっています。 

 一方、「授業の理解度」として、「授業がわかる」と回答した児童（小学校５年生）の割

合が 56％、生徒（中学校２年生）の割合が 31%という状況であることから、今後も、す

べての子どもがわかることを目指した授業づくりを進めていくことが求められています。 

 また、「家で、自分で計画を立てて勉強している」に当てはまる、どちらかといえば当て

はまると回答した生徒（中学校３年生）の割合は増加傾向にあるものの45％となっていま

す。学校のみならず、一人ひとりの学力の状況を家庭と共有し、連携・協力した取組を進

めることにより、「確かな学力」を育成していく必要があります。 
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■「授業がわかる、どちらかといえばわかる」
と回答した児童の割合（小学校５年生） 

資料：川崎市学習状況調査＊
※国語、算数、理科、社会の平均値 
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 「豊かな心」については、自制心や規範意識の希薄化など、子どもたちの心にかかわる

課題があります。「人の気持ちが分かる人間になりたいと思う、どちらかといえば思う」と

回答した児童生徒の割合を全国と比較すると、若干低い傾向であることから、道徳教育の

推進や、読書活動の充実に向けた学校司書＊の適正配置、図書担当教諭、学校図書館ボラン

ティアの資質向上を図るための研修の実施などを進め、今後も「豊かな心」を育てる取組

を継続していく必要があります。 

 「健やかな心身」については、児童生徒の体力・運動能力の長期的な低下傾向に歯止め

がかかり、向上傾向に転じつつあります。しかしながら、本市の児童生徒の体力・運動能

力の調査結果は、全国平均と比較すると、低い結果が出ていることから、子どもの体力向

上に向けたさらなる取組を推進していく必要があります。 

 その他、グローバル化、情報化などの社会の変化に対応するために、英語教育や教育の

情報化などを推進するとともに、中学校完全給食の全校実施に向けた取組などを推進して

いくことが求められています。 

■政策目標 

学ぶ意欲を高め、「確かな学力」「豊かな心」「健やかな心身」をバランスよく育み、一人

ひとりが社会を生き抜くために必要な「生きる力」を確実に身に付けることを目指します。 

■参考指標 
（基本政策の目標の達成度を評価する際に参考とするための数値であり、この数値のみをもって基本政策の成果とする
ものではありません。基本政策の評価は、事業の進捗状況等を踏まえて総合的に行います。）

指標名 授業の理解度 

指標の説明 

「授業がわかる、どちらかといえばわかる」と回答した児童生徒の割合 

※小５：国語、算数、理科、社会の平均 

 中２：国語、数学、理科、社会、英語の平均 

実績値(H26) 
小５ 88.3% 

目標値(H29) 
小５ 90% 

中２ 73.4% 中２ 75% 

【出典：川崎市学習状況調査】
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川崎市

全国

■「人の気持ちが分かる人間になりたいと 
思う、どちらかといえば思う」と回答した児童
の割合（小学校６年生） 

資料：全国学力・学習状況調査 

（％）
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資料：全国学力・学習状況調査 

（％）
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指標名 授業の好感度 

指標の説明 

「学習はすき、どちらかといえばすき」と回答した児童生徒の割合 

※小５：国語、算数、理科、社会、総合の平均 

 中２：国語、数学、理科、社会、英語の平均 

実績値(H26) 
小５ 74.2% 

目標値(H29) 
小５ 76% 

中２ 57.8% 中２ 60% 

【出典：川崎市学習状況調査】

指標名 授業の有用度 

指標の説明 

「授業で学んだことが、生活の中で役に立っていると思う、どちらかといえば思う」と回答した

児童生徒の割合 

※小５：国語、算数、理科、社会、総合の平均 

 中２：国語、数学、理科、社会、英語の平均 

実績値(H26) 
小５ 89.4% 

目標値(H29) 
小５ 92% 

中２ 70.7% 中２ 72% 

【出典：川崎市学習状況調査】

指標名 規範意識 

指標の説明 
「人の気持ちが分かる人間になりたいと思う」に当てはまる、どちらかといえば当てはまる」と

回答した児童生徒の割合 

実績値(H26) 
小６ 94.0% 

目標値(H29) 
小６ 97% 

中３ 94.4% 中３ 97% 

【出典：全国学力・学習状況調査】

指標名 英語に関する意識 

指標の説明 「道で外国人に英語で話しかけられたとき、何とか英語で話そうとする」と回答した生徒の割合 

実績値(H26) 中２ 78.7% 目標値(H29) 中２ 80% 

【出典：川崎市学習状況調査】

指標名 子どもの体力の状況 

指標の説明 体力テストの結果（神奈川県の平均値(体力合計点)を100とした際の本市の割合） 

実績値(H26) 

小５男 99.7% 

目標値(H29) 

小５男 100% 

小５女 99.4% 小５女 100% 

中２男 92.9% 中２男 100% 

中２女 94.5% 中２女 100% 

【出典：全国体力・運動能力、運動習慣等調査】
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施策１．確かな学力の育成 

 「確かな学力」を育成するためには、「学習に取り組む意欲・態度」「基礎的・基本的な知識・

技能」「課題を解決するための思考力・判断力・表現力等」をバランスよく育むことが必要と

なります。本施策では、すべての子どもがわかることを目指して、一人ひとりの「学び」を大

切にした学力向上策を推進します。 

 ●総合的な学力向上策として、個に応じたきめ細やかな指導方法や指導体制の充実、教

員の授業力向上、学力の状況の的確な把握と数値目標を有効に活用しての授業改善、

学力向上などを図ります。 

 ●多様な子どもたちの学習状況に対して、よりきめ細やかな対応を図るため、少人数学

級＊・少人数指導＊等の取組を推進します。 

 ●2020 年の東京オリンピック・パラリンピック開催やグローバル化の進展などを背景

として、英語教育改革によるグローバル人材の育成が求められていることから、積極

的に外国人と英語でコミュニケーションする児童生徒を育成するなど、英語教育の充

実を図ります。 

 ●世界的なハイテク企業や研究開発機関が数多く立地する国際的な先端産業・研究開発

都市である本市の強みを活かし、子どもたちの科学への興味・関心を一層高め、魅力

ある理科教育を展開します。 

 ●小学校から中学校への進学において、新しい環境での学習や生活へ移行する段階で、

不登校などの諸問題につながっていく事態等（いわゆる中１ギャップ）が依然として

生じていることから、小中９年間の系統性を確保し、小学校から中学校への接続を円

滑化するための小中連携教育の推進を図ります。 

楽しい観察・実験をささえる理科支援員

習熟の程度に応じた少人数指導

積極的に英語でコミュニケーションしようとする態度を育む
外国語指導助手(ALT)との小学校外国語活動
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事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

学力調査・授業改善研究事業 ●川崎市学習状況

調査・川崎市学習

診断テストの実施

（小５、中１～中

３）及び結果の個

票配布（小５、中

２） 

●全国学力・学習

状況調査の結果に

基づく、各学校に

おける結果報告書

の作成・数値目標

の設定等による授

業改善の実施 

●総合教育センタ

ーにおける調査・

基礎研究の推進 

●授業研究・実践

報告等全市教育課

程研究会の実施 

●総則並びに各教

科等の学習指導要

領実践事例集の作

成と配布 

●川崎市学習状況

調査・川崎市学習

診断テストの実施

（小５、中１～中

３）及び結果の個

票配布（小５、中

２） 

●川崎市学習状況

調査・川崎市学習

診断テストの調査

結果に基づく授業

改善についての報

告会等を実施 

●全国学力・学習

状況調査の結果に

基づく、各学校に

おける結果報告書

の作成・数値目標

の設定等による授

業改善の推進 

●総合教育センタ

ーにおける調査・

基礎研究の推進 

●全市教育課程研

究会の実施 

●総則並びに各教

科等の学習指導要

領実践事例集の作

成と配布 

きめ細やかな指導推進事業 ●きめ細やかな指

導・学び研究推進

校を指定（小学校

２校・中学校２校） 

●「きめ細やかな

指導 実践編」の作

成と活用 

●加配教員や非常

勤講師の活用によ

る少人数学級・少

人数指導等の推進

●きめ細やかな指

導・学び研究推進

校の指定による研

究の推進 

●「きめ細やかな

指導 手引き編」の

作成と活用 

●加配教員や非常

勤講師の活用によ

る少人数学級・少

人数指導等の推進 

●きめ細やかな指

導研究の総括 

●学力の状況を的確に把握す

るために、調査・研究を行い、

その結果を活用して、子どもた

ちが「わかる」を実感できる授

業づくりに向けた取組を推進

します。 

●習熟の程度に応じたきめ細

やかな指導の充実のために、よ

り有効な指導形態や指導方法

について研究実践を進めます。 

●少人数学級・少人数指導等を

推進します。
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事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

英語教育推進事業 ●ALTの配置（小

学校35名、中学

校31名、高等学

校５名） 

●英語教育推進リ

ーダー研修の実施 

●小学校外国語活

動中核教員研修の

実施 

●小・中・高等学

校外国語（英語）

教育指導力向上研

修の実施 

●ALTの配置に

よる外国語（英語）

活動の推進 

（小学校35名、

中学校34名、高

等学校５名） 

●英語教育推進リ

ーダー研修の実施 

●小・中・高等学

校外国語（英語）

教育指導力向上研

修の実施 

●ALTの適正配

置の推進 

理科教育推進事業 ●理科支援員を全

小学校に配置 

●横浜国立大学と

連携した中核理科

教員(CST)養成プ

ログラムの実施 

●市内小中学校で

の CST 実習生の

受入 

●CST 修了者に

よる教員研修の実

施 

●中学校・高等学

校理科初任者に対

する観察実験の悉

皆研修の実施 

●先端科学技術者

の派遣授業の実施 

●理科支援員を全

小学校に配置 

●横浜国立大学と

連携した中核理科

教員(CST)養成プ

ログラムの実施 

●市内小中学校で

のCST実習生の

受入 

●CST修了者に

よる教員研修の実

施と校内理科指導

教員の育成 

●中学校・高等学

校理科初任者に対

する観察実験の悉

皆研修の実施 

●先端科学技術者

の派遣授業の実施 

小中連携教育推進事業 ●全中学校区で

の、小中連携教育

の推進 

●７中学校区で

の、カリキュラム

開発研究の推進 

●全中学校区で

の、小中連携教育

の推進 

●指定中学校区で

の、今日的課題を

中心としたカリキ

ュラムの円滑な接

続に係る研究の推

進 

●外国人と直接コミュニケー

ションを図る機会を増やし、異

文化を受容する態度を育成す

るため、小・中・高等学校へ

ALT＊を配置します。 

●４技能（聞くこと、話すこと、

読むこと、書くこと）をより効

果的に伸ばす授業展開の工夫

につなげるため、教員研修の充

実を図ります。 

●企業や研究機関、大学と連携

して、技術者、研究者の派遣授

業などを進めるとともに、理科

支援員の配置や中核理科教員

（CST）＊の養成などにより、

理科授業における観察・実験の

機会を保障することで、魅力あ

る理科教育を推進します。 

●小中９年間の学びの連続性

確保の取組や、円滑な接続に係

る研究を進めるなど、小学校と

中学校が連携した取組の推進

を図ります。
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事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

学校教育活動支援事業 ●各教科等、教育

課題、人権尊重教

育、異校種間連携

教育の研究推進校

による特色ある教

育活動の推進 

●校内研究・研修

支援のための講師

派遣事業の実施 

●教育活動サポー

ターの配置 

●環境、福祉、国

際理解等横断的・

総合的な課題につ

いての学習の推進 

●中学校夜間学級

の運営 

●研究推進校によ

る特色ある教育活

動の推進 

●校内研究・研修

支援のための講師

派遣事業の実施 

●教育活動サポー

ターの配置 

●環境、福祉、国

際理解等横断的・

総合的な課題につ

いての学習の推進 

●中学校夜間学級

の運営 

●児童生徒や学校、地域等の実

態に応じて創意工夫を生かし

た特色ある教育活動を推進し

ます。 

●教育活動サポーターの配置

により、教育活動に対する支援

体制の充実を図ります。 

●社会の変化に対応できる資

質・能力を育成する観点から、

教科等を横断した学習を進め

ます。 

●生徒の実態に応じた中学校

夜間学級の編入相談および運

営を進めます。 
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施策２．豊かな心の育成

 「豊かな心」を育成するためには、自らを律しつつ、他者と協調し、他人を思いやる心や感

動する心などを育んでいく必要があります。本施策では、読書活動、体験活動などを通して、

道徳教育や人権尊重教育等の充実を図り、いのち・心の教育を基盤としながら、豊かな人間

性を育む取組を推進していきます。 

 ●思いやり・公徳心・生命尊重等の「道徳教育」、子どもの権利学習、多文化共生教育等

の「人権尊重教育」等の総合的な推進を図り、他者や社会とのよりよい関係を築きな

がら、命の大切さを実感させる『いのち・心の教育』をすべての教育活動の基盤とし、

豊かな心を育む教育の推進を図ります。 

 ●子どもが読書に親しみ、夢や想像を広げ、感性や表現力を高め、自ら考え健やかに生

きる力を育むことができるよう、学校司書の適正配置を進めるとともに、図書担当教

諭や学校図書館ボランティアの資質向上を図るための研修の実施など、学校図書館の

充実を図ります。 

 ●音楽の素晴らしさや楽しさを味わい、豊かな感性等を育むため、オーケストラ鑑賞や

子どもの音楽の祭典等の取組を推進します。 

川崎市の人権尊重教育

 互いを尊重し、共生する社会を創造するためには、国籍、文化、習慣、性別、世代、考

え方など様々な違いを認め合い、全ての市民が、あらゆる機会、あらゆる場を通して、様々

な人権問題に関する理解を深めることが必要です。また、具体的な人権問題に直面した際

に、それを解決しようとする実践的な行動力などを身に付けられるようにすることが大切

です。

 全国に先駆けて「川崎市子どもの権利に関する条例＊」を制定した本市では、人権尊重

教育をすべての教育活動の基盤として位置づけ、推進しております。今後も本プランの「自

主・自立」、「共生・協働」という基本目標の実現を支える一つの礎として、児童生徒の豊

かな心の育成の推進を図ります。
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事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

道徳教育推進事業 ●道徳教育の抜本

的改善・充実に係

る支援事業を活用

した道徳教育の推

進 

●道徳教育の抜本

的改善・充実に係

る支援事業を活用

した道徳教育の推

進 

●道徳教育の重点

目標に基づいた道

徳教育の推進 

読書のまち・かわさき推進事業 ●学校図書館コー

ディネーター＊各

区３名の配置 

（21名） 

●学校司書の配置

の検討 

●川崎フロンター

レ等との連携によ

る読書活動の実施 

●総括学校司書

（学校図書館コー

ディネーター）の

配置（21名） 

●学校司書のモデ

ル配置（7校） 

●川崎フロンター

レ等との連携によ

る読書活動の推進 

●総括学校司書

（学校図書館コー

ディネーター）の

適正配置 

●学校司書のモデ

ル配置 

子どもの音楽活動推進事業 ●「子どものため

のオーケストラ鑑

賞」の実施 

●「子どもの音楽

の祭典」の実施 

●「子どものため

のオーケストラ鑑

賞」の実施 

●「子どもの音楽

の祭典」の実施 

人権尊重教育推進事業 ●人権尊重教育推

進会議の開催を通

じた情報交換 

●総合教育センタ

ーと連携した研修

の実施、研究支援 

●学習資料、指導

用資料の作成、配

布 

●子どもが暴力や

権利侵害から自分

を守る方法を身に

つける参加型学習

への講師派遣 

●人権尊重教育推

進会議の開催 

●人権研修の実施

及び研究校への研

究支援 

●人権尊重教育補

教材の作成、配布 

●子どもの権利学

習資料の作成、配

布 

●子どもの権利学

習講師派遣事業の

実施 

●発達の段階に応じた指導内

容の重点化、教材の充実などに

より、道徳教育の充実を図りま

す。 

●子どもから大人までが読書

に親しめるよう、さまざまな読

書活動を推進するため、学校司

書等の配置を含めた読書環境

の整備を推進します。

●子どもが音楽に親しみ、豊か

な感性を育むよう、子どものた

めのオーケストラ鑑賞や市内

の貴重な音楽資源を活用した

音楽の体験活動を推進します。 

●人権意識の向上と子どもた

ちの人権感覚の育成を図りま

す。 

●「子どもの権利に関する条

例」の周知と正しい理解を図り

ます。
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事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

多文化共生教育推進事業 ●民族文化の紹介

や指導等を行う外

国人市民等を講師

として派遣 

●外国人教育推進

連絡協議会の開催

を通じた情報交換 

●各学校の多文化

共生教育の充実に

向けた情報交換 

●民族文化講師ふ

れあい事業の実施 

●外国人教育推進

連絡協議会の開催 

●多文化交流会の

開催 

●子どもたちの異文化理解と

相互尊重をめざした学習を推

進します。 

●多文化共生と多様性を尊重

した意識と態度の育成を推進

します。

子どもの音楽の祭典 ジョイフルバンド 



基本政策Ⅱ 学ぶ意欲を育て、「生きる力」を伸ばす

- 30 - 

施策３．健やかな心身の育成 

 生涯にわたって健やかに生き抜く力を育むために、心身の調和的な発達を図ることは大変重

要です。「健やかな心身」を育成するには、たくましく生きるための健康な体や体力を育んで

いくことが必要となります。本施策では、子どもの体力向上のための方策の推進やさらなる食

育＊の充実など、生涯を通じて健康で活力ある生活を送る基礎を培うための取組を推進してい

きます。 

 ●誰もが運動する心地よさを味わい、生涯にわたって運動に親しむことができるよう、

学校、家庭、地域、行政が連携を図りながら、子どもの体力向上を図ります。 

 ●自らの健康に関心を持ち、自らの健康、生活習慣を維持・向上させるセルフケアの意

識を醸成する等、生涯にわたって健やかに生き抜く力を育むため、健康教育の一層の

充実を図り、心身の調和的な発達を推進します。 

 ●安全・安心で温かい中学校完全給食の早期実施に向けた取組を進めるとともに、学校

給食を活用した、さらなる食育の充実を図るなど、様々な経験を通じて「食」に関す

る知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を

育てます。 

事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

子どもの体力向上推進事業 ●中学校総合体育

大会、市立小学校

地区別運動会、小

学校陸上記録会の

実施 

●「地域を活用し

た学校丸ごと子ど

もの体力向上推進

事業＊」の実施 

●武道等指導者の

派遣 

●部活動指導者の

派遣 

●対外競技派遣事

業による部活動の

支援 

●中学校総合体育

大会、市立小学校

地区別運動会、小

学校陸上記録会の

実施 

●モデル校の研究

成果に基づき、各

学校の実態に応じ

た取組を全校で展

開 

●武道等指導者の

派遣による武道授

業の充実 

●部活動指導者の

派遣による中学

校、高等学校、特

別支援学校の運動

部活動の充実 

●対外競技派遣事

業の見直し 

●児童生徒の健全な心身の育

成をめざし、地域スポーツ人材

も活用しながら学校体育活動

を充実します。 
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事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

健康教育推進事業 ●学校保健安全法

施行規則の改正に

伴う定期健康診断

の実施方法の検討 

●学校保健統計調

査の分析と活用方

法の検討 

●スクールヘルス

リーダー派遣 

●学校保健安全法

施行規則の改正に

伴う定期健康診断

の検討 

●学校保健統計調

査の結果を活用し

た事業展開 

●スクールヘルス

リーダー派遣の継

続実施 

●学校保健安全法

施行規則の改正に

伴う定期健康診断

項目の実施 

中学校給食推進事業 ●中学校完全給食

の早期実施に向け

た検討 

●「川崎市立中学

校完全給食実施方

針」策定 

●民間活力を活か

した手法による給

食施設等の整備着

手 

●中学校完全給食

の試行実施（東橘

中学校） 

●民間活力を活か

した手法による給

食施設等の整備推

進 

●中学校完全給食

を活用した食育推

進の検討 

●安全・安心で温

かい中学校完全給

食の一部実施 

・自校方式２校 

（犬蔵中学校、中

野島中学校） 

・小中合築校２校 

（東橘中学校、は

るひ野中学校） 

●中学校完全給食

を活用した食育推

進の実践 

●安全・安心で温

かい中学校完全給

食の全校実施 

（センター方式３

箇所） 

●民間活力を活か

した手法による給

食施設等の整備完

了 

学校給食運営事業 ●食の指導に係る

全体計画、年間指

導計画に基づく食

育の推進 

●地場産の食材を

活用した食育の推

進

●給食室機器の計

画的更新に着手 

●学校給食調理業

務の委託化(47

校)の実施 

●食の指導に係る

全体計画、年間指

導計画に基づく食

育の推進 

●地場産の食材を

活用した食育の推

進

●老朽機器の計画

的更新による安全

な給食の安定供給 

●学校給食調理業

務の委託化の実施 

学校給食会補助事業 ●安全で良質な給

食物資の安定的な

調達、学校給食会

の効率的な運営の

推進 

●中学校完全給食

の実施に向け、法

人の役割及び体制

の検討 

●安全で良質な給

食物資の安定的な

調達、学校給食会

の効率的な運営の

推進 

●中学校完全給食

の実施に向け、法

人の役割及び体制

の検討 

●中学校完全給食

の実施に対応した

効率的な運営の推

進 

●疾患を早期発見し健やかな

学校生活を送るため、健康診断

や健康管理、学校医等の配置を

行います。また、子どもたちの

望ましい生活習慣の確立、心の

健康の保持・増進、喫煙・飲酒・

薬物乱用防止等、各学校におけ

る健康教育の一層の充実を図

ります。

●中学校完全給食の全校実施

に向けた取組を進めます。 

●中学校完全給食を活用した

食育推進の取組を進めます。 

●児童生徒の健全な身体の発

達に資するために、小学校等に

おいて、安全で安心な学校給食

の提供を効率的に行います。 

●学校給食の実施に際し、良質

な給食物資の一括調達や安全

性の確認を効率よく行うため、

学校給食会へ事業費の補助を

行います。 
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施策４．教育の情報化の推進 

 情報活用能力は、基礎的・基本的な知識・技能の確実な定着とともに、知識・技能を活用し

て行う言語活動の基盤となるものであり、「生きる力」を構成する重要な要素として、情報化

が進展した現代においては、ますますその向上が求められています。本施策では、社会で最低

限必要な情報活用能力を子どもたちに身につけさせるとともに、ICT＊の特性を活用した、よ

り学習効果の高い授業の実現に向けた取組を推進していきます。 

 ●各教科等の目標の達成をめざす中で、児童生徒の情報活用能力の育成をめざす学習活

動の推進を図ります。 

●タブレット端末や無線LAN環境＊等の次世代型 ICT環境の活用に向けた研究や教員の

ICT活用実践力の育成のための研修を通して、ICTを活用したわかりやすく理解の深ま

る授業の推進を図ります。 

●ICTを効果的に活用した双方向型授業・協働型授業等新たな学習形態の推進を図ります。 

●教員が児童生徒とふれあう時間や教材研究の時間が確保できるよう、校務の情報化の

推進を図ります。 

事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

教育の情報化推進事業 ●児童生徒の情報

活用能力の育成に

向けた取組の実施 

●次世代型ICT環

境を活用した実践

の検証・実践から

の情報収集の実施 

●教員のICT活用

実践力育成のため

の研修の実施 

●校務支援システ

ムの本格稼動 

●小・中・高・特

別支援学校のコン

ピュータ機器等の

導入及び入替 

●「インターネッ

ト問題相談窓口」

による対応 

●児童生徒の情報

活用能力の育成に

向けた取組の推進 

●次世代型ICT環

境を活用した実践

の検証・実践から

の情報収集の推進 

●教員のICT活用

実践力育成のため

の研修の推進 

●校務支援システ

ムの検証及び安定

的な運用 

●小・中・高・特

別支援学校のコン

ピュータ機器等の

導入及び入替 

●「インターネッ

ト問題相談窓口」

による対応 

●「教育の情報化

推進計画第2版」

の策定 

●「教育の情報化推進計画＊」

に基づき、ICT機器整備や研修

の充実を図り、児童生徒の情報

活用能力の育成、教員の指導力

の向上、学校業務の効率化によ

る教員の子どもとふれあう時

間の確保に取り組みます。
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施策５．特色ある高等学校教育の推進 

 グローバル化、情報化などの社会状況の変化に伴い、生徒の能力や適性、興味、関心、進路

希望等が一層多様化しています。本施策では、市立高等学校の生徒一人ひとりが、変化の激し

い社会においてたくましく生き抜くことに必要な「生きる力」を身につけることを目指し、中

高一貫教育＊の推進をはじめ、各校の特色を生かした多様な学習ニーズに対応する教育活動を

推進し、魅力ある市立高等学校づくりに向けた取組を推進していきます。 

 ●市立高等学校においては、平成19年に策定した「市立高等学校改革推進計画＊」に基

づき、特色ある学校づくりを一層推進していきます。また、市立高等学校の各校にお

いて、魅力ある教育課程を編成し、特色ある教育を進めることで、多様な学習ニーズ

に対応するとともに、確かな学力を育み、生徒一人ひとりの進路希望の実現を目指し

ます。 

 ●川崎高校及び同附属中学校においては、中高一貫教育の特色を活かし、６年間を見通

した総合的な学習の時間における特色ある取組や、ICTを活用した新たな学習を推進す

るなど、６年間の体系的・継続的な教育活動を展開します。 

中高一貫教育校の中高合同の体育祭 

「市立高等学校改革推進計画」について 

 社会状況や生徒の変化に柔軟に対応した、「新しい視点による学校・学科・学系の創造」

（「川崎市立高等学校教育振興計画＊」平成 15 年５月）を推進するための方向性と施策を

示す計画として、平成 19年７月に策定されました。

 川崎高校の改築に併せた再編を含む計画を「第１次計画」とし、高津高校の再編を含む

計画を「第２次計画」としています。

橘高校国際科生徒と大学生のワークショップ（国際理解）
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事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

魅力ある高校教育の推進事業 ●川崎高校定時制

昼間部開設 

●商業高校定時制

商業科の移管に向

けた取組 

●商業高校全日制

普通科の開設に向

けた取組 

●聴講生制度、図

書館の開放、開放

講座の実施 

●専門学科の魅力

づくりの実施 

●「市立高等学校

改革推進計画 第

２次計画」策定に

向けての情報収集 

●商業高校定時制

商業科の移管に向

け、川崎総合科学

高校の必要施設の

改修等、環境整備 

●商業高校全日制

普通科の教育理

念、教育活動等の 

周知活動支援 

●聴講生制度、図

書館の開放、開放

講座の実施 

●専門学科の魅力

づくりの推進 

●「市立高等学校

改革推進計画 第

２次計画」の策定

に向けての検討 

●商業高校定時制

商業科の川崎総合

科学高校への一斉

移管 

●商業高校全日制

普通科の開設。必

要施設の改修、環

境整備 

中高一貫教育推進事業 ●川崎高校附属中

学校開校 

●中高一貫教育校

新校舎完成、外構

工事着手 

●6年間の体系

的・継続的な教育

の研究 

●教員養成・研修

等の人材育成の実

施 

●附属中学校入学

者の募集及び決定 

●中高一貫教育校

外構工事完了、施

設全面供用開始 

●6年間の体系

的・継続的な教育

の研究の推進 

●教員養成・研修

等の人材育成の推

進 

●附属中学校入学

者の募集及び決定 

●「市立高等学校改革推進計

画」に基づく取組を進めるとと

もに、「第２次計画」の策定に

向けた検討を進めます。 

●生徒・保護者・市民のニーズ

に応じた魅力ある高校づくり

を推進します。

●市民のニーズに応える中高

一貫教育の取組を推進します。 

●川崎高校附属中学校入学者

の募集及び決定に関する適正

な業務に取り組みます。 

●高い志を持って主体的に学

び、これからの国際社会で活躍

する資質を身につけた生徒を

育てていくため、中高一貫教育

校における 6 年間の体系的・

継続的な、特色ある教育を推進

します。



基本政策Ⅲ 一人ひとりの教育的ニーズに対応する

- 35 - 

  基本政策Ⅲ 一人ひとりの教育的ニーズに対応する   

障害のある子どもや大人を取り巻く環境は「障害者の権利に関する条約＊」の批准やいわ

ゆる「障害者差別解消法＊」の制定等により、大きく変わろうとしています。共生社会の形

成に向けて、インクルーシブ教育システム＊構築の具体的な取組を検討する必要があります。

また、本市においては特別支援学校や特別支援学級に在籍する児童生徒が増加しており、

通常の学級においても、発達障害＊の他、いじめや不登校、経済的に困難な家庭環境など、

様々な教育的ニーズのある子どもが増加している現状があります。そのような状況の中、

すべての子どもがいきいきと個性を発揮できるよう、障害の有無にかかわらず、一人ひと

りの教育的ニーズに応じた適切な支援を実施していきます。 

■現状と課題 

本市の知的障害を主とした市立特別支援学 

校３校（分校含む）の在籍児童生徒数は、平 

成１９年度以降増加傾向にあり、施設の狭あ 

い化や障害の多様化、重複化への対応、卒業 

後の進路等が課題となってきました。そのた 

め、３校の再編整備や分教室設置、医療的ケ 

ア＊支援の充実などに取り組んできました。 

 また、川崎高等学校附属中学校を除く市立 

小・中学校のすべての学校に設置している特 

別支援学級の在籍児童生徒数も増加傾向とな 

っており、障害も重度化、多様化しています。 

様々な教育的ニーズに対応するため、指導に 

あたる教員の専門性や学級経営力を高める必 

要があります。 

 一方、通常の学級においては、在籍する発 

達障害等の特別な教育的ニーズのある児童生 

徒に対する校内支援体制の整備に取り組み、 

小・中・高等学校の全校において特別支援教 

育コーディネーター＊を指名し、校内委員会を設置するとともに、学校の状況に応じて特別

支援教育サポーターの配置を行ってきました。今後は、コーディネーターの機能拡充を図

るとともに特別支援教育サポーターのより適正な配置を進めていく必要があります。また、

高等学校においては、校内支援体制のさらなる充実に加え、就労支援等の効果的な支援の

在り方について検討を進めていく必要があります。 

1,003 1,072 1,161 1,216 1,296 1,303 1,318 1,372

397 429 466 484 529 556 575 612
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■特別支援学級在籍者数の推移
（人）

資料：学校基本調査

■市内特別支援学校の児童生徒数の推移

資料：川崎市教育委員会調べ
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 いじめについては、その態様が年々変容し、 

潜在化、巧妙化等が進んで見えにくくなるほ 

か、パソコンやスマートフォンの普及に伴う 

新たな問題も生じています。本市の状況とし 

て、いじめの認知件数は中学校ではほぼ横ば 

い、小学校では増加傾向が見られ、いじめの 

解消率は小・中学校ともに60％から80％台 

を推移しています。全国的にいじめ問題が深 

刻化する中、平成２５年９月に「いじめ防止 

対策推進法＊」が施行され、同年１０月に「い 

じめの防止等のための基本的な方針＊」が定め 

られました。それを受け、本市でも平成２６ 

年５月に「川崎市いじめ防止基本方針」を策 

定、10月には「川崎市いじめ防止対策連絡 

協議会等条例」を制定し体制整備を進めまし 

た。今後も、学校、家庭、地域において、い 

じめ防止への意識を高く保っていくことが必 

要です。 

 その他、不登校児童生徒の出現率がほぼ横 

ばいで推移していること、小・中学校の就学 

援助＊の認定者数及び認定率が増加傾向にある 

ことなど、子どもが抱える多様な今日的課題 

に対しても適切な支援を行う事が求められます。このような課題に対応するため、本市で

は現在、小学校における児童支援コーディネーターの専任化を進めており、従来の特別支

援教育コーディネーターの機能に加え、いじめの早期発見・早期対応など様々な教育的ニ

ーズに適切に対応できる校内体制づくりを進めています。今後も引き続き、一人ひとりの

教育的ニーズに応じた支援を総合的に推進していくことが必要となっています。 

■政策目標 

すべての子どもがいきいきと個性を発揮できるよう、障害の有無にかかわらず、一人ひ

とりの教育的ニーズに適切に対応していく教育（支援教育）を学校教育全体で推進します。 

かわさき共生＊共育プログラム
コミュニケーションによる人間関係の形成を目指した仲間づくり

児童との毎朝のあいさつの中で、子どもの様子や変化に
気を配る児童支援コーディネーター

■不登校児童生徒数

資料：学校基本調査
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資料：市立小・中学校における児童生徒の
問題行動等の状況調査結果
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■参考指標 
（基本政策の目標の達成度を評価する際に参考とするための数値であり、この数値のみをもって基本政策の成果とする
ものではありません。基本政策の評価は、事業の進捗状況等を踏まえて総合的に行います。） 

指標名 児童支援活動推進校＊における支援の必要な児童の課題改善率（小学校） 

指標の説明 
児童支援活動推進校において把握している支援の必要なすべての児童数に対して、その後の支援

によって課題が改善及び改善傾向にある（６月時点）児童の割合 

実績値(H26) 87% 目標値(H29) 97% 

【出典：川崎市教育委員会調べ】 

指標名 児童支援活動推進校における支援の必要な児童に対する支援の未実施率（小学校） 

指標の説明 
児童支援活動推進校において把握しているすべての支援の必要な児童数に対して、その後の支援

が実施できなかった（６月時点）児童の割合 

実績値(H26) 2.7% 目標値(H29) 0% 

【出典：川崎市教育委員会調べ】

指標名 個別の指導計画＊の作成率（小・中・高等学校） 

指標の説明 
すべての市立小・中・高等学校数に占める、通常の学級に在籍する支援の必要な児童生徒に対し

て個別の指導計画を作成した学校の割合 

実績値(H26) 56% 目標値(H29) 70% 

【出典：川崎市教育委員会調べ】

指標名 いじめの解消率 

指標の説明 いじめが解消した割合（解消した件数／認知件数×100） 

実績値(H25) 
小学校 60% 

目標値(H29) 
小学校 80% 

中学校 86.2% 中学校 90% 

【出典：市立小・中学校における児童生徒の問題行動等の状況調査結果】

指標名 いじめに関する意識 

指標の説明 「いじめはどんなことがあってもいけないことだと思う」と回答した児童生徒の割合 

実績値(H26) 
小６ 76.8% 

目標値(H29) 
小６ 100% 

中３ 62.2% 中３ 100% 

【出典：全国学力・学習状況調査】

指標名 不登校児童生徒の出現率 

指標の説明 

何らかの心理的、情緒的、身体的、あるいは社会的要因・背景により、連続又は継続して30日

以上欠席した児童生徒数の割合 

（不登校児童生徒数／全児童生徒数×100） 

実績値(H25) 
小学校 0.34% 

目標値(H29) 
小学校 0.30% 

中学校 3.65% 中学校 3.47% 

【出典：市立小・中学校における児童生徒の問題行動等の状況調査結果】
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施策１．支援教育の推進 

 支援教育とは、今後の共生社会の実現を推進するための教育の在り方であり、障害の有無に

かかわらず、一人ひとりの教育的ニーズに適切に対応していく教育のことをいいます。本施策

では、すべての子どもが必要な教育的支援を受け、できる限り同じ場で学ぶことを通じて、学

習に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごす中で助け合い、支え合っ

て生きていく力を身につけることを目指します。 

 ●小学校における包括的な児童支援体制を構築するため、児童支援コーディネーターの

専任化を推進します。 

 ●「特別支援教育推進計画＊」に基づき、発達障害を含めた特別支援教育の対象である子

どもへの支援を充実させるとともに、さらに、障害の有無にかかわらず、教育的ニー

ズのあるすべての子どもを対象に、一人ひとりに応じた適切な支援を行います。 

 ●いじめ・不登校の未然防止、早期発見・解決を図るため、「川崎市いじめ防止基本方針」

に基づく取組を進めるとともに、「かわさき共生＊共育プログラム」の実施、教育相談

体制の充実などを図ります。 

 ●経済的理由によって就学困難と認められる児童生徒の保護者に対して就学援助を実施

します。 

 ●海外帰国・外国人児童生徒に対する日本語指導や学習支援等の充実を図るなど、ニー

ズに応じた支援を推進します。 

共生社会の形成をめざした支援教育の推進とインクルーシブ教育システム

 「特別支援教育」は、障害のある子ども一人ひとりの教育的ニーズに適切な指導及び支

援を行う教育です。

「支援教育」は、障害の有無にかかわらず、教育的ニーズのあるすべての子どもまで枠

組みを広げ、いじめ、不登校、貧困、精神疾患等の多様な教育的ニーズのある子どもに対

して適切な支援を行うものであり、また教育的ニーズのある子どもと共に学ぶ子どもの共

生の精神の育成にもつながるものです。

「インクルーシブ教育システム」は、障害のある子どもと障害のない子どもが共に学び

合い、育ち合う仕組みです。

●支援教育と特別支援教育の対象（図１）
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事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

児童支援コーディネーター専任化

事業 

●小学校44校で

児童支援コーディ

ネーターを専任化 

●小学校65校で

児童支援コーディ

ネーターを専任化 

●児童支援コーデ

ィネーター専任化

の推進 

今後、共生社会の形成をめざした「支援教育」を推進するためには、障害のある者と障

害のない者が共に学ぶ仕組みである「インクルーシブ教育システム」の構築が必要です。

また、「インクルーシブ教育システム」の構築のためには、「特別支援教育」の充実が不可

欠です。

障害のある子ども一人ひとりに対してその教育的ニーズを把握し、適切な指導及び支援

を行う「特別支援教育」が充実することで、障害のある子どもと障害のない子どもが共に

学び合い、育ち合うという仕組みが構築できると考えるからです。また、「インクルーシ

ブ教育システム」が機能することで、「支援教育」が推進され、すべての子どもが違いを

認め、助け合い、支え合って生きる力を身に付けていくことができると考えます。

支援教育 

特別支援教育 

視覚障害・聴覚障害・知的障害・肢体不自由・病弱・自閉情緒等 

いじめ・不登校・虐待・暴力、貧困、外国籍等 

特別支援教育
の充実 

インクルーシブ教育 
システムの構築 

支援教育の
推進 

強制社会

の実現共

共生社会

の実現

●共生社会の形成をめざした取組の推進イメージ（図２）

（図１）

（図２） 

●小学校における児童支援コ

ーディネーター専任化により、

ニーズに応じた支援体制を構

築し、外部機関との連携や幼保

との連携・中学校への引継ぎ、

若手教員の育成など、小学校段

階における早期の適切な支援

と教育を実施します。



基本政策Ⅲ 一人ひとりの教育的ニーズに対応する

- 40 - 

事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

特別支援教育推進事業  

●特別支援教育サ

ポーターの配置

（120名） 

●小・中学校通級

指導教室の課題へ

の対応検討 

●入院・入所児童

生徒や医療的ケア

を必要とする児童

生徒の学習支援の

実施 

●中央支援学校高

等部分教室の拡充

方針の検討 

●特別支援教育推

進モデル校（中学

校）の報告会等で

取組の成果を発信 

●高等学校におけ

る望ましい支援の

在り方の検討 

●専門職（自立活

動教員）の特別支

援学校への配置の

検討 

●専門性を高める

ための研修の実施 

●サポートノート

の効果的な活用の

推進 

●支援教育の理念

の理解促進 

●特別支援教育サ

ポーターの配置

（120名） 

●小・中学校通級

指導教室の課題へ

の対応検討 

●入院・入所児童

生徒や医療的ケア

を必要とする児童

生徒の学習支援の

実施 

●児童思春期病棟

入院児童生徒への

訪問指導の実施 

●中央支援学校高

等部分教室拡充等

改修工事実施設計 

●特別支援教育推

進モデル校（中学

校）の報告会等で

取組の成果を発信 

●高等学校におけ

る特別支援教育を

推進するための検

討委員会の設置 

●専門職（自立活

動教員）の配置の

検討 

●専門性を高める

ための研修の実施 

●サポートノート

の効果的な活用の

推進 

●（仮称）こども

心理ケアセンター＊

内学級の教育課程

の編成等開設準備 

●小・中・高等学

校への状況に応じ

た特別支援教育サ

ポーターの配置 

●小児がん等の入

院児童生徒への訪

問指導の実施 

●中央支援学校高

等部分教室拡充等

改修工事 

●（仮称）こども

心理ケアセンター

内学級の開設 

●拡充された中央

支援学校高等部分

教室の供用開始 

●高等学校におけ

る支援体制の充実 

●第２期特別支援教育推進計

画に基づき、特別支援教育を推

進します。 

●共生社会の形成をめざした

支援教育の推進に向けたイン

クルーシブ教育システムを構

築します。 

●教育的ニーズに応じた多様

な学びの場を整備します。 

●小・中・高等学校における支

援体制を整備します。 

●教職員の専門性の向上を図

ります。 

●相談や保護者支援のあり方

を検討します。 
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事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

共生・共育推進事業 ●各学校におけ

る「かわさき共生

*共育プログラ

ム」の実施 

●担当者研修の

実施 

●研究推進校で

の効果測定につ

いての検証 

●各学校における

「かわさき共生*

共育プログラム」

年間6時間実施の

推進 

●年間3回、担当

者研修の実施 

●研究推進校での

効果測定について

の検証 

児童生徒指導・相談事業 ●市立全中学校へ

のスクールカウン

セラーの配置 

●市立小学校、高

等学校への学校巡

回カウンセラー７

名の派遣 

●各区１名のスク

ールソーシャルワ

ーカーの配置 

●市立全中学校へ

のスクールカウン

セラーの配置、 

●市立小学校、高

等学校への学校巡

回カウンセラー７

名の派遣 

●各区１名のスク

ールソーシャルワ

ーカーの配置 

適応指導教室事業 ●市内６箇所での

適応指導教室の運

営 

●メンタルフレン

ド＊（ボランティ

ア学生）の募集及

び配置 

●市内６箇所での

適応指導教室の運

営 

●メンタルフレン

ド（ボランティア

学生）の募集及び

配置 

●豊かな人間関係を育む「かわ

さき共生＊共育プログラム」を

実践し、いじめ・不登校の未然

防止等を図ります。 

●「効果測定＊」の活用により、

子どもへの理解を深め、児童生

徒指導の充実を図ります。

●スクールカウンセラー＊を市

立全中学校に配置するととも

に、市立小学校・高等学校に学

校巡回カウンセラー＊を派遣

し、各学校で不登校やいじめの

問題への対応だけでなく、子ど

もたちの豊かな心を育むため

にその活用を促進し、充実させ

ます。 

●子どもが置かれている環境

の調整を行うスクールソーシ

ャルワーカーを各区に１名配

置し、関係機関との連携により

問題の解決を支援します。 

●組織的に対応する校内体制

づくりや、地域や関係機関等と

の連携を推進し、児童生徒理

解・相談体制の充実を図りま

す。 

●不登校の児童生徒の居場所

（安心安全感を得る場所）とし

て適応指導教室「ゆうゆう広

場」を運営し、小集団による体

験活動・学習活動の他、きめ細

やかな相談活動を通して、子ど

もたちの自主性の育成や、人間

関係の適性・自尊感情を高める

ことにより、状況の改善を図

り、学校や社会への復帰につな

がるように取り組みます。
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事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

海外帰国・外国人児童生徒相談事業 ●海外帰国・外国

人児童生徒に対す

る教育相談の実施 

●日本語指導等協

力者の派遣によ

る、初期の日本語

指導及び中学3年

生への学習支援の

実施 

●各学校における

受け入れ体制づく

りのため、帰国・

外国人児童生徒担

当者会を設置 

●海外帰国・外国

人児童生徒に対す

る教育相談の充実

●日本語指導等協

力者の派遣によ

る、初期の日本語

指導及び中学３年

生への学習支援の

推進 

●帰国・外国人児

童生徒教育担当者

会の実施 

●国際教室（日本

語教室）における

特別の教育課程の

実施に向けた準備 

●国際教室（日本

語教室）における

特別の教育課程の

実施 

●小・中・特別支

援学校における特

別の教育課程の実

施に向けた検討 

就学援助・就学事務 ●中学生の部活動

にかかる経費を新

たに支給 

●全保護者への申

請書の配布及び申

請意思の確認、所

得照会を行うこと

により、援助を必

要とする対象者へ

の確実な援助費の

支給 

●学齢簿のオンラ

イン化検討 

●全保護者への申

請書の配布及び申

請意思の確認、所

得照会を行うこと

により、援助を必

要とする対象者へ

の確実な援助費の

支給 

●学齢簿のオンラ

イン化準備 

●学齢簿のオンラ

イン化 

奨学金認定・支給事務 ●高校奨学金及び

大学奨学金の制度

見直し検討 

●高校奨学金及び

大学奨学金の制度

見直し検討 

●総合教育センターを中心に、

区・教育担当、各学校と連携し

た相談・就学体制づくりを進め

ます。 

●日本語指導が必要な児童生

徒に、日本語指導等協力者（学

習支援員）を派遣します。 

●日本語指導が必要な児童生

徒に対して、特別の教育課程に

よる日本語指導体制づくりを

進めます。 

●経済的理由のため就学困難

と認められる学齢児童又は生

徒の保護者に対し、必要な援助

金を支給します。 

●学校教育法等法令に基づき、

学齢児童及び生徒の就学事務

を行います。 

●経済的理由のため修学が困

難な高校生に対し、奨学金を支

給します。 

●経済的理由のため修学が困

難な大学生に対し、奨学金を貸

与します。 
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     基本政策Ⅳ 良好な教育環境を整備する      

 子どもたちが安全安心で快適な環境の中でいきいきと学び、活動できるよう、子どもた

ち自身に自らの安全を守るための能力を身に付けさせる安全教育を推進するなど、学校等

における児童生徒の安全を確保します。また、計画的に学校施設の再生整備や予防保全、

トイレの快適化、バリアフリー化、防災機能の強化や児童生徒の増加対策を行い、良好な

教育環境づくりを進めます。 

■現状と課題 

 近年、登下校時に犯罪に巻き込まれる事件や交通事故、東日本大震災に見られるような

地震や津波などの自然災害の発生等、子どもたちの安全を脅かす事案があとをたたない現

状があります。そのような中、子どもたちが自他の生命を尊重し、生涯にわたって安全に

日々の生活を送るための基礎を培うとともに、進んで安全で安心な社会づくりに貢献でき

るような態度を育てることが求められています。そのためにも、学校教育活動全体を通じ

て、安全に関する教育の充実や組織的な取組の推進、さらに、地域社会や家庭との連携を

図った学校安全の推進を図ることが必要です。 

 本市の学校施設は、建築年次別学校状況に示すとおり、全体のおよそ７割が築年数２０

年以上を経過し、老朽化が進んでいます。また、多様化する学習内容や授業形態への対応

のほか、トイレの快適化、バリアフリー化、環境負荷の低減、防災対策等、新たな社会的

要請への対応が求められています。こうした状況を受け、平成２６年３月に策定した「学

校施設長期保全計画」では、老朽化対策、教育環境の質的改善、環境対策を併せて実施す

る再生整備と予防保全によって、より多くの施設の長寿命化を早期に図るとともに、財政

支出の縮減と平準化を同時に進める計画となっています。 

 また、学校は地域の避難所であるため、今後は非構造部材の耐震化や非常用電源の確保

等による防災機能の強化に向け、計画的に取り組む必要があります。 

■建築年次別学校状況

資料：川崎市教育委員会調べ
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 本市の『新たな総合計画の策定に向けた将来人口推計について』（平成26年８月）によ

ると、本市の年少人口は平成27年以降減少する予測となっていますが、一方で平成22年

にピークに達した０～４歳人口がこれから学齢期を迎えることから、本市の学齢人口は今

後も増加傾向にあります。大規模な住宅建設等に伴う児童生徒の増加に的確に対応し、良

好な教育環境を確保することが求められています。 

■政策目標 

 スクールガード・リーダー＊や地域交通安全員を配置し、地域におけるさまざまな危険か

ら子どもたちを守る取組や防災教育研究推進校の取組を支援するなど、学校安全の推進を

図ります。 

 「学校施設長期保全計画」に基づく取組を進め、より多くの学校の教育環境を早期に改

善します。また、トイレの快適化やエレベータ設置によるバリアフリー化、学校施設防災

機能強化に向けた取組を推進し、安全・安心で快適な教育環境を整備します。 

■参考指標 
（基本政策の目標の達成度を評価する際に参考とするための数値であり、この数値のみをもって基本政策の成果とする
ものではありません。基本政策の評価は、事業の進捗状況等を踏まえて総合的に行います。） 

指標名 トイレ快適化整備校数の割合 

指標の説明 学校トイレ整備事業のトイレ快適化整備校（対象校 小学校91校・中学校41校）の割合 

実績値(H26) 59.８% 目標値(H29) 75.8% 

【出典：川崎市教育委員会調べ】

指標名 エレベータ設置校数の割合（小・中・高・特別支援学校） 

指標の説明 校舎増改築や既存校舎改修によるエレベータの設置校の割合 

実績値(H26) 60.9% 目標値(H29) 70.1％ 

【出典：川崎市教育委員会調べ】

■小学校児童数・学級数長期推計 ■中学校生徒数・学級数長期推計

資料：川崎市教育委員会調べ (平成 26年 10 月現在) 
※住民基本台帳等で実数を把握できる普通学級の児童生徒を対象としています 
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指標名 
再生整備の設計着手校の割合（築31年以上（平成25年４月１日基準日）の小・中・高・特別

支援学校 校舎85校、体育館48校） 

指標の説明 校舎・体育館の再生整備の設計着手校の割合 

実績値(H26) 
校舎 9.4% 

目標値(H29) 
校舎 28.2% 

体育館 10.4% 体育館 41.7% 

【出典：川崎市教育委員会調べ】

指標名 体育館・格技室の吊り天井落下防止対策の実施校の割合（小・中・高・特別支援学校） 

指標の説明 体育館・格技室の吊り天井落下防止対策の実施校の割合 

実績値(H26) 87.9% 目標値(H29) １００％ 

【出典：川崎市教育委員会調べ】

指標名 防災教育研究推進の実施校の割合（小・中・高・特別支援学校） 

指標の説明 防災教育研究推進の実施校の割合 

実績値(H26) 56.2% 目標値(H29) 100% 

【出典：川崎市教育委員会調べ】
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施策１．学校安全の推進 

  学校安全を推進するためには、安全教育と安全管理の両面からの取組が大切であり、学校の

教育活動全体を通じた計画的・組織的な活動として、子どもたちの安全確保に取り組むことが

求められています。本施策では、スクールガード・リーダーや地域交通安全員を配置し、地域

におけるさまざまな危険から子どもたちを守る取組を推進します。また、防災教育研究推進校

を指定する等により各学校の防災力の向上を図るとともに、教育実践を通して、子どもたちの

防災意識を高めます。 

 ●関連教科や総合的な学習の時間等での安全に関する学習をはじめ、特別活動、日常の

学校生活等での安全に関する指導など、学校の教育活動全体を通じて、安全に関する

指導の推進を図ります。 

●生活安全、交通安全、災害安全の各分野について、本市で作成した防災学習テキスト

や交通安全リーフレット、自転車の指導資料などを活用しながら、子どもたちが自他

の危険を予測したり、回避したりする能力を育成します。 

●防災教育研究推進校を指定し、先導的な研究を推進するとともに、各学校の防災担当

者への研修等を通じた啓発を行うことにより、学校や地域の実情に応じた防災教育を

充実させ、学校の防災力や子どもたちの防災意識の向上を図ります。 

●通学路の危険箇所を点検し、改善が必要な箇所については関係機関と連携しながら、

安全対策を進めます。 

 ●スクールガード・リーダーや地域交通安全員を配置し、地域の各種団体などと連携を

とりながら、登下校時の安全確保をはじめ、地域におけるさまざまな危険から子ども

たちを守る取組を進めます。 

●子どもが巻き込まれる恐れがある地域における犯罪の発生等に関わる情報や災害等の

情報等について、関係機関と迅速な情報の共有を図り、保護者への通知に努めるなど、

子どもの安全を確保する対応を図ります。 
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事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

学校安全推進事業 ●スクールガー

ド・リーダーを 

２０人配置 

●地域交通安全員 

９８箇所配置 

●通学路安全対策

会議での議論を踏

まえた危険箇所の

改善を推進 

●防災教育研究推

進校による先導的

な研究を推進 

●学校防災担当者

の研修を年間4回

程度開催し、学校

防災力の向上を推

進 

●全校へ防災備蓄

物資の整備

●スクールガー

ド・リーダーを 

２０人配置 

●地域交通安全員

を９8箇所配置 

●通学路安全対策

会議での議論を踏

まえた危険箇所の

改善を推進 

●防災教育研究推

進校による先導的

な研究を推進する

とともに、各学校

の実態に応じた防

災教育を推進 

●学校防災担当者

の研修を開催し、

学校防災力の向上

を推進 

●スクールガー

ド・リーダーの配

置 

●地域交通安全員

の適正配置 

●スクールガード・リーダーや

地域交通安全員の配置、通学路

の交通危険箇所の解消・改善に

取り組み、学校の安全対策を推

進します。 

●防災教育研究推進校の指定

や学校防災担当者の研修を充

実させ、防災教育を推進しま

す。 

防災教育研究推進校での
ブルーシートテントの設営及び体験訓練 地域交通安全員による登下校の見守り
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施策２．安全安心で快適な教育環境の整備 

  ｢学校施設長期保全計画｣に基づき、学校施設の老朽化対策、質的向上、環境対策等を改修に

よる再生整備と予防保全により実施し、長寿命化を推進します。また、学校施設利用者のニー

ズの高いトイレの快適化やエレベータ設置によるバリアフリー化を図ります。天井等の非構造

部材の耐震化等、避難所機能強化に向けた取組を関係局と連携の上、推進します。 

 ●より多くの学校施設について、早期かつ効率的に教育環境を向上させるために、改築

から改修による手法に転換し、計画的に施設整備を実施し、教育環境の改善と長寿命

化による財政支出の縮減と平準化を図ります。 

 ●校舎の内外装改修、内装の木質化、断熱化、太陽光設備の設置などを実施する再生整

備と予防保全に取り組みます。 

 ●子どもたちの健康面と関連性が高いトイレの快適化による質的向上やエレベータ設置

によるバリアフリー化、緑のカーテンや校庭の一部芝生化によるエコスクール化を推

進します。 

 ●東日本大震災の被害の状況や川崎市地震防災戦略等を踏まえ、天井等の落下防止対策

等の非構造部材の耐震化や、発災後３日程度のライフラインの確保策を中心とした避

難所機能強化に向けた取組を関係局と連携の上、推進します。 

事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

学校施設長期保全計画推進事業 ●校舎再生整備モ

デル校２校工事 

●築後３１年以上

の校舎再生整備８

校設計着手 

●築後３１年以上

の体育館再生整備

５校設計着手 

●築後３１年以上

の再生整備の体育

館５校設計着手

●築後２１年以上

の再生整備の校舎

４校・体育館９校

設計着手 

●築後２０年以下

の予防保全の校舎

２校・体育館２校

設計着手 

●築後３１年以上

の再生整備の校舎

８校・体育館５校

設計着手 

●築後２１年以上

の再生整備の校舎

４校・体育館９校

設計着手 

●築後２０年以下

の予防保全の校舎

２校・体育館２校

設計着手 

●再生整備及び予

防保全の実施 

●築後３１年以上

の再生整備の校舎

８校・体育館５校

設計着手 

●築後２１年以上

の再生整備の校舎

４校・体育館９校

設計着手 

●築後２０年以下

の予防保全の校舎

２校・体育館２校

設計着手 

●既存学校施設の改修等の再

生整備手法により、より多くの

学校の教育環境改善を図ると

ともに、老朽化対策、質的改善、

環境対策による長寿命化を推

進します。また、計画的に予防

保全を実施します。 
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事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

学校施設環境改善事業 ●学校トイレの環

境整備（79校、

２５０箇所） 

●既存校のエレベ

ータ設置（106

校） 

●緑のカーテン設

置（９１校） 

●体育館・格技室

の吊り天井落下防

止対策の実施 体

育館（対象６校中

５校）、格技室（対

象３５校中１５

校） 

●学校トイレの環

境整備（７校、23

箇所） 

●既存校のエレベ

ータ設置（５校） 

●緑のカーテン設

置（９校） 

●吊り天井の落下

防止対策（体育館

１校・対策完了、

格技室１８校・対

策完了） 

●学校トイレの環

境整備（７校、25

箇所） 

●既存校のエレベ

ータ設置 

学校施設維持管理事業 ●学校施設・設備

の保守・点検や維

持管理、補修など

の実施 

●学校施設・設備

の保守・点検や維

持管理、補修など

の実施 

再生整備による内装改修

●教育環境の向上を目指し、ト

イレの快適化やバリアフリー

化、エコスクール化を進めま

す。また、地域の防災力の向上

のために、非構造部材の耐震化

など、学校施設の防災機能の向

上に向けた取組を推進します。 

●学校施設・設備の保守・点検

や維持管理、補修などを計画的

に実施します。 

トイレの快適化
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施策３．児童生徒増加への対応 

  将来人口推計を踏まえ、児童生徒の増加傾向を注視しながら、住宅開発・人口動態を捉えた

児童生徒推計を算出し、特に増加地域においては、通学区域の変更や一時的余裕教室等の普通

教室への転用、校舎の増築、小学校の新設等を計画的に行います。 

 ●子どもたちを安全で快適な教育環境の中で育てていくことをめざし、児童生徒数の動

向等に応じて、地域ごとに必要な対応策を検討し、計画的に増築等を実施します。 

 ●大規模な集合住宅の開発が進展している武蔵小杉駅や新川崎駅周辺の地域では、良好

な教育環境を確保していくために、小学校の新設に向けた取組を進めます。 

事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

児童生徒増加対策事業 ●小杉駅周辺地区

の小学校新設に向

けた取組の推進 

●新川崎地区の小

学校新設に向けた

取組の推進 

●子母口小・東橘

中の合築工事の実

施 

●久末小校舎増

築・体育館改築実

施設計 

●校舎増築工事 

古川小・下沼部

小・臨港中設計着

手、日吉小・片平

小工事着手 

●児童生徒数の動

向等に応じて地域

ごとの対応を検討 

●小杉駅周辺地区

の小学校新設に向

けた取組の推進 

●新川崎地区の小

学校新設に向けた

取組の推進 

●子母口小・東橘

中の合築工事の実

施 

●久末小校舎増

築・体育館改築の

実施 

●御幸小・大師

中・富士見中・白

鳥中校舎増築の実

施 

●古川小・下沼部

小・臨港中校舎増

築の実施 

●下小田中小・末

長小・西梶ヶ谷小

校舎増築の実施 

●児童生徒数の動

向等に応じて地域

ごとの対応を検討 

●児童生徒の増加に的確に対

応した教育環境整備を実施し

ます。 

●各学校の将来推計値に基づ

き、学校や地域の実情を踏ま

え、教室の転用、校舎の増改築、

新校設置、通学区域の見直し等

の対応策を検討し、良好な教育

環境の維持に努めます。 
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      基本政策Ⅴ 学校 教育力 強化  

 学校が保護者、地域と連携しながら、特色ある学校づくりを進めるとともに、学校が自

主的、自律的に学校運営を行い、自ら課題を解決する力を高められるよう、学校を支援し

ていきます。また、子どもの成長に大きな役割を担う教職員一人ひとりが自己の能力や資

質を高められるよう、人材育成等の取組を推進します。 

■現状と課題 

 保護者や地域の方々の意見、子どもの学習状況や生活状況などの多様化により、各学校

は創意工夫を凝らして、地域に根ざした特色ある教育活動を行うことが求められています。

そのためには、学校の教育活動の推進に多くの地域住民が参画することが重要であり、こ

れまで本市では、子どもや保護者、地域住民、教職員からなる学校教育推進会議をすべて

の学校に設置するなど、家庭や地域との連携による教育活動に取り組んできましたが、今

後もこうした取組をさらに充実させていくことが必要です。 

 教育に関する新たな課題が顕在化、また課題そのものが複雑化してきているため、その

課題解決を図るために、各区の実態や状況に応じて、区役所こども支援室に配置している

各区・教育担当を中心にきめ細やかな学校支援を継続する必要があります。また、教職員

が授業研究を行う時間や児童生徒に向き合う時間を確保するため、業務の効率化等に取り

組む必要があります。 

 教職員の大量退職等により、この10 年間の新規採用者の累計数は約2,800人と、総教

員数のほぼ半数となっています。このような状況に伴い、経験の少ない若手教員の授業力

や学級経営力の育成が課題となっており、学校全体の 

教育力の向上を目指して、教職員のライフステージに 

応じた研修の充実に努めるとともに、ミドルリーダー 

として学校の中核を担う中堅職員を育成するなど、学 

校の組織力を強化していく必要があります。 

 平成 29年度から県費負担教職員の給与等の負担が 

本市に移管され、それに伴い定数の決定及び学級編制 

基準の決定の権限も県から本市に移譲されることとなっ 

ています。財源等の制約があるものの政令市自らが教 

職員定数の数や内容を判断できるようになる等、学校 

の実情に即した教職員配置が可能となります。そのた 

め、円滑な移譲に向けた準備を進めるとともに、移譲 

後の学校運営体制のあり方について検討を進める必要 

があります。 

0～5年
28.9%

6～10年
19.5%

11～15年
10.3%

16～20年
6.8%

21～25年
10.6%

26～30年
8.9%

31～35年
9.8%

36年以上
5.1%

■平成 26 年度在職年数別教員数 
（総数 5,627 人） 

資料：川崎市教育委員会調べ
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■政策目標 

 学校が保護者、地域と連携しながら、地域の教育資源や人材を活用し、子どもや保護者、

地域の実態に応じた創意工夫ある教育活動を進め、特色ある学校づくりを推進します。 

 ライフステージに応じた研修や教育実践等を通じて教職員一人ひとりの資質能力を高め

るとともに、その力を組織的に機能させ、学校の教育力を高めます。 

■参考指標 
（基本政策の目標の達成度を評価する際に参考とするための数値であり、この数値のみをもって基本政策の成果とする
ものではありません。基本政策の評価は、事業の進捗状況等を踏まえて総合的に行います。） 

指標名 地域の教育資源や人材を活用した特色ある学校づくり 

指標の説明 学校における教育活動や様々な活動に保護者や地域の人の参加を得ている 

実績値(H26) 83.0％ 目標値(H29) 89％ 

【出典：全国学力・学習状況調査】

指標名 学校の組織・チーム力 

指標の説明 学校全体の学力傾向や課題について、全教職員の間で共有している 

実績値(H26) 93.3% 目標値(H29) 100% 

【出典：全国学力・学習状況調査】

指標名 教職員の資質向上、学校の組織・チーム力 

指標の説明 教職員は、校内外の研修や研究会に参加し、その成果を学校教育活動に積極的に反映させている 

実績値(H26) 93.9% 目標値(H29) 97% 

【出典：全国学力・学習状況調査】

拡大要請訪問
学校全体での授業の振り返り

初任者研修
八ヶ岳少年自然の家での 4日間の宿泊研修

コミュニティ・スクールの取組成果をまとめた
パンフレットを全校に配布



基本政策Ⅴ 学校の教育力を強化する

- 53 - 

施策１．学校運営の自主性、自律性の向上 

  各学校が保護者や地域の方々の理解と参画を得ながら、創意工夫に基づく特色ある教育活動

に取り組めるよう、学校教育推進会議や学校運営協議会制度、学校評価、夢教育２１推進事業＊

等の活用の推進を図ります。 

  学校が抱えるさまざまな課題を地域社会との連携を強化して解決していくために、区におけ

る教育支援を充実します。 

 ●保護者や地域住民が教員と一体となって学校運営に取り組む、コミュニティ・スクー

ルの成果を他の学校へ波及させることなどにより、学校・家庭・地域社会が連携して、

よりよい教育の実現をめざします。 

 ●区・教育担当が、地域の子ども支援に関わる諸団体、保健・福祉部門等の関係機関と

連携するとともに、学校の抱える様々な課題に組織的に対応する校内体制づくりを支

援することにより、困難を抱える子どもの小さなＳＯＳも見逃さない支援体制づくり

を推進します。

 ●「区・学校支援センター」により、地域人材を活用した学校と地域社会の活性化をめ

ざした取組を推進します。 

事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

地域等による学校運営への参加促

進事業 

●地域に開かれた

信頼される学校づ

くり、地域の創意

工夫を活かした特

色ある学校づくり

を目指した学校運

営の推進 

●学校運営協議会

の運営支援（８校） 

●コミュニティ・

スクール連絡会、

コミュニティ・ス

クール・フォーラ

ム＊等の開催 

●各コミュニテ

ィ・スクールの取

組成果の周知 

●地域に開かれた

信頼される学校づ

くり、地域の創意

工夫を活かした特

色ある学校づくり

を目指した学校運

営の推進 

●学校運営協議会

の運営支援（10

校） 

●コミュニティ・

スクール連絡会、

コミュニティ・ス

クール・フォーラ

ム等の開催 

●取組成果をまと

めたパンフレット

の作成 

●学校教育推進会議の充実を

図るとともに、学校・家庭・地

域社会が一体となって学校運

営に取り組む学校運営協議会

（コミュニティ・スクール）を

各区に指定し、その取組成果を

他の学校に波及させることな

どにより、学校・家庭・地域社

会が連携して、より良い教育の

実現をめざします。 
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事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

区における教育支援推進事業 ●区における教育

支援の推進 

①学校運営全般に

対する支援 

②学校間及び学校

と地域の連携強化 

③地域諸団体・機

関との連携強化に

よる子ども支援の

推進 

●「区・学校支援

センター」による

取組推進 

●区における教育

支援の推進 

①学校運営全般に

対する支援 

②学校間及び学校

と地域の連携強化 

③地域諸団体・機

関との連携強化に

よる子ども支援の

推進 

●「区・学校支援

センター」による

取組推進 

地域に開かれた特色ある学校づく

り推進事業 

●「夢教育21推

進事業」等を活用

した、特色ある学

校づくりの推進 

●学校評価の推進 

●学校教育ボラン

ティアの活動の支

援 

●教員公募制の実

施 

●「夢教育21推

進事業」等を活用

した、特色ある学

校づくりの推進 

●学校評価の推進 

●学校教育ボラン

ティアの活動の支

援 

●教員公募制の実

施 

学校の管理運営支援事業 ●学校業務効率化

の促進に向けた学

校業務検討委員会

の実施 

●学校法律相談の

実施 

●各学校における

予算調整制度の実

施 

●理科教材、高等

学校の実習等に必

要な教材の計画的

整備 

●学校業務効率化

の促進に向けた学

校業務検討委員会

の実施 

●学校法律相談の

実施 

●各学校の学校運

営計画等に沿った

予算調整制度の実

施による予算の適

正措置 

●学習効果向上の

ための理科教材等

の整備 

●各区に配置した区・教育担当

を中心に、区役所と連携しなが

ら、学校と地域、関係機関との

連携強化や学校へのきめ細や

かな支援を推進します。 

●各学校の創意工夫を活かし

た教育活動の充実を図るため、

地域人材の活用や学校の自主

性・自律性を高めるなど、特色

ある学校づくりを進めます。ま

た、学校の取組を自主的･自律

的に改善するための仕組とし

て学校評価を推進していきま

す。 

●学校の円滑な管理運営を支

援する取組を進めます。 

●各学校毎に立案した学校運

営計画や環境整備計画を実行

するため予算調整制度を実施

します。 

●効果的な理科教材の整備、ま

た、高等学校の実習等に必要な

指導教材の整備を進めます。 
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施策２．教職員の資質向上 

  採用に関する広報活動の充実を図り、試験方法等を改善し、人間的魅力を備え、創意と活力

に溢れた人材を確保します。教職員が研修・研究に取り組む時間の確保に努めるとともに、ラ

イフステージ研修、校内研修の充実など、様々な研修機会を活用して、資質・指導力の向上を

図ります。 

  県費負担教職員の給与負担・定数決定等の権限移譲について、円滑な移行に向けた準備と移

譲後の本市が目指す学校教育の取組の実現に向けた検討を進めます。 

 ●首都圏をはじめ地方都市においても説明会を実施するなど、採用試験に関する広報や

本市の教職員として働く魅力の発信を充実させるとともに、特別選考試験の実施、大

学推薦制度の活用により、より優秀な人材を安定的に確保します。 

 ●教職員に対して採用時からの経験年数等に応じた体系的なライフステージ研修を実施

し、教職員の資質や指導力の向上を図ります。 

 ●教員同士の学び合いを促進し、日常の授業研究の充実や校内研修の活性化を図り、教

員の授業力向上に向けた取組を進めます。 

 ●人事権者と給与負担者が異なるねじれ状態を解消し、より一層、学校の実情に即した

教職員の配置を推進していくため、移譲後の学校教育・学校運営体制の在り方の検討

や、人事・服務、給与・勤務時間等の制度等について統合の方針の決定など、円滑な

移管に向けた準備を進めます。 

事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

教職員研修事業 ●自らの専門性を

高めるために、ラ

イフステージに応

じた悉皆研修と特

設研修をはじめと

する希望研修の実

施 

●学校全体の教育

力向上のために、

指導主事がチーム

で支援する拡大要

請訪問＊やリクエ

スト研修の実施 

●教職を目指す人

のための「輝け☆

明日の先生の会＊」

の実施 

●ライフステージ

に応じた悉皆研修

の充実 

●特設研修をはじ

めとする希望研修

の充実 

●拡大要請訪問の

充実 

●リクエスト研修

の充実 

●教職を目指す人

のための「輝け☆

明日の先生の会」

の充実 

●子どもたちとともに学び続

ける教員であるために、ライフ

ステージに応じた教職員研修

を推進します。 

特に、学校全体の教育力向上を

目指して、若手教員の資質向上

とミドルリーダー育成の充実

を図ります。 
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事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

県費教職員移管業務 ●移譲後の学校教

育・学校運営体制

の在り方の検討 

●人事・服務、給

与・勤務時間等の

各制度について統

合方針の決定 

●人事給与システ

ム等の改修 

●移譲後の学校教

育・学校運営体制

の在り方の検討 

●人事給与システ

ム、職員情報シス

テム、旅費管理シ

ステム及び健康管

理システムの改修 

●移譲後の学校教

育・学校運営体制

の在り方の決定 

●人事・服務、給

与・勤務時間等の

各制度について、

条例規則等の改正 

●人事給与システ

ム、職員情報シス

テム、旅費管理シ

ステム及び健康管

理システムの運用 

教職員の人事・定数配置業務 ●人事評価制度の

適正な運用の実施 

●管理職登用制度

及び人事異動方針

に基づく職員配置

の実施 

●人事評価制度の

適正な運用の実施 

●管理職登用制度

及び人事異動方針

に基づく職員配置

の実施 

教職員の選考・任免業務 ●第一次試験の地

方会場（東北・九

州）での実施 

●特別選考試験及

び大学推薦制度の

実施 

●大学及び一般会

場における説明会

の実施 

●第一次試験の効

果的・効率的な実

施 

●特別選考試験及

び大学推薦制度の

実施 

●大学及び一般会

場における説明会

の実施 

●次年度に向けた

試験内容の検討・

改善 

教育研究団体補助事業 ●団体の活動支援 ●団体の活動支援 

●平成 29 年度に実施される

学級編制基準や給与負担等の

事務・権限移譲に向けて、円滑

な移管及び移管後の運用に向

けた準備・検討を進めます。 

●学校における教育活動の質

的向上を図る人事評価及び管

理職登用制度を推進し、人事異

動方針に基づいた教職員の意

欲を引き出す人事異動を実施

します。 

●教職員採用に関する広報活

動を充実させるとともに、試験

方法や試験対象等について検

討改善を加えながら、創意と活

力に溢れた優秀な人材の確保

を図ります。 

●本市における教育の振興に

資するため、校長会や各教科の

研究団体など、主体的に事業を

行っている各種教育研究団体

の活動を支援します。 
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以前に比べ

て低下して

いる

55.5%以前と変わ

らない

15.1%

以前に比べ

て向上して

いる

5.2%

わからない

22.7%

不明

1.5%

■「地域の教育力」は自身の子ども時代と比べて

どのような状態にあると思われるか

資料：文部科学省「地域の教育力に関する実態調査」
（平成17年度）

     基本政策Ⅵ 家庭 地域 教育力 高  

いじめや不登校、青少年による犯罪などの子どもを取り巻く問題、家庭における過干渉

や虐待などの子育ての問題などとともに、少子化や核家族化、都市化、地域における地縁

的なつながりの希薄化などが指摘され、地域や家庭における「教育力」の向上が課題とな

っています。さらには、こうした問題が、子どもたちの学力や体力、自尊感情やコミュニ

ケーション能力の低下、若者の引きこもり等の課題にも影響しているとも言われており、

家庭や地域の教育力を高めるための様々な支援が求められています。 

そのためには、生涯学習の推進による様々な世代の地域住民の交流や、学校・家庭・地

域の連携の推進などが必要となります。各家庭における教育力を高めるとともに、子ども

や若者が大人たちと関わり、互いに学び合い、育ち合う中で、地域の一員として主体的に

活動して行く力を培うための環境の醸成に取り組んでいきます。 

■現状と課題 

核家族化の定着や、家庭環境の多様化、 

地域社会の変化により、親子の育ちを支え 

る人間関係が弱まり、子育てについての悩 

みや不安を多くの家庭が抱えています。家 

庭教育について地域全体で考え、支え合っ 

ていく基盤づくりが必要となっています。 

市民館やＰＴＡ等が開催している家庭教 

育を支援する様々な取組に参加できない家 

庭や、時間的・生活的な余裕がなく、家庭 

教育を充分に行うことができない家庭もあ 

り、生活習慣の乱れや自立心の形成に課題 

を抱える子どもの増加など、子どもの育ち 

や学校教育等への影響も指摘されています。 

仕事を持つ父親や母親へのアプローチ方 

法や、より困難な課題を抱えた家庭への支 

援について、様々な主体と連携し新たな方 

策を講じていく必要があります。 

また、本市では、学校・家庭・地域の連 

携を推進し、地域の教育力の向上を図る自 

主的な活動組織として、51中学校区と7行 

政区に地域教育会議が設置され、地域住民 

（※１）「男性雇用者と無職の妻からなる世帯」とは、夫が非農林業雇 

用者で、妻が非就業者（非労働力人口及び完全失業者）の世帯 

（※２）「雇用者の共働き世帯」とは、夫婦とも非農林業雇用者の世帯 

（※３）平成 22 年および平成 23 年の（ ）内の実数は、岩手県、宮城 

県及び福島県を除く全国の結果 

988 977 1,013 1,011 995 (973) (987)
1,054 1065

863 854 851 825 831
(771) (773) 787

745
600

700

800

900

1000

1100

1200

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25

雇用者の共働き世帯

男性雇用者と無職の妻からなる世帯

■共働き等世帯数の推移（全国）

資料：内閣府男女共同参画白書 

（万世帯）
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の主体的な参加と運営により、教育について、子どもを含めて地域全体で考え合うための

意識づくりが進められていますが、一方でその担い手が不足しているなどの課題もあり、

今後、地域教育会議のさらなる活性化に向けた取組を充実させていく必要があります。 

さらに、平成２６年度からスタートした「地域の寺子屋事業」は、地域全体で学校教育

や子どもの育ちを支える環境を醸成していくとともに、多世代で学び合う生涯学習の拠点

づくりを進めることを目的としており、本事業と、地域教育会議や地域で活動する様々な

団体の取組との連携を図りながら、地域の教育力を高めていくことが求められています。 

■政策目標 

各家庭における教育や、地域による子どもや若者の育ちを支える取組を支援するととも

に、地域の様々な大人が子どもたちの教育や学習をサポートする仕組みづくりを進めるこ

とによって、大人も子どもも学び合い、育ち合うための環境づくりや、子どもたちが地域

の一員として夢や希望を持って豊かに育つことができる環境づくりに取り組んでいきます。 

■参考指標 
（基本政策の目標の達成度を評価する際に参考とするための数値であり、この数値のみをもって基本政策の成果とする
ものではありません。基本政策の評価は、事業の進捗状況等を踏まえて総合的に行います。） 

指標名 家庭教育関連事業の参加者数 

指標の説明 
教育文化会館・市民館・分館で実施する家庭・地域教育学級、ＰＴＡ等の企画する家庭教育学級、

その他家庭教育事業の参加者数 

実績値(H25) 20,888人 目標値(H29) 21,000人 

【出典：教育文化会館・市民館活動報告書】

指標名 家庭教育関連事業を通じて悩みや不安が解消・軽減した割合 

指標の説明 

教育文化会館・市民館・分館で実施する家庭・地域教育学級、ＰＴＡ等の企画する家庭教育学級、

その他家庭教育関連事業で悩みや不安が解消・軽減した人の割合 

※事業参加者を対象に平成２７年度からアンケート実施予定 

実績値(H27)  目標値(H29) 平成27年度実績の５％増 

【出典：川崎市教育委員会調べ】

指標名 ＰＴＡ・企業等多様な主体と連携して実施した家庭教育関連事業数 

指標の説明 ＰＴＡ・企業・子育て関連部署等と連携して実施した家庭教育関連事業の開催数 

実績値(H25) 135回 目標値(H29) 150回 

【出典：川崎市教育委員会調べ】

指標名 地域教育会議における参加者の意識の変化 

指標の説明 
地域教育会議が開催する「教育を語る集い」等の事業において、「子どもや地域のことを考える

きっかけとなった」と答えた参加者の割合 

実績値(H26) 76.2% 目標値(H29) 80％ 

【出典：川崎市教育委員会調べ】
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指標名 地域の寺子屋事業に参加する児童の意識の変化 

指標の説明 
地域の寺子屋事業に参加した児童を対象とした意識アンケートにおいて、親や教師以外の地域の

大人と知り合うことができた割合 

実績値(H26) 87.6% 目標値(H29) 92% 

【出典：川崎市教育委員会調べ】
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施策１．家庭教育支援の充実 

 関係部局や団体、企業、大学等、様々な主体と連携しつつ、これまで各種家庭教育事業を受

講できなかった家庭へのアプローチを行うなど、家庭教育事業の推進に取り組み、家庭の教育

力の向上を図っていきます。 

●企業等との連携による家庭教育事業の実施など、仕事をもつ父親や母親のほか、これ

まで各種事業を受講できなかった家庭の方々が学べる機会や場を提供します。 

●教育文化会館・市民館・分館における家庭・地域教育学級、ＰＴＡによる家庭教育学

級のほか、家庭教育推進協議会＊や、子育て支援を所管する各区役所・関係部局、地域

の様々な主体と連携して、家庭教育を支援するための学習機会の充実を図りながら、

学びへのきっかけづくりに取り組みます。 

●家庭教育を支援・推進するための人材育成等に取り組むなど、家庭の教育力の向上を

図ります。 

家庭教育は、学校の教育や地域の教育力とともに、子どもを育むための大事な柱です。 

教育文化会館・市民館を中心に、各区で「家庭教育推進協議会」、「家庭・地域教育学級」

の開催や、「子育て支援啓発事業」、「家庭教育支援講座」のほか、「ＰＴＡ家庭教育学級」

への講師派遣、保育ボランティアの育成など、幅広く家庭教育推進事業が展開されていま

す。 

今後、さらに、地域教育会議や市民活動団体、企業などと協働しながら、学びの内容や

手法も工夫して、これまで市民館の講座に参加できなかった方々も参加できるような機会

を創出していきます。 

〔ＰＴＡ家庭教育学級〕 

子どもの理解や親の役割、家庭環境や地域課題をめぐる諸

課題についての学習を、主に小学校ＰＴＡを中心に全区で開

催しています。（Ｈ25年度：123 学級開設） 

学習テーマはさまざまですが、朝食や給食などを通じた食

育、お金の大切さ、いじめや暴力防止、情報モラル、子ども

とのコミュニケーション、自主性を引き出すコーチングなど

をテーマとした学習などに取り組んでいます。 

家庭教育支援事業について 

PTAによる家庭教育学級
臨床心理士に、子どもの心の

健康について学ぶ



基本政策Ⅵ 家庭・地域の教育力を高める

- 61 - 

事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

家庭教育支援事業 ●市民館等におけ

る家庭・地域教育

学級等家庭教育に

関する学習機会の

提供 

●ＰＴＡによる家

庭教育学級開催の

支援 

●全市・各区家庭

教育推進協議会の

開催 

●企業等との連携

による家庭教育事

業の検討 

●市民館等におけ

る家庭・地域教育

学級等家庭教育に

関する学習機会の

提供 

●ＰＴＡによる家

庭教育学級開催の

支援 

●全市・各区家庭

教育推進協議会の

開催 

●企業等との連携

による家庭教育事

業の実施 

●子育て支援啓発事業、ＰＴＡ

家庭教育学級等を実施します。

●円滑な事業実施に向けて、川

崎市・各区家庭教育推進協議会

において協議・検討を行いま

す。 

●既存の事業ではアプローチ

が十分でなかった部分に対し、

区役所の子育て支援・福祉関係

部署、市民団体、学校、図書館、

企業、大学等との連携による事

業を促進します。 
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施策２．地域における教育活動の推進 

 地域教育会議の活性化や、地域の寺子屋事業の推進など、地域の多様な人材や資源を活かし

て、地域の教育力向上を図る仕組みづくりを進めていきます。 

●行政区・中学校区の地域教育会議をはじめ、地域社会でいきいきと活動する市民や、

子どもたちの成長を見守り支えている市民の意欲や力を、社会全体の活力や地域の教

育力向上につなげられるように支援します。 

●子ども会議＊や地域教育会議の活動をはじめとして、学校と地域が連携して、子どもた

ちの意見表明と社会参加を促進し、地域の一員としての自覚を育みます。 

●シニア世代をはじめとする地域の幅広い世代の方々と協働して、子どもたちの学習や

体験をサポートする「地域の寺子屋事業」を推進します。地域の多様な大人との関わ

りの中で、子どもたちの学力向上や豊かな人間性の育成を図るとともに、多世代で学

ぶ生涯学習の拠点づくりを進めます。 

地域教育会議について 

本市では、学校・家庭・地域の連携を推進し、地域の教育力の向上を図る自主的な活動

組織として、市内の全中学校区と行政区に地域教育会議が設置されています。 

地域教育会議は、1980 年代の学校教育が様々な課題を抱えていた時代に、市民自らが

自分を取り巻く教育環境について考え、教育改革を進めていこうという論議が高まり、市

民からのボトムアップによって生まれた、川崎市独自の組織です。 

地域教育会議では、地域住民の主体的な参加と運営により、「教育を語るつどい」や「子

ども会議」などが開催され、教育について子どもを含めて住民みんなが考え合うための意

識づくりが進められています。 

長い活動の中で、地域教育会議の担い手が不足してきているなどの課題も出されていま

すが、地域のあり方を地域全体で考え、支え合っていく基盤づくりが必要となっている今、

地域の現状を良く知る住民や関係者が集い、課題を発見し、ともに解決に取り組む、地域

教育会議の重要性はさらに増しています。 

【行政区と中学校区の地域教育会議の役割】 

●中学校区では、住民・保護者・教職員の合意形成を図り、学校教育推進会議と連携し

ながら学校の運営や活動を支援するとともに、地域における子育て支援や学校と地域

の協働を推進する組織として機能します。 

●行政区では、中学校区地域教育会議の支援・補完を通したネットワーク化や、行政区

全体の生涯学習活動を促進させるための支援とコーディネートのほか、地域の人びと

の教育行政への意見反映と行政との協働を推進する組織として機能します。 
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放課後、寺子屋先生と一緒に学習する子どもたち

事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

地域の寺子屋事業 ●全市８箇所のモ

デル実施 

●寺子屋先生養成

講座の実施 

●全市２１箇所の

モデル実施 

●寺子屋先生養成

講座の実施 

●地域の寺子屋フ

ォーラム等の開催 

●本格実施  

地域における教育活動の推進事業 ●各行政区・中学

校区における地域

教育会議の活動 

●各行政区・中学

校区地域教育会議

における「教育を

語る集い」や「子

ども会議」等の実

施 

●川崎市地域教育

会議交流会の実施 

●川崎市子ども会

議の実施 

●各行政区・中学

校区における地域

教育会議の推進 

●各行政区・中学

校区地域教育会議

の活性化に向けた

支援 

●川崎市地域教育

会議交流会の開催 

●川崎市子ども会

議の推進と各行政

区・各中学校区子

ども会議との連携 

●地域ぐるみで子どもの学習

や体験活動をサポートし、多世

代で学ぶ生涯学習の拠点づく

りを進めます。 

●地域社会でいきいきと活動

する市民や、子どもたちの成長

を見守り支えている市民の意

欲・力を、社会全体の活力や地

域の教育力の向上につなげら

れるよう支援します。 

さらに、川崎市子どもの権利に

関する条例に基づき、地域にお

ける子どもの育ちや意見表明

を促進します。

地域教育会議交流会でのパネル展示交流
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 基本政策Ⅶ いきいきと学び、活動するための環境づくり  

活力ある豊かな地域をつくるために、市民同士や、団体同士をつなげ、地縁のみならず

「知縁＝学びによるつながり」による新たな絆、コミュニティを創造していくとともに、

地域の生涯学習の担い手を育てる仕組みを構築していく必要があります。市民が集い、学

び、つながり、学んだ成果を活かして主体的に活動することができるように、社会教育の

推進や生涯学習環境の整備などに取り組んでいきます。 

■現状と課題 

 グローバル化や少子高齢・人口減少社会の進行など、社会の様々な変化に対応していく

ためには、市民が自ら学習課題を見つけ、自主的にあるいは様々な機会を通して学び、地

域の中での活動や生活を向上させていく「学ぶ力」を育成していくことが求められます。 

地域社会において人と人との関係が希薄化していることが指摘されている現状にあって

は、相互に理解し、協力して共に地域社会で生きていくための「つながる力」も必要であ

り、社会教育を通して、市民の出会いと学びを支援し、地縁のみならず「知縁」による新

しい「絆」づくりを促進していく必要があります。 

地域の課題や市民の生活課題が多様化し、行政だけでそのニーズに応えるには限界があ

る中で、市民自らの主体的な課題解決に向けた活動を促進するためには、各個人が学び、

つながった成果を活かして積極的に社会へ参画し、地域課題を解決していくことができる、

持続可能な社会の構築に向けた「市民力」の形成が求められます。 

そのためには、これまで地域との関係が薄かった方々も参加しやすい生涯学習の場を提

供することや、インターネット等による分かりやすい生涯学習情報の提供、SNS＊など若い

世代に向けた新たな情報発信方法の検討などを進め、より多くの市民を、学びと活動の循

環へ取り込んでいくことが必要となります。 

36.2
36.0

34.4
25.7

16.6
11.2

9.2
6.5

5.9
4.2

1.6
10.7

8.3

0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0 35.0 40.0

近所づきあいや、町内会・自治会活動への参加を促すこと

住民同士が話し合ったり、知り合う機会をつくること

様々な世代の人が交流する機会をつくること

地域の防災や防犯などについて考える機会を提供すること

家庭教育や子育ての支援に力を入れ、子育て中の家庭を元気にすること

趣味や特技を持った人に活躍してもらう機会をつくること

福祉やボランティア活動に関する学習機会を提供すること

様々な文化活動や市民活動を活発にするために、活動の中心となる人材を養成すること

地域の文化財や歴史を学ぶ機会を提供して、地域への愛着を深めること

地域の文化や芸術を継承していくこと

その他

特になし

無回答

■あなたは、地域の絆づくりのために、どのようなことが特に必要だと思いますか
（％）

資料：平成 25年度かわさき市民アンケート報告書
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その上で、市民の学びを活動へつなげるために、市民館を中心に地域の大学や企業、Ｎ

ＰＯなど様々な主体との連携を強めて「ネットワーク型行政＊」を推進するとともに、市民

活動の育成や活動の場の提供を区行政と一体で行い、各区の特色を活かしながら、市民の 

「学ぶ力」「つながる力」「市民力」を育成し、様々な社会教育振興事業を推進していく

必要があります。 

さらに、地域の中で自ら生涯学習をコーディネートし、社会教育を担っていくことがで

きる人材を育成し、いわば地域の「社会関係資本（ソーシャルキャピタル）＊」としての、

人と人とのより豊かな関係性を構築していく必要があります。 

また、これらの取組と並行し、生涯学習の拠点づくりとして、生涯学習環境の整備を進

めていく必要もあります。具体的には、予防保全による施設長寿命化の推進、社会教育施

設の老朽化への対応とともに、生涯学習、スポーツ、市民活動の場としての学校施設の有

効活用の促進などが求められています。併せて、市民の学習活動を支える社会教育施設の

職員の専門性や資質の向上が求められます。 

さらに図書館においては、市民の仕事や日常生活での課題、地域の課題の解決などを支

援する取組を進めていく必要があります。市民の広範な読書要求に応える資料を整備し、

市民や地域の課題解決を支援する機能を充実させるとともに、インターネットやICTを活用

したサービスの展開、関係機関や学校図書館と市立図書館の連携などを通じて、地域にお

ける読書活動の支援をさらに推進する必要があります。 

■政策目標 

市民の「学ぶ力」を育み、市民の自治力の基礎を培うため、自ら課題を見つけ、自主的

に学び、その成果を活かす学びの機会提供を促進します。 

社会教育の展開を通じて、市民の学びを通じた出会い（「知縁」）を促進し、それが新た

な「絆」「つながり」を生み出すよう支援するとともに、地域における社会教育の担い手を

育成していきます。 

社会教育施設の長寿命化の推進など生涯学習環境の充実を図ります。 

■参考指標 
（基本政策の目標の達成度を評価する際に参考とするための数値であり、この数値のみをもって基本政策の成果とする
ものではありません。基本政策の評価は、事業の進捗状況等を踏まえて総合的に行います。） 

指標名 教育文化会館・市民館・分館の社会教育振興事業参加者数 

指標の説明 
教育文化会館・市民館・分館で実施する各種社会教育事業（学級、集会など、家庭教育振興事業

は除く）に参加した人の数 

実績値(H25) 81,432人 目標値(H29) 85,000人 

【出典：教育文化会館・市民館活動報告書】
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指標名 社会教育振興事業を通じて新たなつながりが増えた割合 

指標の説明 

教育文化会館・市民館・分館で実施する各種社会教育事業（学級、集会など、家庭教育振興事業

は除く）を通じて新しい知り合いが増えた人の割合 

※事業参加者を対象に平成２７年度からアンケート実施予定 

実績値(H27)  目標値(H29) 平成27年度実績の５％増 

【出典：川崎市教育委員会調べ】 

指標名 市立図書館図書タイトル数 

指標の説明 川崎市立図書館全館の所蔵図書の全タイトル数。所蔵図書の多様性を表す指標。 

実績値(H25) 81万件 目標値(H29) 85万件 

【出典：川崎市教育委員会調べ】

市民館での男女平等推進学習
第２回すがお手つなぎまつり
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 施策１．自ら学び、活動するための支援の充実 

   区役所や関係部局、大学、NPO等と連携しながら、市民が自ら学び、学んだ成果を地域づ

くりや市民活動に活かす生涯学習事業を展開し、知縁による新たな絆、コミュニティを創造す

るとともに、市民自治の実現を担う人材を育成していきます。 

●市民自主学級・市民自主企画事業の開催や、講座の企画や運営に関わる市民人材の育

成など、自ら学び、学んだ成果を地域づくりや市民活動に活かすことができる生涯学

習を展開し、市民自治の実現を担う人材を育成します。 

●地域の中での生涯学習活動をより活発化させるため、市民自らの手で学習や活動をコ

ーディネートしていく人材を育成し、地域活動のネットワーク化を図ることで、様々

な市民の社会参加と知縁づくりを促進します。 

●多文化共生や社会参加促進への取組、市民自治などの学びあい、市と市民、市民相互、

地域における様々な主体との協働・ネットワーク、大学との連携促進などを通して、

新しい絆づくりを支援します。

●多様な図書館資料を収集提供するとともに、レファレンスの向上、インターネットや

ＩＣＴの活用、関係機関や学校図書館との連携の促進など、市民の読書要求に応え、

市民の課題解決に役立つ、効果的・効率的な図書館の運営を目指します。 

市立図書館の多様な活動 

市立図書館全館の個人貸出冊数の合計は毎年600 万冊を超えています。特に、武蔵小杉

駅前に移転し、平成25年度に開館した中原図書館では、立地の利便性や最新ＩＣＴ機器の

導入などにより年間貸出冊数が165万冊を超え、その盛況ぶりが話題になっています。 

中原図書館では、自動書庫・自動貸出機・自動予約棚・図書無断持出防止装置（ＢＤＳ）

などの最新機器が注目されていますが、それ以外の図書館でも、自動貸出機やＢＤＳを導

入し、全館でＩＣＴを活用した効率的な図書館運営を行っています。 

地域課題の解決や、就労支援、ビジネス支援、子育て支援の場としての役割も図書館に

は求められるようになっており、多様な資料の充実や高度なレファレンスへの対応に取り

組んでいます。 

また、図書資料をセットにして学校に貸し出し、調

べ学習や読書指導などを支援する取組も進めており、

子どもから大人までが読書に親しむための読書推進

活動を行っています。 

中原図書館の貸出・返却カウンター
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事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

社会教育振興事業 ●地域人材の育成

や活動支援事業の

実施 

●「地域の寺子屋」

推進事業による寺

子屋コーディネー

ターの養成開始 

●社会参加・共生

推進学習事業の実

施 

●市民自治基礎学

習事業の実施 

●市民学習・市民

活動活性化学習事

業の実施 

●市民・行政協働、

ネットワーク学習

事業の実施 

●社会や地域のニ

ーズに対応した学

習事業の実施 

●視聴覚教材の活

用等学習環境整備

事業の実施 

●大学等高等教育

機関との連携促進 

●学習相談事業の

実施 

●学習の成果を地

域へ還元する人材

や、市民自らの手

で学習や活動をコ

ーディネートして

いく人材の養成に

向けた検討 

●寺子屋コーディ

ネーターの養成 

●社会参加・共生

推進学習事業の実

施 

●市民自治基礎学

習事業の実施 

●市民学習・市民

活動活性化学習事

業の実施 

●市民・行政協働、

ネットワーク学習

事業の実施 

●社会や地域のニ

ーズに対応した学

習事業の実施 

●視聴覚教材の活

用等学習環境整備

事業の実施 

●大学等高等教育

機関との連携促進 

●学習相談事業の

実施 

図書館運営事業 ●広範な市民の読

書要求に応えるた

めの資料の整備 

●課題解決に役立

つ資料の収集・提

供 

●ＩＣＴ機器を活

用した効率的な図

書館運営管理 

●図書館総合シス

テム＊の円滑な稼

動 

●来館困難者や視

覚障害者等への支

援サービス実施 

●多様な市民ニー

ズに応えるための

資料の充実・タイ

トル数の確保 

●課題解決に役立

つ地域資料等の広

範な資料の収集・

提供 

●ＩＣＴ機器を活

用した効率的な図

書館運営管理 

●図書館総合シス

テムの円滑な稼動

の推進 

●来館困難者や視

覚障害者等への支

援サービス実施 

●教育文化会館・市民館・分館

において、市民の学習や活動の

支援、社会教育に係る団体やボ

ランティアの育成、市民のネッ

トワークづくりなどを行うと

ともに、学習の成果や地域の人

材資源の活用を図り、市民の力

による地域の教育力とまちづ

くり力の向上を図ります。

●市民の読書要求に応える読

書施設としての機能に加えて、

地域情報や生活情報などあら

ゆる分野で市民が必要とする

資料や情報の提供発信を行い

ます。
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 施策２．生涯学習環境の整備 

 市民の主体的な学びを支援するため、学校施設の有効活用を促進するとともに、社会教育施

設の長寿命化を推進し、生涯学習環境の充実を図っていきます。 

●老朽化等への対応が課題となっている施設について、予防保全による施設長寿命化を

計画的に推進するなど、生涯学習環境の整備・充実を図ります。 

●身近な学校施設の有効活用を推進し、市民の主体的な学びや活動を支援します。 

●社会教育施設の市民サービス向上を図る効果的・効率的な運営のため、民間活力の適

正な活用について検討します。

●市民が生涯学習に接する機会や場所を増やすため、公益財団法人や各種社会教育団体

への支援・連携を行うとともに、NPOや企業、大学などとも連携したシニア向け学習

事業などを行います。 

●いつでも気軽に生涯学習の情報に接することができるよう、全市的な生涯学習情報の

収集と提供、新たな生涯学習情報提供システム＊の構築を支援します。 

学校施設の有効活用について 

本市では、スポーツ・レクリエーション、生涯学習、文化活動、市民活動などの市民の

様々な活動を支援することを目的に、学校教育に支障のない範囲で学校施設の有効活用を

進めています。 

市立小･中学校のほぼ全校で校庭、体育館の開放を行うとともに、音楽室など特別教室

の開放などを進めており、年間で約240 万人の利用があります。平成26年からは、学校施

設のうち、体育館の開放利用について、新たに使用料の徴収を開始しました。 

今後も、身近な場所で住民が集い、活動するコミュニティの拠点として、学校施設の有

効活用を進めていきます。 
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事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

生涯学習施設の環境整備事業 ●かわさき資産マ

ネジメントプラン

に基づく生涯学習

施設設備の劣化状

況の把握 

●社会教育施設の

管理運営における

民間活力の適正な

活用方法の検討

●学校施設の有効

活用や学校施設を

活用した生涯学習

事業の実施 

●劣化状況に基づ

く、生涯学習施設

設備の長寿命化対

策の推進 

●社会教育施設の

管理運営における

民間活力の適正な

活用方法の検討 

●学校施設の有効

活用や学校施設を

活用した生涯学習

事業の実施 

●社会教育施設の

管理運営における

民間活力の適正な

活用方法の検討及

び検討結果に基づ

く取組 

社会教育関係団体等への支援・連携

事業 

●関係団体との協

働や他都市との交

流事業など、各種

生涯学習機会の提

供の支援 

●シニア活動支援

事業への支援 

●市民のニーズに

応じた多彩な体験

講座等の実施への

連携 

●全市的な生涯学

習情報の収集と効

率的な提供に向け

た情報提供システ

ム構築の支援、連

携 

●関係団体との協

働や他都市との交

流事業など、各種

生涯学習機会の提

供の支援 

●シニア活動支援

事業への支援 

●市民のニーズに

応じた多彩な体験

講座等の実施への

連携 

●全市的な生涯学

習情報の収集と効

率的な提供に向け

た情報提供システ

ム構築の支援、連

携 

●市民の生涯学習や地域活動

の拠点として、生涯学習施設の

環境整備に取り組みます。 

●地域における生涯学習の主

体として、社会教育関係団体・

市民活動組織・ＮＰＯ等の活動

を支援するとともに、相互の連

携を図りながら市民と行政の

協働によるまちづくりを推進

します。
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 基本政策Ⅷ 文化財 保護活用 魅力  博物館   

本市には、市内初の国史跡に指定された橘樹官衙遺跡群（橘樹郡衙跡・影向寺遺跡）を

はじめ、多くの文化財があります。「川崎市文化財保護活用計画」の基本理念「文化財が人

をつなぎ、地域を守り育むまちづくり」を踏まえ、市民にとって文化財に親しむ機会が充

実し、文化財に対する意識が高まるよう、文化財を活かした魅力あるまちづくりを推進し

ます。 

教育委員会所管施設である「日本民家園」及び「かわさき宙と緑の科学館」では、市民・

こども局所管施設である「市民ミュージアム」及び「岡本太郎美術館」、その他関連施設と

相互に連携しながら、各施設の特性や専門性の充実を図るとともに、学校・地域等との連

携等により博物館活動を推進し、各施設の魅力向上を図ります。 

■現状と課題

市内の指定・登録文化財＊は平成25年 

度末で 158件ですが、今後は指定・登 

録以外の文化財についても保存・活用を 

図るため、文化財保護制度の整備を図る 

必要があります。 

平成 27年３月に国史跡に指定された 

橘樹官衙遺跡群は、今後、保存管理計画、 

史跡整備計画を策定し、活用を図る必要 

があります。 

文化財所有者への支援、ボランティア 

育成や人材の確保、市民が地域の文化財に親しむ機会の確保が課題となっており、人材育

成を図りながら、多様な担い手により文化財を保護・活用する体制を構築し、文化財を市

民共通の財産として次世代へ伝える取組を推進する必要があります。 

｢日本民家園｣、「かわさき宙と緑の科 

学館」では、各施設の特性・専門性を活 

かした展示、調査研究、教育普及等、博 

物館活動の充実を図るとともに、学校・ 

地域等との連携、生田緑地の横断的な管 

理運営、施設間連携により、各施設の魅 

力向上に向けた事業実施に取り組んでい 

ます。 

今後も、計画的に日本民家園の古民家 

資料：川崎市教育委員会調べ

■指定・登録文化財の件数（国・県・市）
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資料：川崎市教育委員会調べ

■民家園、科学館の入館者数の推移
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補修、耐震補強等を行うほか、平成29年度の日本民家園開園50周年に向けて、生田緑 

地の魅力をさらに発信できるよう、地域や関係機関等との連携・協働事業の実施、市民参

加を促進するとともに関係者間でのネットワークの充実を図る必要があります。さらに、

東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、関係機関等と協力・連携を図りながら、

海外からの観光客にも対応した展示・広報活動の充実や、利便性の向上を図り、本市の魅

力を発信する必要があります。 

■政策目標 

「川崎市文化財保護活用計画」に基づき、新たな文化財保護制度の整備に取り組むなど、

文化財の保護・活用を推進します。 

博物館施設｢日本民家園」、「かわさき宙と緑の科学館」の博物館活動の充実により、各施

設のさらなる魅力向上を図り、本市の魅力として発信します。 

■参考指標 
（基本政策の目標の達成度を評価する際に参考とするための数値であり、この数値のみをもって基本政策の成果とする
ものではありません。基本政策の評価は、事業の進捗状況等を踏まえて総合的に行います。） 

指標名 市内の指定・登録・認定等の文化財件数 

指標の説明 
従来の国・県・市の指定・登録の文化財件数に加え、「川崎市文化財保護活用計画」に基づく新

たな文化財制度の取り組みとして、（仮称）「認定」文化財の件数を追加 

実績値(H25) 158件 目標値(H29) 170件 

【出典：川崎市教育委員会調べ】

指標名 「日本民家園」「かわさき宙と緑の科学館」入園（館）者数 

指標の説明 
日本民家園の年間入園者数(入園料一般500円、中学生以下・市内65歳以上無料)及びかわさ

き宙と緑の科学館の年間入館者数(入館料無料) 

実績値(H25) 
民家園 109,710人 

目標値(H29) 
民家園 120,000人 

科学館 301,399人 科学館 305,000人 

【出典：川崎市教育委員会調べ】

指標名 「日本民家園」「かわさき宙と緑の科学館」来園（館）者アンケート満足度 

指標の説明 「良かった・満足した」と回答した来園（館）者の割合 

実績値(H25) 
民家園 96% 

目標値(H29) 
民家園 97% 

科学館 85% 科学館 90% 

【出典：川崎市教育委員会調べ】
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 施策１．文化財の保護・活用の推進 

 「川崎市文化財保護活用計画」に基づき、新たな文化財保護制度の整備に取り組むとともに、

市民が文化財に親しむ機会の充実を図り、文化財ボランティア等の地域人材の育成・確保を図

ります。また、橘樹官衙遺跡群の保存管理・史跡整備等を計画的に推進します。 

●「川崎市文化財保護活用計画」に基づいて、文化財の調査・保護・活用を推進し、指

定文化財の保存修理等を行います。 

●未指定・未登録の文化財の保存・活用も含めた新たな文化財保護制度などの整備に取

り組むとともに、文化財を保護・活用するための拠点を充実します。 

●国史跡に指定された橘樹官衙遺跡群の保存管理計画を策定するとともに、史跡整備計

画の手法等の検討を行い、活用に取り組みます。 

●市民が文化財に親しむ機会を充実させ、文化財への意識を高めるとともに、文化財ボ

ランティア等の地域人材の育成・確保に取り組みます。 

「川崎市文化財保護活用計画」について 

川崎市には、市内初の国史跡の指定を目指している橘樹官衙遺跡群をはじめ、多数の文

化財が存在しています。これらの文化財を通じて、市民の方々が地域の歴史に親しみ、地

域を再発見し、川崎のまちを「ふるさと」として感じられる、地域の歴史や文化を生かし

た魅力あるまちづくりを推進するため、教育委員会では、「川崎市文化財保護活用計画」

を平成 26年 3月に策定しました。 

 「川崎市文化財保護活用計画」の施策の方向性及び基本理念は次の通りです 

●今後の文化財保護活用施策の方向性 

基本方向１「文化財の価値の共有と継承」 

基本方向２「文化財の魅力を生かした地域づくり」 

基本方向３「文化財をみんなで支える仕組みづくり」 

●川崎市が目指すべき都市像（基本理念） 

「文化財が人をつなぎ、地域を守り育むまちづくり」 

※全文は市ホームページをご覧ください。 

http://www.city.kawasaki.jp/880/cmsfiles/contents/0000048/48101/gaiyo.pdf 

＊文中の「橘樹郡衙跡・影向寺遺跡」は、「橘樹官衙遺跡群」として平成 27 年 3 月に国史跡に指定されまし

た。 



基本政策Ⅷ 文化財の保護活用と魅力ある博物館づくり

- 74 - 

事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

文化財保護・活用事業 ●川崎市文化財保

護活用計画に基づ

く文化財の調査・

保護・活用事業の

推進 

●指定文化財の保

存修理等の実施 

●新たな文化財保

護制度等の検討 

●文化財保護活用

拠点の検討 

●文化財ボランテ

ィアの育成・確保 

●埋蔵文化財の発

掘調査等の実施 

●川崎市文化財保

護活用計画に基づ

く文化財の調査・

保護・活用事業の

推進 

●指定文化財の保

存修理等の実施 

●新たな文化財保

護制度の検討 

●文化財保護活用

拠点の整備に向け

た取組 

●文化財ボランテ

ィアの育成・確保 

●埋蔵文化財の発

掘調査等の実施 

●新たな文化財保

護制度の整備 

●新たな文化財保

護制度に基づく取

組の実施 

橘樹官衙遺跡群保存整備・活用事業 ●橘樹官衙遺跡群

総括報告書刊行・

指定意見具申等の

取組により、国史

跡に指定 

●橘樹官衙遺跡群

の調査・研究・保

存事業の実施 

●橘樹官衙遺跡群

調査指導委員会の

開催 

●史跡めぐり等活

用事業の実施 

●市民との協働に

よる環境整備・維

持管理の実施 

●橘樹官衙遺跡群

保存管理計画の検

討 

●橘樹官衙遺跡群

の調査・研究・保

存事業の実施 

●橘樹官衙遺跡群

調査整備委員会の

開催 

●史跡めぐり等活

用事業の実施 

●市民との協働に

よる環境整備・維

持管理の実施 

●橘樹官衙遺跡群

保存管理計画の策

定 

●橘樹官衙遺跡群

史跡整備計画・手

法等の検討 

橘樹官衙遺跡群の現地見学会

●市内の多くの文化財の適切

な保存と活用に努め、文化財を

活かした魅力あるまちづくり

を推進します。

●橘樹郡衙跡及び影向寺遺跡

は全国的にも貴重な歴史文化

遺産であり、橘樹官衙遺跡群と

して、市内初の国史跡に指定さ

れました。今後は保存管理計画

を策定するとともに、史跡整備

計画の手法等の検討を行い、活

用を図ります。

橘樹官衙遺跡群の確認調査
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 施策２．博物館の魅力向上 

 教育委員会所管施設である「日本民家園」及び「かわさき宙と緑の科学館」では、市民・

こども局所管施設である「市民ミュージアム」及び「岡本太郎美術館」、その他の関連施設と

相互に連携しながら、各施設の特性や専門性の充実を図るとともに、学校・地域等との連携

等により博物館活動を推進し、各施設の魅力向上を図ります。

 ●日本民家園（以下、「民家園」という。）では、日本有数の古民家の野外登録博物館と

しての特性や専門性の充実を図り、古民家・民具等の資料整理、調査研究、展示、教

育普及等の博物館活動を推進します。また、計画的な古民家の補修等を行い、文化財

の適切な保存・活用を図ります。 

 ●かわさき宙と緑の科学館（以下、「科学館」という。）では、市内唯一の自然系登録博

物館として、自然・天文・科学の３分野において、特性や専門性の充実を図り、資料

収集整理、調査研究、展示、教育普及等の博物館活動を推進します。 

●民家園及び科学館では、市民ミュージアムや岡本太郎美術館等における調査研究、展

示、教育普及等の博物館活動との相互の連携を図っていきます。 

 ●民家園及び科学館では、ボランティア、市民活動団体等の育成・支援、学校・地域・

関係機関等との連携・協働事業の実施、関係者間でのネットワークの充実を図ります。 

●平成29年度の日本民家園開園50周年に向けて、生田緑地の魅力を発信します。 

 ●民家園及び科学館では、2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催を控え、

関係機関等と協力・連携を図りながら、海外からの観光客にも対応した展示・広報活

動の充実や利便性の向上を図り、本市の魅力を発信します。 

 ●民家園及び科学館は、地域資源を活用した特色ある文化芸術活動を推進する事業とし

て、市の『第2期川崎市文化芸術振興計画』（平成26年３月）にも位置づけられてお

り、生田緑地を中心とした地域の魅力発信のため、関係部局との連携を図っていきま

す。 

かわさき宙と緑の科学館
天体観測スペース「アストロテラス」での天体観察会

日本民家園
旧古民家所在地 越中五箇山（富山県南砺市）の

伝統芸能「こきりこ」公演 



基本政策Ⅷ 文化財の保護活用と魅力ある博物館づくり

- 76 - 

事務事業名 現状 
事業計画 

H27 H28 H29 

日本民家園管理運営事業 ●文化財建造物・

民具などの保存・

整理、調査研究と

補修の推進（屋根

補修、耐震補強等） 

●展示及び教育普

及事業の充実、ボ

ランティア支援等 

●50周年記念に

向けた検討等 

●外部評価等の活

用による園の魅力

向上 

●広報活動の充実

と利便性の向上 

●生田緑地の横断

的管理運営、施設

間の連携 

●文化財建造物・

民具などの保存・

整理。調査研究と

補修の推進(屋根

補修、耐震補強等） 

●展示及び教育普

及事業の充実(ボ

ランティア支援等 

●50周年記念に

向けた取組 

●外部評価等の活

用による園の魅力

向上 

●広報活動の充実

と利便性の向上 

●生田緑地の横断

的管理運営、施設

間の連携の推進 

●50周年記念事

業の実施 

青少年科学館管理運営事業 ●自然・天文・科

学の3分野におけ

る資料収集整理、

調査研究、展示、

教育普及等博物館

活動の充実  

●ボランティア、

市民活動団体等の

育成・支援と体験

学習の推進 

●外部評価等の活

用による館の魅力

向上 

●広報活動の充実

と利便性の向上 

●生田緑地の横断

的管理運営、施設

間の連携 

●自然・天文・科

学の3分野におけ

る資料収集整理、

調査研究、展示、

教育普及等博物館

活動の充実 

●ボランティア、

市民活動団体等の

育成・支援と体験

学習の推進 

●外部評価等の活

用による館の魅力

向上 

●広報活動の充実

と利便性の向上 

●生田緑地の横断

的管理運営、施設

間の連携の推進 

●国・県・市の指定文化財25

件を有する日本有数の古民家

の野外登録博物館として、その

貴重な文化財を適切に保存・活

用し魅力ある博物館運営を行

います。

●川崎市唯一の自然系登録博

物館として、天文・自然・科学

の 3 つの柱を中心に、魅力あ

る博物館運営を行います。
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第４章 進捗管理の考え方 

  プランの基本理念及び基本目標など今後本市の教育がめざすものを実現するためには、

計画策定後の進捗管理が重要です。また、社会状況や子どもたちの様子など、教育をめ

ぐる状況は、変化を続けています。こうした状況変化にも柔軟に対応できる計画の運用

が必要です。 

そのため、プランに基づく取組の進捗を管理する手法として、「計画（PLAN）－実行

（DO）－評価（CHECK）－見直し（ACTION）」のいわゆるPDCAサイクルを確立し

ていきます。 

  PDCAサイクルの運用にあたりましては、プランの中で基本政策ごとに設定した目標

の到達度や施策・事務事業の計画の実行状況を点検し、学識経験者、市民代表、教職員

代表からなる川崎市教育改革推進協議会から御意見をいただきながら、毎年度評価を行

っていきます。評価の結果については、次年度以降の取組内容の見直し・改善に活用し

ます。 

  また、計画の推進には、多様な主体との連携・協働が必要ですので、目標や事業計画

が計画期間内でどこまで達成できたのかを関係者に分かりやすくお伝えする必要があり

ます。そのため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第27条第1項に基づき、

評価結果に関する報告書を作成し、議会に提出するとともに、広く市民の皆様に公表し

ていきます。 
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その他 

１ 語句説明一覧表 

語 句 
最初に出て 

くるページ 
説   明 

いきいきとした川

崎の教育を目指し

て 1 

 昭和59年6月「川崎の教育のあり方」について市長の諮問をうけ、学識経験者及び行政

関係者からなる「川崎市教育懇談会」が研究・協議を行い、昭和61年11月に報告として

まとめたもの。懇談会では、川崎のこれからの教育のあり方について、「川崎の教育を考える

市民会議」の討議も含め、市民の教育への意思・意見及び教育関係者等から寄せられた意見

をくみながら検討を深めるなど、広く調査研究及び協議を行った。 

教育活動サポータ

ー 1 
 学生や教員ＯＢなどをサポーターとして学校に派遣し、教育活動の支援や個別の児童生徒

の学習支援を行う。 

特別支援教育サポ

ーター 1 

 市立学校において教員の補佐として配置され、特別な教育的ニーズのある児童生徒に対し

て一人ひとりのニーズに応じ、週に数時間、学級内及び学級外において個別的な学習や社会

性の育成等の支援を行う人。 

学校運営協議会 

1 

 保護者及び地域住民が学校運営に参画することにより、そのニーズを迅速かつ的確に学校

運営に反映させるとともに、学校・家庭・地域社会が一体となってより良い教育の実現に取

り組むため、教育委員会が指定する学校（コミュニティ･スクール）に設置する機関。 

 教育委員会が保護者、地域住民、当該校の校長及び教職員、学識経験者等の中から任命す

る委員により構成される。 

学校評価システム 
2 

 学校が、保護者や地域住民等から理解と参画を得ながら、ＰＤＣＡサイクル（Plan目標設

定－Do実行－Check評価－Action改善）を確立する中で、学校づくりを進める仕組み。 

各区・教育担当 
2 

 区役所内の関係課をはじめ、各関係諸機関との連携を図りながら、きめ細やかな学校支援、

総合的な子ども施策の推進、学校と地域の連携強化等を行う学校教育部の機関。 

地域交通安全員 
2 

 児童生徒の通学時における交通安全及び通学路の安全を図るために、通学路上での誘導、

交通整理、安全指導をする臨時的任用職員。 

学校支援センター 

2 

 さまざまな知識や技能、経験を持つ地域の方々の学校支援ボランティアなどへの参加をコ

ーディネートするもので、教育委員会が各区に配置している。主に、学校支援の活動をする

地域の方や事業所等の発掘・リストづくりを行い、各学校からの依頼を受けて紹介する活動

を行っている。 

かわさき共生＊共

育プログラム 2 

 川崎市が実施している参加型体験学習。体験を通して、「人づきあい」の方法を楽しく学

んだり学びなおしたりすることで、自分と友だちとの豊かな関係や集団と積極的なかかわり

をつくりだすために必要なスキル（社会性）を育てるプログラム。

ゆうゆう広場（適

応指導教室） 

2 

 教育委員会が、学校以外の場所において、小集団による体験活動・学習活動等を通して、

不登校児童生徒の集団生活への適応、情緒の安定、基礎学力の補充、基本的生活習慣の改善

等を図り、学校や社会への復帰を支援する施設として設置したもの。 

 なお、適応指導教室については、その役割や機能に照らし、より適切な呼び方を望む声も

あり、川崎市では親しみやすい呼称として「ゆうゆう広場」を用いている。 
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語 句 
最初に出て

くるページ 
説   明 

学校施設長期保全

計画 
2 

 学校施設について、これまで築45年程度で改築を行ってきた手法に替えて、校舎・体育

館の目標耐用年数を80年に設定し、改修による再生整備と予防保全の併用を基本とし、学

校施設の教育環境の改善と長寿命化を図るとともに、財政支出の縮減と平準化を図っていく

ことを目的とした事業。 

スクールソーシャ

ルワーカー 

2 

 いじめ・不登校、児童虐待、暴力行為等の諸問題の解決に向け、学校だけでは対応が困難

な事例等に対して、子どもに影響を及ぼしている環境（家庭、友人関係等）の改善を図るた

め、社会福祉等の専門的な知識・技術を用いて、児童生徒や保護者の相談に応じたり、福祉

機関等の関係機関とのネットワークを活用したりして支援・援助を行う専門家。 

 社会福祉士や精神保健福祉士等の資格を有する者のほか、教育と福祉の両面に関して、専

門的な知識・技術を有する者。本市では、区・教育担当のもとに配置。 

通級指導教室 

2 

 小・中学校の通常の学級に在籍している支援を必要とする児童生徒が、ほとんどの学習は

在籍校で受けながら、週１回程度通って、一人ひとりの教育的ニーズに応じた指導を受ける

教室。本市では、言語小学校７教室、情緒等小学校７教室・中学校３教室、難聴１教室（聾

学校内に設置し、対象は小・中学生）を設置。 

児童支援コーディ

ネーター 
2 

 従来の特別支援教育コーディネーターの機能を拡充し、児童指導や教育相談の機能を合わ

せ持った児童支援活動の中核となる教員で学校長から指名された者。校内の全ての児童を対

象とし、多様な教育的ニーズへの迅速で適切な対応を可能とする支援体制の構築を推進する。 

中学校完全給食実

施方針 

2 

 本市の市立中学校の昼食は、「家庭からの弁当」を基本とする「ミルク給食」を実施し、

併せて、弁当が持参できない時にそれを補完する制度として「ランチサービス事業」を実施

してきたが、中学校完全給食の早期実現を求める市議会の決議や市民の皆様からの様々な意

見・要望を踏まえて、教育委員会会議において議論を重ねた結果、中学校においても、小学

校と同様に完全給食を実施することが望ましいとの結論に至り、平成25年11月に「川崎

市立中学校給食の基本方針」を決定。基本方針決定後、児童生徒及びその保護者アンケート

調査を実施するとともに、「中学校給食推進会議」や「中学校給食推進連絡協議会」を設置

し、安全・安心で温かい中学校完全給食の早期実施に向けた検討を進め、中学校完全給食実

施に係る基本的な事項を「川崎市立中学校完全給食実施方針」として定めた。 

地域の寺子屋 

2 

 地域人材の知識と経験を活かして、地域ぐるみで子どもの学習や体験活動をサポートし、

多世代で学ぶ生涯学習の拠点となる場。各学校の開放施設等を活用し、平日週１回の学習支

援、土曜日等月１回の体験活動・世代間交流を行う。 

川崎市いじめ防止

基本方針 

2 

 平成２６年５月に、いじめ防止のための対策を総合的かつ効果的に推進するために策定し

た市の基本方針。この市基本方針の中には、いじめ問題は学校の指導や家庭の子育ての問題

としてだけでなく、すべての大人たちの問題として取り組む必要があることや、常に開かれ

た学校づくりに努め、学校が保護者や地域と一丸となって相互協力する関係づくりを進めて

いくことが大切であるということが定められている。 

校務支援システム 

2 

 教員に一人1台配置されている校務用コンピュータを使ったシステム。インターネットに

は接続されず、市立学校間のみで情報共有ができる。具体的には、メール、掲示板、行事予

定などのグループウェア機能と、出席簿や通信票、指導要録などの校務処理機能がある。 

全国学力・学習状

況調査 9 

 全国の小学校6年生・中学校3年生を対象にした学力・学習状況調査。教科に関する調査

（小学校6年生：国語・算数、中学校3年生：国語・数学）および、学習や生活に関する意

識調査を実施。平成27年度は理科も実施予定。 

教育委員会制度改

革 9 

 「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」の一部改正。教育の政治的中立性、継続性、

安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、

首長との連携強化を図るなどの、教育委員会制度の抜本的な改革。 
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語 句 
最初に出て

くるページ 
説   明 

学校教育推進会議 

9 

 校長の求めに応じて、学校の教育目標、教育活動等に関する意見や要望等を述べ、ともに

協力し支え合うために、すべての川崎市立学校（学校運営協議会設置校を除く）に設置され

ている機関。 

 校長のほか、校長が児童生徒、保護者、地域住民、教職員等から選定・委嘱した計10名

程度の委員で組織する。 

生きる力 
10 

 変化の激しいこれからの社会を生きる子どもたちに身に付けさせたい「確かな学力」、「豊

かな人間性」、「健康と体力」の３つの要素からなる力。 

キャリア在り方生

き方教育 
12 

 社会の一員としての役割を果たすとともに、それぞれの個性、持ち味を最大限に発揮しな

がら、自立して生きていくために必要な能力や態度を育てる教育であり、子どもたちの社会

的自立や共生・協働の精神を培う視点から、各学校における教育活動を幅広く見直し、これ

までの取組を価値づけ、改革していくための理念。 

確かな学力 
12 

 知識や技能はもちろんのこと、これに加えて、学ぶ意欲や自分で課題を見付け、自ら学び、

主体的に判断し、行動し、よりよく問題解決する資質や能力等まで含めたもの。 

地域教育会議 
12 

 学校・家庭・地域の連携を推進し、地域の教育力の向上を図る市民の自主的な活動組織。

各中学校区と行政区にあり、「教育を語るつどい」、「子ども会議」などを開催する。 

支援教育 

13 

 本市において今後、共生社会の実現を推進するための教育の在り方を言う。発達障害を含

めた特別支援教育の対象である子どもへの支援はこれまで同様に充実させつつ、さらに障害

の有無にかかわらず、教育的ニーズのあるすべての子どもを対象に、一人ひとりに応じた適

切な支援を行う。 

知縁 

13 

 地域社会において人と人との関係の希薄化が問題となる中、地域を基盤とする社会的関係

だけではなく、社会教育を通じた市民の出会いと学びを支援する中で生まれた学びによるつ

ながりのこと。

橘樹官衙遺跡群 

13 

 橘樹官衙（たちばなかんが）遺跡群は、古代の武蔵の国橘樹郡の役所跡である「橘樹郡衙

（たちばなぐんが）跡」（高津区千年）と、隣接する郡寺跡である「影向寺（ようごうじ）遺

跡」（宮前区野川）から構成されている。 

川崎市学習状況調

査 20 

 川崎市の小学校5年生・中学校2年生を対象にした学力・学習調査。教科に関する調査（小

学校５年生：国語・算数、中学校2年生：国語・数学・英語・社会・理科）および、学習や

生活に関する意識調査を実施。中学校１・３年生には5教科の教科に関する調査のみを実施。 

学校司書 

21 

 学校図書館法が一部改正（平成27年4月1日施行）され、学校司書は、学校図書館の運

営の改善及び向上を図り、児童又は生徒及び教員による学校図書館の利用の一層の促進に資

するため、専ら学校図書館の職務に従事する職員と規定された。 

少人数学級 
23 

 国が示している学級編成の標準（小学校１年生は３５人、その他は４０人）を下回る児童

生徒数で１学級を編成すること。 

少人数指導 
23 

 １つの学級を等質、あるいは、習熟度別、課題別などに応じて２つ以上に分けて行う指導

形態および方法。 

ALT 
25 

 Assistant Language Teacher の略で、小・中・高等学校で日本人教師の助手として外

国語を教える外国人講師。 

中核理科教員（Ｃ

ＳＴ） 25 
 Core Science Teacher の略で、横浜国立大学の中核的理科教員養成プログラムを修了し

た小中学校教員。 
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語 句 
最初に出て

くるページ 
説   明 

川崎市子どもの権

利に関する条例 27 

 1989年国連で採択された「子どもの権利条約」に基づき、2000年に全国に先がけ制定

された。子どもが一人の人間として尊重され、安心して自分らしく生き、社会に参加しなが

ら成長していけるよう、権利の理念やそれを保障する仕組みなどを定めている。 

学校図書館コーデ

ィネーター 
28 

 学校を訪問し、図書の選定・整理、図書館の環境整備、学校図書館ボランティアの育成の

ための研修会の開催など、図書館ボランティアや図書委員会への指導助言を行う。 

食育 

30 

 生きる上での基本であって、知育・徳育及び体育の基礎となるべきものと位置づけ、様々

な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践す

ることができる人間を育てること。 

地域を活用した学

校丸ごと子どもの

体力向上推進事業 

30 

 教育委員会が中心となり、地域の様々な機関等と連携したコンソーシアムを構築し、地域

の人的資源を効果的に活用するなどして、子どもの体力向上を推進する事業。 

ICT 

32 

 Information and Communication Technology の略。コンピュータや情報通信ネット

ワーク（インターネット等）などの情報コミュニケーション技術。デジタルカメラやプロジ

ェクター、拡大提示器などの情報機器も含まれる。 

無線LAN環境 

32 

 パソコンやタブレット端末などのネットワーク対応機器が、ケーブル（有線）を使わずに

電波（無線）を使ってインターネット接続などができる状況。電波を受けるアクセスポイン

トを教室内や廊下に設置することにより、教室や図書室等からも、ケーブルを使わずにイン

ターネットに接続することができる。 

教育の情報化推進

計画 
32 

 国の動向や本市の状況の調査をもとに、子どもたちの情報活用能力の育成、教職員の指導

力向上、教職員の子どもたちとふれあう時間の確保をめざして策定した計画。概ね5年間を

見据えたもので、初版は、201２年（平成24年）3月に作成。総合教育センター情報・視

聴覚センターが編集。 

中高一貫教育 

33 

 従来の中学校・高等学校の制度に加えて、生徒や保護者が６年間の一貫した教育課程や学

習環境の下で学ぶ機会をも選択できるようにすることにより、中等教育の一層の多様化を推

進し、生徒一人ひとりの個性をより重視した教育の実現を目指すものとして、学校教育法等

を一部改正し、平成１１年４月より選択的に導入することが可能となった制度。 

市立高等学校改革

推進計画 

33 

 『川崎市立高等学校教育振興計画』のうち「新しい視点による学校・学科・学系の創造」

を具体的に推進するための方向性と施策を示す計画として、平成１９年７月に策定。 

 中高一貫教育と二部制定時制課程の川崎高校への導入を中心に、商業高校の全日制課程と

定時制課程、川崎総合科学高校定時制課程、橘高校定時制課程を対象とした再編計画を「第

１次計画」とし、高津高校の全日制課程と定時制課程の再編、橘高校定時制課程の再編を含

む計画を「第２次計画」としている。 

川崎市立高等学校

教育振興計画 
33 

 生徒がいきいきと学び、生きる力を育むことができるよう、これまでの「教育課題につい

ての研究・検討の成果や提言に基づく高等学校の構築」と、「地域に根づいた高等学校の創造」

をめざして、平成１５年５月に策定した計画。「新しい視点による学校・学科・学系の創造」

など、川崎市立高等学校の充実・発展に向けて取り組む内容を５つの項目にまとめた。 

障害者の権利に関

する条約 35 

 障害者の人権及び基本的自由の享有を確保し，障害者の固有の尊厳の尊重を促進すること

を目的として，障害者の権利の実現のための措置等について定めた条約のこと。2014年1

月、世界で140番目の批准国として、日本が「障害者の権利に関する条約」を締結した。 

障害者差別解消法 

35 

平成25年6月26日に公布された「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」

のこと。障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無に

よって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現

を目指した法律。 
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インクルーシブ教

育システム 35 

 人間の多様性の尊重等、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達さ

せ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするという目的の下、障害のある者と障害

のない者が共に教育を受ける仕組み。 

発達障害 

35 

 自閉症、アスペルガー症候群等その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害

その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの（発

達障害者支援法）。 

医療的ケア 

35 

 医師の指導の下に、保護者や看護師が日常的に行っている経管栄養、たんの吸引等の医行

為のこと。本市では、医療的ケアを必要とする児童生徒が在籍する特別支援学校に看護師を

配置し、また、小・中学校においては、週１回90分の看護師訪問を行い、毎日付き添う保

護者の負担軽減を図っている。 

特別支援教育コー

ディネーター 35 

 校内委員会・校内研修の企画・運営、関係諸機関・学校との連絡・調整、保護者からの相

談窓口など、特別支援教育のコーディネーター的な役割を担うため、各学校の校長に指名さ

れた教員。 

いじめ防止対策推

進法 

36 

 この法律は、いじめが、いじめを受けた児童等の教育を受ける権利を侵害し、その心身の

健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危

険を生じさせるおそれがあるものであることを鑑み、いじめの防止等のための対策を総合的

かつ効果的に推進するため、基本理念を定め、国及び地方公共団体等の責務を明らかにし、

並びにいじめ防止等のための対策に関する基本的な方針の策定について定めるとともに、い

じめの防止等のための対策の基本となる事項を定めている。平成25年6月28日に公布。 

いじめの防止等の

ための基本的な方

針 
36 

 児童生徒の尊厳を保持する目的の下、国・地方公共団体・学校・地域住民・家庭・その他

の関係者の連携の下、いじめ問題の克服に向けて取り組むよう、いじめ防止対策推進法第11

条第1項の規定に基づき、文部科学大臣が、いじめ防止等のための対策を総合的かつ効果的

に推進するために定めたもの。平成25年10月11日文部科学大臣決定。 

就学援助 

36 

 学校教育法第１９条にかかげる就学援助の趣旨に沿って、経済的に就学が困難な学齢児童

生徒の保護者に対し、市が適切な援助を行うことにより、義務教育の機会均等を図る制度。

その支給対象は、学用品、通学用品、校外活動、新入学児童生徒学用品、修学旅行、学校給

食及び自然教室参加に係る費用など。 

児童支援活動推進

校 
37 

 専任化された児童支援コーディネーターが、児童支援活動を推進している小学校。24年

度のモデル校7校から始まり、26年度は44校となっている。 

個別の指導計画 

37 

 特別支援学校学習指導要領の総則に示された幼児児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに対

応して、指導目標や指導内容・方法を盛り込んだ指導計画。例えば、単元や学期、学年ごと

に作成され、それに基づいた指導が行われる。 

 本市では、小学部入学から高等部卒業まで一貫した個別の教育支援計画（年度ごとの個別

の指導計画を含む）を「サポートノート」と称し、特別支援学級と特別支援学校において作

成を進めている。 

特別支援教育推進

計画 38 

 本市の特別支援教育の方向性を示すもので、具体的な施策は、かわさき教育プランの中で

示し、進捗管理を行う。第１期は平成17年度から平成26年度、第２期は平成27年度か

ら概ね10年間を対象期間とする。 

（仮称）こども心

理ケアセンター 
40 

 虐待等により特別なケアを必要とする子どもの抱える課題に対して医療と心理の専門的ケ

アに配慮した入所施設。法令上は「情緒障害児短期治療施設」。平成２７年度に施設開設を予

定し、平成２８年度から施設内学級による教育が予定されている。 
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効果測定（かわさ

き共生＊教育プロ

グラム） 

41 

 「かわさき共生＊共育プログラム」の効果を検証するために川崎市が開発したアンケート

調査。結果から、子どもたちの社会性や学校生活の満足度、学級に対する感じ方、考え方が

確認できる。 

スクールカウンセ

ラー 

41 

 臨床心理に関して専門的な知識及び経験を有する者で、本人の抱える心の問題を改善・解

決していく心理の専門家。生徒に対する相談のほか、保護者及び教職員に対する相談、教職

員等への研修、事件・事故等の緊急対応における生徒の心のケアなど、学校の教育相談体制

に大きな役割を果たしている。 

 文部科学省では、平成７年度から、「心の専門家」として臨床心理士などをスクールカウン

セラーとして全国に配置し、平成１３年度からは、全国の中学校に計画的に配置することを

目標とした「スクールカウンセラー活用事業補助」を開始。本市では、全市立中学校に配置

している。 

学校巡回カウンセ

ラー 
41 

 小学校・高等学校に要請訪問および定期巡回訪問し、児童生徒・保護者の相談や、必要に

応じて緊急支援を担当するスクールカウンセラーの呼称。 

メンタルフレンド 

41 

 適応指導教室の諸活動において、子どもとの触れ合いを通じて子どもの健全な育成を援助

するため、ボランティア活動として配置した、教育や心理に関心のある大学生・大学院生。

子どもの心の友（メンタルフレンド）。 

スクールガード・

リーダー 44 

 子どもの登下校時等の安全確保を行うスクールガード（学校安全ボランティア）との連携

や指導及びスクールガードの参加促進などの取組を支援する、警察官ＯＢなどの防犯の専門

家。 

夢教育21推進事

業 
53 

 各学校の創意工夫を活かした教育活動の充実を図るため、地域人材の活用や学校の自主

性・自律性を高めるなど、特色ある学校づくりを推進する事業。 

コミュニティ・ス

クール・フォーラ

ム 

53 

 コミュニティ・スクール指定校が、それぞれの取組内容やその成果を発表し、他の学校へ

周知するための場。 

拡大要請訪問 
55 

 各教科等、特別支援、教育相談、情報視聴覚、生徒児童指導などの担当指導主事がチーム

で、1日（半日）学校を訪問して、授業づくりについて指導助言を行う。 

輝け☆明日の先生

の会 
55 

 川崎市の教職員を目指す社会人・学生などに向けた教師塾。5月～９月の土曜日、全7回

開設。 

家庭教育推進協議

会 60 

 家庭教育推進事業の円滑な遂行を図ることを目的とする会議。区内の事業調整や集約を行

うために行政区ごとに区家庭教育推進協議会を設置し、その代表及び行政委員等で市の家庭

教育推進協議会を組織する。 

子ども会議 

62 

 川崎市子どもの権利に関する条例の意見表明権に基づき、市政について子どもの意見を求

めるために設置された会議。現在、市・７行政区・５１中学校区の子ども会議がある。子ど

もたちから出された意見は、提言、報告書という形でまとめられ、市や区に提出する会議も

ある。 

SNS 

64 

 Social Networking Service（ソーシャル・ネットワーキング・サービス）の略。個人間

のコミュニケーションを促進し、社会的なネットワークの構築を支援する、インターネット

を利用したサービスのこと。趣味、職業、居住地域などを同じくする個人同士のコミュニテ

ィーを容易に構築できる場を提供している。（「デジタル大辞泉」より引用） 

ネットワーク型行

政 
65 

 市民の学びや、学びを通したつながり・活動を、社会教育行政のみならず、様々な立場か

ら総合的に支援していく仕組み。 
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社会関係資本（ソ

ーシャルキャピタ

ル） 
65 

 インフラを意味する「社会資本」とは異なる。社会にとって、人と人、人と組織のつなが

りも一つの資本であるという考え方。いわゆる「村社会」といった日本における伝統的な共

同体も社会関係資本であるが、ここでは、開放的で、学びを通じてできた新たなつながりを

もって社会関係資本と捉えている。 

図書館総合システ

ム 
68 

 市立図書館・市立学校図書室の資料データや利用者データを一元的に管理し、貸出や予約、

資料検索などの業務を行うためのコンピュータシステム。 

生涯学習情報提供

システム 69 

 生涯学習のきっかけや場を探したり、自身の持つ知識や技術を地域にいかすためなど、様々

なニーズに応じた全市的な生涯学習情報を収集し、インターネットなどを通じて容易にそれ

らの情報を入手できるようにするための仕組み。 

指定・登録文化財 
71 

 市内に所在する文化財のうち、特に重要なものについて、市・県・国の文化財に指定・登

録し、その保護・活用を図っている。 
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２ 策定体制 

 学識経験者、教職員代表及び市民代表の委員で構成される「川崎市教育改革推進協議会」

からの意見を踏まえながら、教育委員会事務局内に設置した「かわさき教育プラン策定推

進本部」においてプランの検討を行ってきました。その結果をプランの案としてまとめ、

教育委員会で審議・決定し、策定します。 

かわさき教育プラン策定推進本部 

教育行政

WG 

学校教育

WG 

社会教育

WG 

川崎市教育改革推進協議会 

教育行政

専門部会

学校教育

専門部会

社会教育

専門部会

庁内検討組織

→報告
←意見

構成員：学識経験者、教職員代表、市民代表 

教育委員会 

審議・決定
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３ 策定経過 

○平成25年度

No. 開催日 会議名等 内 容 

１ 4月 23日 教育委員会協議会等 ○策定想定スケジュールについて 

○策定体制について 

２ 5月 14日 第１回かわさき教育プラン策定推

進本部会議 

○策定想定スケジュールについて 

○策定体制について 

○今後3年間の主要課題について 

3 5月 21日 第 1回教育改革推進協議会 ○策定想定スケジュールについて 

○策定体制について 

４ ７月  ３日 第２回かわさき教育プラン策定推

進本部会議 
○今後、10年を見据えた課題の整理について 

５ 
7月  9 日 

7 月 16日 

7 月 24日 

教育改革推進協議会 

 第 1回社会教育専門部会 

 第 1回学校教育専門部会 

 第 1回教育行政専門部会 

○今後、10年を見据えた課題の整理について 

６ 7月 26日 平成25年度第1回かわさき市民ア

ンケート 
○7/26～8/16 生涯学習について 

７ ８月２０日 教育委員会協議会等 ○今後３年間の課題への取組について 

８ 
10月  7 日 

10 月  9 日 

教育改革推進協議会 

 第 2回社会教育専門部会 

 第 2回学校教育専門部会 
○課題への対応について 

○学校教育をめぐる現状と課題 

９ 11月 13日 第３回かわさき教育プラン策定推

進本部会議 

○教育施策の今後の基本的方向性について 

○現行教育プランの進捗状況及び課題の整理について 

○課題への対応について 

10 11月 18日 第 2回教育改革推進協議会 ○教育施策の今後の基本的方向性について 

○現行教育プランの進捗状況及び課題の整理について 

○課題への対応について 

11 11月 26日 教育委員会協議会等 ○教育施策の今後の基本的方向性について 

○現行教育プランの進捗状況及び課題の整理について 

12 12月 26日 第４回かわさき教育プラン策定推

進本部会議 
○課題への対応について 

13 1月  6 日 第３回教育改革推進協議会 ○課題への対応について 

14 2月 12日 教育委員会協議会等 ○かわさき教育プラン～第３期実行計画の延長及び次

期プラン策定に向けた考え方～(案)について 

15 2月 17日 第 4回教育改革推進協議会 ○課題への対応について 

○かわさき教育プラン実行計画について 

16 2月 21日 

3 月  6 日 

3 月  6 日 

3 月 10日 

3 月 10日 

小学校長会運営会議 

高等学校長会 

中学校長会役員会 

特別支援学校長会 

川崎市教職員組合 

○かわさき教育プラン～第３期実行計画の延長及び次

期プラン策定に向けた考え方～（案）について 

17 2月 28日 教育委員会協議会等 ○2/28～3/10 第３期実行計画延長案の教育委員意

見募集 

18 2月 28日 教育改革推進協議会 ○2/28～3/10 第３期実行計画延長案の協議会委員

意見募集 

19 3月  6 日 各市立学校長 ○3/6～3/15 第３期実行計画延長案の学校長意見

募集 
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No. 開催日 会議名等 内 容 

20 3月  7 日 

3 月  8 日 

3 月 11日 

3 月 11日 

3 月 12日 

3 月 12日 

3 月 13日 

3 月 14日 

3 月 14日 

3 月 15日 

市 PTA役員会 

高津区 PTA役員会 

川崎区 PTA運営委員会 

宮前区 PTA運営委員会 

中原区 PTA運営委員会 

幸区  PTA運営委員会 

麻生区 PTA運営委員会 

高津区 PTA運営委員会 

中原区 PTA会長会 

多摩区 PTA運営委員会 

○かわさき教育プラン～第３期実行計画の延長及び次

期プラン策定に向けた考え方～（案）について 

21 ３月 17日 教育委員会協議会等 ○かわさき教育プラン～第３期実行計画の延長及び次

期プラン策定に向けた考え方～（案）について 

22 ３月１８日 市議会総務委員会 ○かわさき教育プラン～第３期実行計画の延長及び次

期プラン策定に向けた考え方～（案）について 

23 ３月２５日 教育委員会 ○かわさき教育プラン～第３期実行計画の延長及び次

期プラン策定に向けた考え方～について審議、決定 

目次 

Ⅰ第３期実行計画の重点施策 平成 26 年度の取組

について 

Ⅱ川崎市の教育の現状と課題 

Ⅲ次期プラン策定に向けた考え方

○平成26年度

No. 開催日 会議名等 内 容 

1 5 月 12日 第１回かわさき教育プラン策定推

進本部会議 

○策定スケジュールについて 

○次期プランの構成及び計画期間について 

○今後3年間の主要課題について 

2 5月 27日 教育委員会 ○策定スケジュールについて 

○次期プランの構成及び計画期間について 

3 5月 28日 第 1回教育改革推進協議会 ○策定スケジュールについて 

○次期プランの構成及び計画期間について 

4 6月 27日 市長と教育委員による学校訪問 

京町中学校 

○生徒たちの学習の状況やそれを踏まえた授業づく

り、学習習慣の確立等についての意見交換 

5 7月  8 日 スクールミーティング 

王禅寺中央中学校 

○懇談会テーマ 一人ひとりが生き生きと活動し、生

徒が主役になれる学校づくり 

6 7月  8 日 地域教育会議代表者会議 ○今後の地域教育会議のあり方について 

7 8月  7 日 初任研宿泊研修会 ○教育長講話 新しい「かわさき教育プラン」と「キ

ャリア在り方生き方教育」 

8 8月 11日 第 2 回かわさき教育プラン策定推

進本部会議 
○次期「かわさき教育プラン」の検討状況について 

9 8月 11日 社会教育委員会議 ○次期「かわさき教育プラン」の検討状況について 

10 8月 25日 教育委員会 ○次期「かわさき教育プラン」の検討状況について 

11 8月 28日 市議会総務委員会 ○次期「かわさき教育プラン」の検討状況について 

12 8月 29日 校長研修 ○教育長講話 新しい「かわさき教育プラン」の策定

と「キャリア在り方生き方教育」の推進 

13 9月  1 日 

9 月  3 日 

9 月 10日 

9 月 11日 

9 月 19日 

中学校長会役員会 

特別支援学校長会 

高等学校長会 

川崎市教職員組合 

小学校長会企画会議 

○次期「かわさき教育プラン」の検討状況について 
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No. 開催日 会議名等 内 容 

14 
9月  3 日 

9 月  3 日

教育改革推進協議会 

 第 1回社会教育専門部会 

 第 1回学校教育専門部会 

○次期「かわさき教育プラン」の検討状況について 

15 9月  5 日 

9 月 10日 

9 月 19日 

10 月  4 日 

10 月 11日 

11 月  8 日 

11 月 10日 

11 月 10日 

市 PTA役員会 

幸区  PTA役員会 

川崎区 PTA役員会 

高津区 PTA役員会 

中原区 PTA役員会 

多摩区 PTA役員会 

宮前区 PTA役員会 

麻生区 PTA役員会 

○次期「かわさき教育プラン」の検討状況について 

16 10月 8 日 21 世紀の川崎の教育を創造する研

究会 地区研究会の意見交流会 

○区ごとに、かわさき教育プランに関連したテーマに

よる意見交換 

17 10月 22日 

11 月  6 日 

11 月 11日 

高津区地域教育会議交流会 

多摩区地域教育会議交流会 

中原区地域教育会議交流会 
○次期「かわさき教育プラン」の検討状況について 

18 10月 29日 第 3 回かわさき教育プラン策定推

進本部会議 

○川崎市教育振興基本計画かわさき教育プラン第１期

実施計画素案（案）について 

19 11月  4 日 社会教育委員会議 ○川崎市教育振興基本計画かわさき教育プラン第１期

実施計画素案（案）について 

20 11月  5 日 第２回教育改革推進協議会 ○「川崎市教育振興基本計画かわさき教育プラン第１

期実施計画」素案（案）について 

21 11月 11日 スクールミーティング 

高津小学校 

○懇談会テーマ これからの社会を生きる子どもたち

に必要なもの 

22 11月 18日 第３回教育改革推進協議会 ○川崎市教育振興基本計画かわさき教育プラン第１期

実施計画素案（案）について 

23 11月 25日 教育委員会 ○川崎市教育振興基本計画かわさき教育プラン第１期

実施計画素案（案）について 

24 11月 29日 かわさき教育フォーラム ○テーマ これからの社会を生きる子どもたちに必要

なもの～未来につながるキャリア教育～ 

25 12月  9 日 市議会総務委員会 ○川崎市教育振興基本計画かわさき教育プラン第１期

実施計画素案（案）について 

26 12月 25日 教育委員会 ○川崎市教育振興基本計画かわさき教育プラン第１期

実施計画素案について審議、決定 

27 1月  7 日 第４回かわさき教育プラン策定推

進本部会議 

○川崎市教育振興基本計画かわさき教育プラン第１期

実施計画素案に関する意見募集及び市民説明会につ

いて 

28 1月  8 日 パブリックコメント手続 ○１/８～２/６ 川崎市教育振興基本計画かわさき教

育プラン第１期実施計画素案に関する意見募集の実

施 

29 1月  8 日 市 PTA役員会、理事会 ○川崎市教育振興基本計画かわさき教育プラン第１期

実施計画素案に関する意見募集及び市民説明会につ

いて 

30 1月 13日 

１月 16日 

1 月 16日 

1 月 22日 

特別支援学校長会 

小学校長会企画会議 

中学校長会役員会 

高等学校長会 

○川崎市教育振興基本計画かわさき教育プラン第１期

実施計画素案に関する意見募集及び市民説明会につ

いて 

31 1月 17日 

１月 21日 

1 月 22日 

川崎市教育振興基本計画かわさき

教育プラン第１期実施計画素案市

民説明会 

○川崎市教育振興基本計画かわさき教育プラン第１期

実施計画素案について 
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No. 開催日 会議名等 内 容 

32 1月 20日 教育委員会協議会等 ○川崎市教育振興基本計画かわさき教育プラン第 1 期

実施計画素案に関するパブリックコメントの実施状

況について 

33 
1月 21日 

2 月  4 日 

2 月  6 日 

2 月 12日 

子どもたちとの意見交換会 

・小・中学生 

・高津高等学校 

・川崎高等学校 

・橘高等学校 

○子どもたちと渡邊教育長の意見交換 

34 2月 10日 教育委員会協議会等 ○川崎市教育振興基本計画かわさき教育プラン第 1 期

実施計画素案に関するパブリックコメントの実施状

況について 

35 2月 12日 第５回かわさき教育プラン策定推

進本部会議 

○第２次川崎市教育振興基本計画かわさき教育プラン

第１期実施計画（案）について 

36 2月 17日 第４回教育改革推進協議会 ○第２次川崎市教育振興基本計画かわさき教育プラン

第１期実施計画（案）について 

37 3月 12日 市議会総務委員会 ○第２次川崎市教育振興基本計画かわさき教育プラン

第１期実施計画（案）について 

38 3月 13日 教育委員会協議会等 ○第２次川崎市教育振興基本計画かわさき教育プラン

第１期実施計画（案）について 

39 3月 24日 教育委員会 ○第２次川崎市教育振興基本計画かわさき教育プラン

第１期実施計画について審議、決定 
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４ 川崎市教育改革推進協議会設置及び運営要綱 

(目 的) 

第１条 この要綱は、川崎市教育改革推進協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営に関

し、必要な事項を定めるものとする。 

(所掌事務) 

第２条 協議会の所掌事務は次のとおりとする。 

(1) 市の教育改革等のあり方等について意見を述べること。 

(2) かわさき教育プランの進捗状況について報告を受け、意見を述べること。 

(3) かわさき教育プランの策定について意見を述べること。 

(構 成) 

第３条 協議会は、１３人以内の委員をもって構成する。 

２ 委員は、市民代表、本市の教職員代表、学識経験等を有する者のうちから、教育委員会が委

嘱又は任命する。 

３ 委員の任期は２年以内とし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。ただし、再任を妨げない。 

４ 教育委員会は必要があると認めるときには、アドバイザーを置くことができる。 

(座 長) 

第４条 協議会に座長を置き、委員の互選により選出する。 

２ 座長は協議会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

(協議会の招集) 

第５条 協議会は、必要に応じて教育委員会が召集する。 

(部 会) 

第６条 座長は、必要に応じて、部会を開くことができる。 

２ 部会の出席者及び部会長は、その都度、座長が指名する。 

(関係者の出席) 

第７条 協議会において必要があると認めた場合は、関係者の出席を求めて意見を聴くことがで

きる。 

(庶 務) 

第８条 協議会の事務局は、教育委員会事務局において処理する。 

(その他) 

第９条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、座長が協議会に諮って定めるものとする。 

附 則 

この要綱は、平成１７年 ４月１３日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２１年 ３月２５日から施行する。 

附 則 

この要綱は、平成２５年 ４月 １日から施行する。
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５ 委員名簿 

■平成２５、２６年度川崎市教育改革推進協議会 委員 ◎座長

氏 名 現 職 等

専門部会

教
育
行
政

学
校
教
育

社
会
教
育

学
識
経
験
者

1 ◎小松 郁夫 常葉大学教職大学院教授 ●

2 髙木 展郎
横浜国立大学教育人間科学部附属

教育デザインセンター教授
●

3 田中 雅文 日本女子大学人間社会学部教授 ●

4 大下 勝巳 ＮＰＯ法人かわさき創造プロジェクト代表理事 ●

市
民
代
表

5 伊藤 好子 公募市民 ●

6 杉村 寿重 公募市民 ●

7 松本 弘 川崎市地域教育会議推進協議会会長 ●

8 

小原 良 
(～H26.9.2) 

川崎市ＰＴＡ連絡協議会会長 ●
齊藤 植栄 
(H26.9.3～) 

教
職
員
代
表

9 

佐藤 裕之 
(～H26.5.27) 

小学校長会副会長 ● ● ●
山崎 惠子 
(H26.5.28～) 

10 

渡邉 壽久 
(～H26.5.27) 

中学校長会副会長 ● ● ●
伊藤 民子 
(H26.5.28～) 

11 

松本 芳弘 
(～H26.5.27) 

高等学校長会副会長 ●
宮津 健一 
(H26.5.28～) 

12 

高木 正之助 
(～H26.5.27) 

特別支援学校長会会長

●
巴 好子 
(H26.5.28～) 

特別支援学校長会副会長

13 門倉 慎児 川崎市教職員組合執行委員長 ● ●



第２次川崎市教育振興基本計画 

かわさき教育プラン 
第１期実施計画（2015 2017） 

平成２７（2015）年 月

編 集 川崎市教育委員会総務部企画課

川崎市川崎区宮本町 6 番地

電話 044-200-3244 
FAX 044-200-3950 
E メール 88kikaku@city.kawasaki.jp 






